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序 章 環境影響評価書の目的と経緯 

序－1 環境影響評価書の目的 

本書は、埼玉県環境影響評価条例（平成 6 年 12 月 26 日 埼玉県条例第 61 号）に基づき、

令和 6 年 3 月 29 日付知事に提出された「坂戸都市計画事業(仮称)坂戸インターチェンジ地区

土地区画整理事業環境影響評価準備書」（以下「準備書」という。）の記載事項について、住民

等の意見及び知事意見書の内容を踏まえて検討を加え、埼玉県環境影響評価条例に基づき、

「坂戸都市計画事業(仮称)坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業環境影響評価書」（以

下「評価書」という。）として取りまとめたものである。 

 

序－２ 評価書作成までの経緯 

評価書の作成までの経緯は、表-1（1）～（2）に示すとおりである。 

 

表-1（1） 評価書作成までの経緯 

項 目 年月日 備 考 

調査計画書提出 平成 28 年 7 月 5 日 都市計画決定権者→知事 

関係地域決定の通知 平成 28 年 7 月 6 日 知事→都市計画決定権者 
関係地域：坂戸市、川島町、川越市、東
松山市、鶴ヶ島市（5 市） 

調査計画書公告・縦覧 平成 28 年 7 月 12 日 
～8 月 12 日 

公告 平成 28 年 7 月 12 日 
縦覧 平成 28 年 7 月 12 日～8 月 12 日 
縦覧場所 
埼玉県環境部環境政策課 
埼玉県西部環境管理事務所 
埼玉県東松山市環境管理事務所 
坂戸市都市計画課 
川島町町民生活課 
川越市環境政策課 
東松山市環境保全課 
鶴ヶ島市生活環境課 

住民等の意見の提出 平成 28 年 7 月 12 日 
～8 月 26 日 

意見書 1 件 

技術審議会第１回小委員会 平成 28 年 7 月 20 日 現地調査及び計画説明、質疑応答 

技術審議会第２回小委員会 平成 28 年 8 月 10 日  

知事意見受理 平成 28 年 9 月 28 日 知事→都市計画決定権者 

調査計画書記載事項変更に
係る手続き等免除承認申請 

令和 6 年 3 月 1 日 都市計画決定権者→知事 

同申請承認 令和 6 年 3 月 6 日 知事→都市計画決定権者 

準備書の提出 令和 6 年 3 月 29 日 都市計画決定権者→知事 
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表-1（2） 評価書作成までの経緯 

項 目 年月日 備 考 

準備書公告・縦覧 令和 6 年 4 月 9 日～
令和 6 年 5 月 10 日 

公告 令和 6 年 4 月 9 日 
縦覧 令和 6 年 4 月 9 日～令和 6 年
5 月 10 日 
縦覧場所 
埼玉県環境部環境政策課 
埼玉県西部環境管理事務所 
埼玉県東松山市環境管理事務所 
坂戸市都市計画課 
川島町町民生活課 
川越市環境政策課 
東松山市環境保全課 
鶴ヶ島市生活環境課 

住民等の意見の提出 令和 6 年 4 月 9 日～
令和 6 年 5 月 24 日 

意見書 5 件 

技術審議会第１回小委員会 令和 6 年 6 月 27 日 準備書の説明、質疑応答 

第 1 回環境影響評価庁内調
整会議 

令和 6 年 7 月 8 日 準備書の説明、質疑応答 

技術審議会第 2 回小委員会 令和 6 年 7 月 25 日 都市計画決定権者の見解説明、質疑
応答 

公聴会 令和 6 年 7 月 22 日 公述人 2 名 

令和 6 年度第 2 回埼玉県環
境影響評価技術審議会 

令和 6 年 9 月 3 日 準備書の説明、質疑応答 

知事意見受理 令和 6 年 10 月 10 日 知事→都市計画決定権者 

準備 書記 載 事項 変更に係る
手続き等免除承認申請 

令和 6 年 11 月 22 日 都市計画決定権者→知事 

同申請承認 令和 6 年 12 月 4 日 知事→都市計画決定権者 

 

 

序－３ 評価書作成の手順 

評価書の作成にあたっては、「埼玉県環境影響評価条例」「埼玉県環境影響評価条例施行規

則」及び「埼玉県環境影響評価技術指針」に基づき作成した。 

具体的には、準備書に対する知事意見を十分に反映させるために準備書の記述内容につい

て再検討するとともに、環境影響評価に係る記述の追加・修正を行った。追加・修正の理由及び

内容は、表-2 及び表-3 に示すとおりである。 

なお、本表は主要な修正の内容を示すものであり、誤字・脱字の訂正については記載していな

い。 

表-2 修正理由 

区 分 内 容 

A 知事意見あるいは指導事項に対応して追加・修正等を行った。 

B 内容の充実またはわかりやすくするため、文章等の追加・修正等を行った。

C その他 
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表-3（1） 環境影響評価準備書の主な追加・修正事項とその内容 

項 目 準備書の修正事項 修正内容 
修正

理由 

第 2 章 

都 市 計 画 対 象 事 業 の目

的及び内容 

  

 

2.6 都市計画対象事業の

実施方法 

2.6.9 公園及び緑化計画 

（2）緑化計画 

 

知事意見を踏まえて、地域性の種

苗の使用、植栽樹種を修正した。

また 、 緩 衝 緑 地 帯 の 幅 を 追 加 し

た。 

A 

第 8 章 

環境影響評価の調査項目

及び調査方法 

  

 

8.1 調査項目 8.1.3 項目選定の理由及び

根拠 

知事意見を踏まえて、史跡・文化

財について試掘調査結果を追記

した。 

A 

第 10 章 

調査の結 果の概要 並びに

予測及び評価の結果 

10.8 動物 

 

 

 

 

10.8.1 調査 

（2）調査方法 

② 現地調査 

ア．動物相の状況 

（ｲ）鳥 類 

 

（5）調査結果 

②現地調査 

ア．動物相の状況 

（ｲ）鳥 類 

 

 

 

 

 

知事意見を踏まえて、鳥類の夜間

調査の方法について追記した。 

 

 

 

知事意見を踏まえて、鳥類の夜間

調査結果を追記した。 

 

 

A 

 10.8.3 評価 

（2）評価結果 

①回避・低減の観点 

 

知事意見を踏まえて、鳥類の建物

への衝突防止のための環境保全措

置の追加、一部、植栽樹種の見直

しを行った。 

 

10.9 植物 10.9.3 評価 

（2）評価結果 

①回避・低減の観点 

 

準 備書 に対 する知 事意 見 を踏 ま

えて、一部、植栽樹種の見直しを

行った。 

A 

10.10 生態系 10.10.3 評価 

（2）評価結果 

①回避・低減の観点 

 

知事意見を踏まえて、鳥類の建物

への衝突防止のための環境保全

措 置 の追 加 、一 部 、植 栽 樹 種 の

見直しを行った。 

A 

10.11 景観 10.11.3 評価 

（2）評価結果 

①回避・低減の観点 

 

知事意見等を踏まえて、周辺地域

からの景観の影響緩和や圧迫感

の軽減等に関する環境保全措置

を追加した。 

A 

 ②基 準 、目 標 等 との整 合 の

観点 

 

埼玉県景観計画における景観形成

基準等を遵守する旨を追記した。 

A 
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表-3（2） 環境影響評価準備書の主な追加・修正事項とその内容 

項 目 準備書の修正事項 修正内容 
修正

理由

10.15 温室効果 

ガス等 

（ 2） 供 用 時 における温 室 効
果ガス等の影響 

②評価結果 
ア．回避・低減の観点 

（ ｱ） 施 設 の稼 働 に伴う温室

効果ガス等の影響 

 
 

各進出企業に対し再生可能エネ

ルギーの利用促進やグリーン電力

購入等に努めるよう指導する旨を

追記した。 

A 

第 11 章 
環境保全のための措置    

11.1 予測・評価に際し
て講ずることとした
環 境 の 保 全 の た
めの措置 

11.1.2 環境保全のための措置

表 11.1-1 環境保全措置の検

討結果及びその効果 

動物、植物、生態系、景観、温室

効果ガス等について第 10 章に基

づき、環境保全措置を修正した。 
A 

11.2  低 減 措 置 及 び代
償 措 置 の 実 施 計
画 

11.2.2 動物、植物、生態系に

係る低減措置及び代償措置

知事意見を踏まえて、耕作地環境
の創 出 等の観 点 から、環 境 保 全
目標と環境保全措置の明確化、
調整池、公園、水路、緑化等の整
備方針を追記するなど、環境保全
のための措置の見直しを行った。 

A 

11.3 保全すべき種の移
設、移植計画等 

 

知事意見を踏まえて、耕作地環境

の創出等の観点から、保全すべき

動 物 、植 物 の移 設 、移 植 方 法 の

詳細を記述した。 

 

A 

 
表 11.3-5 代償措置（移植）

及び維持・管理計画スケジュ

ール 

保全すべき動物、植物の移設、移

植時期など、代償措置のスケジュ

ールを見直した。 

A 

第 12 章 
都市計画対象事業の実
施 による影 響 の総 合 的
な評価 

表 12-1 環境影響評価の概要 動物、植物、生態系、景観、温室

効果ガス等について第 10 章に基

づき、環境保全措置を修正した。 
A 

第 13 章 
事後調査の計画 

   

13.1  事 後 調 査 項 目 並

びに選定項目のう

ち 事 後 調 査 項 目

から除外する項目

及びその理由 

（1）事後調査項目の選定 

表 13.1-1（1）事後調査項目

の選定 

 

騒音の施設の稼働、動物につい

て事後調査項目として選定した。 

A 

（2）事後調査項目から除外

する項目及びその理由 

表 13.1-2（2）、（3）事後調査

項目から除外する項目及びそ

の理由 

 

事後調査項目の選定の変更に伴

い、事後調査から除外する項目及

びその理由を変更した。 

A 

13.2 調査方法等 （1）騒音 施設騒音、交通量の調査方法等

を追記した。 
A 

（2）動物 夜間の鳥類調査、ハクチョウ類の

調査等を追記した。 

A 

 

序－４ 準備書の変更 

準備書の記載の変更に伴い、埼玉県環境影響評価条例（平成 6 年 12 月 26 日埼玉県条例

第 61 号）第 21 条第 1 項の規定に基づき、「準備書記載事項変更に係る手続等免除申請書」及

び「変更内容検討書」を埼玉県知事に提出し、埼玉県知事の承認を得た。 
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第 1 章 都市計画決定権者の名称 

1.1 都市計画決定権者の名称及び所在地 

名 称 ：坂戸市 

代表者の氏名 ：坂戸市長 石川 清 

所 在 地 ：埼玉県坂戸市千代田一丁目 1 番 1 号 

 

1.2 事業者の名称及び所在地 

名 称 ：大栄不動産株式会社 

代表者の氏名 ：代表取締役 石村 等 

所 在 地 ：東京都中央区日本橋室町一丁目 1 番 8 号 

 

第 2 章 都市計画対象事業の目的及び内容 

2.1 都市計画対象事業の名称 

 

都市計画対象事業の名称 ：坂戸都市計画事業 

(仮称)坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業 

都市計画対象事業の種類 ：土地区画整理事業 

（埼玉県環境影響評価条例施行規則 別表第一 第 20 号） 

 

2.2 都市計画対象事業の目的 

埼玉県は、平成 18 年度に策定した「田園都市産業ゾーン基本方針」に引き続き、「埼玉の

持続的成長を支える産業基盤づくり取組方針」を策定し、令和 4 年度から運用を開始した。こ

の方針は、市町村の産業基盤づくりを県が積極的に支援するために定めるもので、新たな方

針では埼玉版スーパー・シティプロジェクトの一環として産業基盤づくりを周辺と一体のまちづ

くりへと発展させ、市町村と進出企業等が連携して地域課題の解決を図り、地域の持続的発

展を実現する「未来を見据えた産業基盤」の創出を目指している。 

また、坂戸市は、「第 7 次坂戸市総合計画」における土地利用の基本方向として、インター

チェンジ周辺は工業・流通機能の集積を図ることとしており、さらに、「坂戸市都市計画マスタ

ープラン」において「圏央道坂戸 IC 周辺地域」を「開発推進地区」に位置付けている。 

令和 5 年 11 月、埼玉県により、「埼玉の持続的成長を支える産業基盤づくり取組方針」に

基づく「産業誘導地区」に選定されたことから、今後、市街化区域に編入し、民間事業者によ

る業務代行方式の土地区画整理事業により、道路、公園等の公共施設の整備改善を含め、

一体的・計画的な基盤整備を実施し、災害に強い、安全で快適なまちづくりを行うとともに、企

業の立地による産業系土地利用の実現を図り、地域活性化等を図ることを目的とする。 

 

2.3 都市計画対象事業の実施区域 

2.3.1 計画地の位置 

都市計画対象事業の実施区域（以下、「計画地」という。）の位置は、図 2-1 及び写真 2-1

に示すとおりである。 

計画地は、埼玉県坂戸市東部の小沼地区に位置する。 
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2.3.2 計画地の概況 

（1）土地利用の状況 

計画地の土地利用は現在、大部分が水田であり、平坦な地形となっている。計画地の周辺

も同様に水田などの農地が主体であり、南側には圏央道が隣接するほか、西側に住宅地が

存在する。 

 

（2）自然環境の状況 

計画地は水田を主体とした人工改変地であり、計画地の植生は水田が多くを占め、一部に

畑地（畑地雑草群落）等の草地が分布する。 

また、計画地周辺には北側から東側にかけて一級河川である越辺川が流れており、河川に

は河畔林がまとまって残されており、水辺や湿生植物のほか、鳥類や魚類等の生育・生息環

境となっている。 

 

（3）特に配慮を要する施設 

計画地内には、学校、病院、福祉施設等の特に配慮を要する施設は存在しない。 

計画地周辺については、西側に住宅が点在するほか、南西側約150mには医療施設である

小川医院が位置している。 

 

（4）地形の状況 

計画地は、越辺川に沿って続く低地に位置しており、水田等の耕作地が広がる平坦な地

形を呈している。 

 

（5）計画地周辺の状況 

計画地周辺には、南側に隣接して圏央道が東西に走り、計画地の南西側約 180m には圏

央道坂戸インターチェンジが位置している。また、計画地の北側から東側にかけて、隣接して

一級河川の越辺川が流れている。 

 

（6）計画地周辺の開発の状況 

坂戸市の東側に隣接する川島町においては、越辺川左岸沿いや、圏央道川島 IC 北側の

産業団地に物流施設や工場等が立地している。 

また、川島インターチェンジ南側では、川越都市計画事業 （仮称）川島インターチェンジ南

側地区土地区画整理事業が計画されており、現在、埼玉県環境影響評価条例に基づき、調

査計画書手続きまで終了している。 

 



N

0 500 1,000 m

1:25,000

：計画地

：市町界

凡 例

：周辺の土地区画整理事業区域
  （埼玉県環境影響評価条例手続き中）

：周辺の産業団地

：高速道路

：一般国道

：主要地方道、一般県道

：河川

図2-1　計画地の位置

3

川島町

坂戸市

川越市川越市

圏
央
道

圏
央
道

飯盛川
飯盛川

越辺川
越辺川

大谷川
大谷川

小
畔
川

小
畔
川

入
間
川

入
間
川

谷治川
谷治川

一般県道岩殿観音南戸守線一般県道岩殿観音南戸守線

一
般
県
道

片
柳
川
越
線

一
般
県
道

片
柳
川
越
線

一般県道上伊草坂戸線

一般県道上伊草坂戸線

主
要
地
方
道
日
高
川
島
線

主
要
地
方
道
日
高
川
島
線

一
般
国
道
254号

一
般
国
道
254号

坂戸IC坂戸IC

至鶴ヶ島IC至鶴ヶ島IC

川島IC川島IC

主
要
地
方
道
鴻
巣
川
島
線

主
要
地
方
道
鴻
巣
川
島
線

主要地方道日高川島線主要地方道日高川島線

川島インター産業団地川島インター産業団地

川越都市計画事業

(仮称)川島インターチェンジ

南側地区土地区画整理事業

(埼玉県環境影響評価条例手続き中)

川越都市計画事業

(仮称)川島インターチェンジ

南側地区土地区画整理事業

(埼玉県環境影響評価条例手続き中)



N

0 100 200 300 400 m

 

1:10,000

坂戸市

川島町

：計画地

：市町界

出典：「googleマップ」（2023年）

凡 例

写真2-1　計画地の位置（航空写真）

4

坂戸IC坂戸IC

圏
央
道

圏
央
道

越辺川
越辺川

一
般
県
道
上
伊
草
坂
戸
線

一
般
県
道
上
伊
草
坂
戸
線

飯盛川
飯盛川



5 

2.4 都市計画対象事業の規模 

計画地の面積は、約 47.4ha である。 

 

2.5 都市計画対象事業の実施期間 

対象事業の実施工程は表 2-1 に示すとおりである。 

土地区画整理事業における工事期間は、令和 6～10 年度にかけての約 4 年を予定してい

る。また、令和 8 年度からは、進出企業による建設工事が行われる予定である。 

 

表 2-1 対象事業に係る工程 

年 度 
項 目 

H28～
R4 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 

環境影響評価 
（評価書までの手続き） 

       

土地区画整理事業造成工事        

進出企業建築工事        

 

2.6 都市計画対象事業の実施方法 

2.6.1 土地利用計画 

土地利用計画は、表 2-2 及び図 2-2 に示すとおりである。 

本事業は、企業用地の創出を主とする土地区画整理事業であり、企業用地（緩衝緑地帯

を含む）面積は約 29.2ha（約 61.6％）とする計画である。 

そのほか、都市計画道路約 2.2ha（約 4.6％）、区画道路約 3.4ha（約 7.1％）、歩行者専用

道路約 0.2ha（約 0.3％）、水路約 0.8ha（約 1.7％）、調整池約 10.1ha（約 21.2％）、公園約

1.6ha（約 3.3％）、鉄塔約 0.1ha（約 0.1％）を計画している。 

 

表 2-2 土地利用計画 

区 分 面積（ha） 比率（％） 

企業用地（緩衝緑地帯を含む） 約 29.2 約 61.6 

都市計画道路 約  2.2 約  4.6 

区画道路 約  3.4 約  7.1 

歩行者専用道路 約  0.2 約  0.3 

水 路 約  0.8 約  1.7 

調整池 約 10.1 約 21.2 

公 園 約  1.6 約  3.3 

鉄 塔 約  0.1 約  0.1 

合 計 約 47.4 約 100.0 

注）ha 換算では四捨五入の関係で面積及び比率の合計値は一致しない。 
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2.6.2 立地予定業種 

（1）立地予定業種 

企業用地の各区画面積等は表 2-3 に、各区画の配置は図 2-3 に示すとおりである。 

計画地は、「坂戸インターチェンジ地区地区計画」において、圏央道坂戸インターチェンジ

に直結する立地特性を活かし、工業・流通系施設の立地を主体とした土地利用を図ることと

している。 

本事業では、主に製造業分野の工場及び倉庫・流通センター等の物流関連施設等の立

地誘導を図る計画であることから、立地予定業種としては、製造業及び運輸業の立地が想

定される。 

 

表 2-3 各区画面積及び立地予定業種 

区画 
番号 

立地予定業種 敷地面積（ha） 

① 

製造業、運輸業 

3.70 

② 18.18 

③ 7.33 

合 計 29.22 

   注）1.ha 換算では四捨五入の関係で面積の合計値は一致しない。 

2.業種の区分は日本標準産業分類（令和 5 年 6 月改定）（令和 6

年 6 年 4 月 1 日施行）の大分類による  
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（2）建築計画 

現在、計画地は市街化調整区域であるが、市街化区域の編入と併せて用途地域を定め、

工業地域に変更される予定である。また、地区計画の中で、敷地面積の最低限度、壁面の位

置の制限等について規定する計画である。 

本事業における進出企業の建物計画は、土地利用計画等の事業計画及び大型の流通施

設の事例から建物高さや建築面積等を設定し、建物配置計画を想定した。 

進出企業の建物配置計画は、図 2-4 に示すとおりである。 

 

（3）人員計画 

本事業における人員計画は、表 2-4 に示すとおりである。 

立地予定業種は、製造業及び運輸業の立地が想定されることから、従業者数は、企業用

地の敷地面積と「平成 27 年工業立地動向調査」（経済産業省経済産業政策局地域経済産

業グループ）に示された単位面積当たりの従業員数から算出した。 

 

表 2-4 人員計画 

単位面積当たりの 
従業員数 

（人/千 m2） 

企業用地の 
敷地面積 

（ha） 

従業者 
（人） 

3.91 29.2 1,142 
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2.6.3 造成計画 

（1）造成計画 

本事業における造成計画は、図2-5～7（2）に示すとおりである。 

計画地は、大部分が水田として利用されている耕作地であり、起伏のない平坦な地形とな

っている。造成にあたっては、以下に示す点に留意していく。 

 

・計画地の造成高さはT.P.14.0～17.5m、本事業に伴う盛土量は約149.9万m3、切土量は約

8.8万m3である。 

・計画地内の外周道路は周囲の道路の高さと同様な高さとし、交通上に支障がないような計

画とする。 

・雨水排水が速やかに排除できるよう地形、道路勾配に注意を払う。 

・各企業用地からの雨水が無理なく処理されるように、排水路を設置する計画とする。 

・計画地内の地質調査結果を踏まえて、企業用地における盛土工法はプレロード工法（載荷

盛土）注）とし、短期間に沈下を促すとともに、圧密沈下等を十分に考慮したものとする。 

・盛土造成工事にあたっては、「日本道路協会 道路土工盛土工指針」等の指針基準に準じ

て安全性を担保し工事を行う。 

・計画地敷地境界付近で造成工事を行う際には、周辺の住宅、越辺川堤防及び圏央道への

影響に配慮し、不等沈下が生じないよう留意し工事を行う。 

・調整池は、雨水排水を十分に貯留できる容量を確保し、1号調整池の底面は整地による仕

上げとする。2号調整池底面は、コンクリートによる仕上げを行い、自然流下により排水を行う

計画とする。 

・地盤改良に当たっては、pH調整等の適切な措置を行い、地下水の汚濁防止を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）軟弱な地盤にあらかじめ荷重を盛土等によって載荷し、地盤の圧密沈下を促進させ、地盤の強度

増加を図り、その後この荷重を除去する工法  
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図 2-6（1） 造成計画断面図  
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図 2-6（2） 造成計画断面図  
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【１号調整池】 
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図 2-7（1） 調整池掘削断面図  
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【2 号調整池】 
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図 2-7（2） 調整池掘削断面図  
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（2）防災計画 

防災計画については、計画地の地形、造成計画等を考慮して以下に示す点に留意してい

く。 

 

・造成工事にあたっては、計画地の仮排水路の整備と同時期に、仮沈砂池等の防災施設工

事を行う。 

・計画地外への土砂の流出を防止するため、必要に応じて下流部に仮土堤、あるいは板柵等

を設置する。 

・工事施工箇所での排水については仮沈砂池を設け、濁水を沈殿させた後に上澄み水を、

排水路に放流する。 

・施工中の盛土表面を締固めし、降雨の滞水や浸食等が少なくなるようにする。 

・盛土表面の転圧は、盛り土幅より広く余盛して、十分に転圧を行う。 

 

2.6.4 道路計画 

道路計画は図 2-8 に、区画道路及び都市計画道路の標準断面図は図 2-9(1)～(9)に示す

とおりである。 

計画地内には、幅員 6～12ｍの区画道路、幅員 25ｍの都市計画道路、幅員 6ｍの歩行者

専用道路等を配置する計画である。 
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図 2-9(1) 標準断面図（都市計画道路（坂戸東川越線） 片勾配 2.0%区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9(2) 標準断面図（都市計画道路（坂戸東川越線） 片勾配 4.0%区間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9(3) 標準断面図（区画道路 12-1 幅員 12.0ｍ） 
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図 2-9(4) 標準断面図（区画道路 8-1、2 幅員 8.0ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9(5) 標準断面図（区画道路 8.5-1 幅員 8.0～9.1ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9(6) 標準断面図（区画道路 6.5-1 幅員 6.5ｍ） 
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図 2-9(7) 標準断面図（区画道路 6-1 幅員 6.0ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9(8) 標準断面図（区画道路 6-2 幅員 6.0ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9(9) 標準断面図（区画道路 幅員 4.5ｍ） 
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2.6.5 供給施設計画 

（1）給 水 

上水道より給水を受ける計画である。 

 

（2）ガス供給 

ガス供給業者と協議し、地区内にガスを供給する計画である。 

 

（3）電力供給 

電力小売業者と協議し、地区全体に電力を供給する計画である。 

 

2.6.6 処理施設計画 

（1）汚水排水 

計画地は現在、公共下水道の計画区域に含まれていないが、本事業の実施に合わせ公

共下水道を整備する計画であり、汚水排水については、下水道放流とする。 

なお、立地企業ごとに汚水の排出量や水質が異なるため、必要に応じて立地企業ごとに個

別処理を行い、下水道に放流する。 

 

（2）雨水排水 

雨水排水計画は、図 2-10 に示すとおりである。 

雨水排水については、雨水排水処理施設として、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に

関する条例」に基づく能力を有する調整池を計画地内 2 箇所に設置（貯留量合計 93,650m3）

し、雨水流出量の抑制を図り、排水路に放流する。 

調整池の管理引継ぎ後は、坂戸市が同条例に則り適切に調整池の維持管理を行う。 

 

表 2-5 調整池の諸元 

項目 計画容量（m3） 

1 号調整池 86,075 

2 号調整池 7,575 

合計 93,650 
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図2-10　雨水排水計画
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2.6.7 廃棄物処理計画 

供用時の廃棄物処理については、各立地企業において、個別に適正に処理を行う。 

 

2.6.8 交通計画 

（1）主要な走行経路 

供用時における関連車両の主要な走行経路は図 2-11 に示すとおりである。 

圏央道坂戸インターチェンジ及び一般国道 254 号または坂戸市街から一般県道上伊草坂

戸線を経由し、計画地に至る経路を予定している。 

 

  



N
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凡 例

図2-11　関連車両の主要な走行経路（供用時）
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（2）発生・集中交通量 

① 大型車（企業用地；貨物車両等） 

大型車の発生・集中交通量は、表 2-6 に示すとおりである。 

発生・集中交通量の設定は、車両台数が最も多くなる運輸業を想定し、「第 5 回東京都市

圏物資流動調査結果（平成 25～26 年度）」（東京都市圏交通計画協会）による物流施設の

発生原単位を用いて、企業用地の敷地面積を乗じて算出した。 

本事業における大型車の発生・集中交通量は、計画地全体で 2,102 台 TE/日の計画であ

る。 

 

表 2-6 大型車（貨物車両等）の発生・集中交通量 

項 目 単 位 数 値 

敷地面積あたり発生貨物車台数（①） 台/ha・日 36.0 

物流系用地の敷地面積（②） ha 29.2 

貨物車（大型車）発生台数（③＝①×②） 台/日 1,051 

貨物車（大型車）発生・集中交通量（④＝③×2） 台 TE/日 2,102 

注）①の発生原単位は、「第 5 回東京都市圏物資流動調査結果（平成 25～26 年度）」（東京都市

圏交通計画協会）の物流施設の平均値を示す。 

 

② 小型車（企業用地；従業員用車両） 

小型車の発生・集中交通量は、表 2-7 に示すとおりである。 

運輸業における従業員用車両台数は、企業用地の敷地面積と「平成 27 年工業立地動向

調査」（経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ）に示された単位面積当たりの

従業員数から算出した。なお、通勤の交通手段は自家用車利用の最大を見込み 100％として

算出した。 

本事業における小型車の発生・集中交通量は、計画地全体で 2,284 台 TE/日の計画であ

る。 

 

表 2-7 小型車（従業員用車両）の発生・集中交通量 

項 目 単 位 数 値 

単位面積当たりの従業員数（⑤） 人/千 m2 3.91 

企業用地の敷地面積（②） 千 m2 292 

従業員数（⑥=⑤×②） 人 1,142 

自動車分担率（⑦） ％ 100 

小型車発生交通量（⑧=⑥×⑦/100） 台/日 1,142 

小型車発生・集中交通量（⑨=⑧×2） 台 TE/日 2,284 
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2.6.9 公園及び緑化計画 

（1）公園計画 

公園計画は、図 2-12 に示すとおりである。 

公園は越辺川沿いの河畔林や河川敷、堤防等との関連性・一体性に配慮し、植樹や芝生

広場を整備し緑の連続性を確保する。 

調整池に隣接する箇所には、緩衝機能の確保のための湿性草地を主体とした緑地整備、

水辺（湿性緑地ゾーン）の整備の他、公園内には現存植生を考慮した植栽の整備を行う計画

である。 

また、地域住民や企業用地で従事する従業員の利用を考慮し、多目的広場やベンチ、駐

車場を配置し、交流や休息を促す環境を創出する。 

 

（2）緑化計画 

緑化計画は、図 2-12 に示すとおりである。 

緑化計画については、地区内では積極的に敷地内緑化を推進するとともに、環境負荷の

低減及び周辺の住環境に配慮するため、企業用地と計画地西側～南西側に隣接する住居

地域の間には企業用地内に幅 20ｍ、北側調整池側には幅 15ｍ、公園側には幅 5ｍ等の緩

衝緑地帯を配置する。本事業では合計で 3.64ha の緩衝緑地帯を設ける計画である。 

また、敷地面積 3,000 ㎡以上の進出企業には、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき

敷地面積の 20％以上の緑地を確保する。 

《ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に定める緑化基準》 

①対象地域 

敷地面積 3,000 ㎡以上の建築行為（新築、改築、増築）で用途地域の定める地域 

②緑化を要する面積 

敷地面積×（1－建ぺい率（60％））×0.5＝敷地面積×20％ 

 

緩衝緑地帯、公園における主な植栽予定樹種は、表 2-8 に示すとおりである。 

植栽樹種は、現存植生や鳥類や昆虫類の餌となる樹種等から選定する。高木としてエノキ、

ムクノキ、ハンノキ、クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、シラカシ等、低木～中木としてカマツカ、イボタ

ノキ、ガマズミ、ヤマツツジ、ヤブツバキ、アオキ等の植栽を施し、低木～高木を取り入れた地

域本来の多様な林層を形成させる。また、植栽に用いる樹木は、可能な限り地域性の種苗や

樹木の使用に努めていく。 

進出企業についても、積極的な緑化を促すとともに、これらの樹種を積極的に植栽するよう

指導していく。 

 

表 2-8 緩衝緑地帯、公園の主な植栽予定樹種 

区 分 主な樹種 

高 木 
エノキ、ムクノキ、ハンノキ、クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、シ
ラカシ、スダジイ、シロダモ等 

中～低木 
カマツカ、イボタノキ、ガマズミ、ヤマツツジ、ヤブツバキ、
アオキ等 

法 面 種子吹付け（チガヤ等） 
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図2-12　公園・緑化計画図

28

公園

緩衝緑地帯②

(幅15ｍ）

緩衝緑地帯②

(幅15ｍ）

緩衝緑地帯③

(幅10ｍ）

緩衝緑地帯③

(幅10ｍ）

緩衝緑地帯④

(幅5ｍ）

緩衝緑地帯④

(幅5ｍ）

緩衝緑地帯①

(幅20ｍ）

緩衝緑地帯①

(幅20ｍ）

緩衝緑地帯①緩衝緑地帯①

：企業用地

：都市計画道路

：区画道路

：歩行者専用道路

：水路

：調整池

：鉄塔

：公園

：緩衝緑地帯①

：緩衝緑地帯②

：緩衝緑地帯③

：緩衝緑地帯④

〈公園・緩衝緑地帯〉



29 

2.7 工事計画 

2.7.1 工事工程 

工事工程は表 2-9 に示すとおりであり、準備工事から公園・その他の工事までで約 4 年を

計画している。 

 

表 2-9 工事工程 

年 度 
項 目 

R6 R7 R8 R9 R10 

1.準備工事      

2.仮設・防災・土工事      

3.調整池・排水工事      

4.道路工事      

5.公園・その他の工事      

6.進出企業建築工事      

 

2.7.2 工事の概要 

各工事の概要は以下に示すとおりである。 

(1)準備工事 

工事に必要な仮設建物、看板等の安全設備等の諸施設を整備する。また、試掘工も行う。 

 

(2)仮設・防災・土工事 

大型重機（ブルドーザ、バックホウ等）により、計画地内の仮設・防災・土工事（切土、盛土、

整地等）を行う。 

 

(3)調整池・排水工事 

仮設・防災・土工事の進捗に合わせて、バックホウを主力機械として工事を行う。 

 

(4)道路工事 

土工事等の進捗にあわせて、幹線道路や区画道路の工事を行う。ブルドーザ、バックホウ、

振動ローラ等を用いて、既存道路の拡幅整備等を行う。 

 

(5)公園・その他の工事 

土工事等の進捗にあわせて、公園の造成等を行う。主な建設機械として、ブルドーザ、バッ

クホウ、振動ローラ等を用いる。 

 

(6)進出企業建築工事 

企業建築工事としては、各進出企業により、準備工事、杭工事、土工事、基礎工事、躯体

工事、内外装・設備工事、外構工事が行われると考えられる。 

主な建設機械として、ブルドーザ、バックホウ、移動式クレーン、アースオーガ等が考えられ

る。  
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2.7.3 資材運搬等の車両計画 

(1)資材運搬等の車両走行経路 

資材運搬等の車両の主要な走行経路は図 2-13 に示すとおりであり、アクセスは計画地南

側方面からを基本とし、圏央道坂戸インターチェンジ及び一般国道 254 号または坂戸市街か

ら一般県道上伊草坂戸線を経由し、計画地に至る経路を予定している。 

 

(2)資材運搬等の車両台数 

資材運搬等の車両台数（大型車）が最大となる時期は、工事開始 22～25 ヵ月目であり、1

ヵ月の台数は大型車片道 6,680 台/月及び小型車片道 2,630 台/月である。 

 

2.7.4 建設機械 

工事に使用する主な建設機械は、表 2-10 に示すとおりである。 

建設機械の台数が最大となるのは工事開始 39 ヵ月目であり、稼働台数は 2,040 台/ピーク

月である。 

 

表 2-10 主な建設機械の種類及び稼働台数（ピーク時） 

工事の種類 機械名 規格 稼動台数（台/月） 

試掘工・道路・汚水・雨
水・調整池・給配水・公
園緑地・撤去工事 

（ 1. 準 備 工 事 、 3. 調 整
池・排水工事、4.道路工
事、5.公園・雑工事が該
当） 

ブルドーザ 3ｔ 40 

バックホウ 0.7 m3 40 

バックホウ 0.45 m3 20 

バックホウ 0.2 m3 20 

モーターグレーダ 3.7m 100 

振動ローラ 3～4ｔ 100 

振動ローラ 0.8～1.1ｔ 100 

タイヤローラ 10ｔ 100 

ロードローラ 10t 100 

仮設・防災・整地土工事 

（2.仮 設 ・ 防 災 ・ 土 工 事
が該当） 

ブルドーザ 21ｔ 80 

バックホウ 0.7 m3 80 

企業建築工事 

（ 6.進 出 企 業 建 築 工 事
が該当） 

バックホウ 0.4m3 320 

ブルドーザ 16ｔ 120 

クローラクレーン 150ｔ 140 

トラッククレーン 30ｔ 140 

トラッククレーン 15ｔ 240 

アースオーガ 100ｔ 300 

合 計 － 2,040 
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図2-13　資材運搬等の車両の主要な走行経路（工事中）
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2.7.5 工事中における環境保全対策 

工事にあたっては以下の環境保全対策を実施し、周辺環境への影響を低減していく。 

 

（1）大気質 

① 建設機械の稼働に伴う大気質への影響 

・ 建設機械については、排出ガス対策型の機種の使用に努める。 

・ 建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・ 計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・ 建設機械の整備、点検を徹底する。 

 

② 資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響 

・ 資材運搬等の車両の走行に伴う影響に配慮し、資材運搬等の車両の一部を坂戸インター

チェンジから出入できるよう走行経路を整備する。 

・ 資材運搬等の車両は、最新の排出ガス規制適合車の使用に努める。 

・ 資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管

理に努める。 

・ 資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 

・ 資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 

 

③ 造成等の工事に伴う大気質への影響 

・ 造成箇所、資材運搬等の車両の仮設道路には適宜散水を行い、粉じんの飛散防止を行う。 

・ 計画地内の土砂等の運搬時には、必要に応じてシートで被覆する。 

・ 工事区域出口に洗浄用ホース等を設置し、資材運搬等の車両のタイヤに付着した土砂の

払落しや場内清掃等を徹底する。 

 

（2）騒 音 

① 建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

・ 建設機械については、低騒音型の建設機械の使用に努める。 

・ 建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・ 計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・ 建設機械の整備、点検を徹底する。 

・ 住居等に近い箇所での工事では、必要に応じて仮囲いの設置等を検討する。 

・ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準を遵守する。 

・ 住居周辺における工事を実施する際には、工事進捗にあわせ敷地境界付近に騒音計を

設置し、騒音の状況を把握しその結果に応じて追加の環境保全対策を行う。 
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② 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響 

・ 資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管

理に努める。 

・ 資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 

・ 資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 

 

（3）振 動 

① 建設機械の稼働に伴う振動の影響 

・ 建設機械については、低振動型の建設機械の使用に努める。 

・ 建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・ 建設機械の整備、点検を徹底する。 

・ 振動規制法の特定建設作業に関する振動の規制基準を遵守する。 

・ 住居周辺における工事を実施する際には、工事進捗にあわせ敷地境界付近に振動計を

設置し、振動の状況を把握しその結果に応じて追加の環境保全対策を行う。 

 

② 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響 

・ 資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管

理に努める。 

・ 資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 

・ 資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 

 

（4）水 質 

・ 工事中の雨水流出の調整、土砂及び濁水の流出を防止するため、盛土工事に先立ち、仮

排水路、仮沈砂池等の防災工事を行う。 

・ 盛土工事に当たっては、必要に応じて下流部に仮土堤、又は板柵を設置する。 

・ 濁水については、仮沈砂池に導き、濁水を一旦貯留し、土粒子を十分に沈殿させた後、上

澄み水を地区外に放流する。また、必要に応じて pH 調整を行う。 

・ 盛土箇所は速やかに転圧を施す。 

・ コンクリート製品はできる限り二次製品を使用し、現場でのコンクリート打設を最小限に抑え

る。 

・ 造成等の工事による濁水等に係る浮遊物質量、水素イオン濃度について、定期的に調査

を実施し、必要に応じて追加的な措置を講ずる。 
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（5）地 盤 

・ 工事着工前及び工事中に、盛土に伴う圧密沈下量や変形等を観測する。 

・ 計画地内の地質調査結果を踏まえて、企業用地における盛土工法はプレロード工法とし、

短期間に沈下を促すとともに、圧密沈下等を十分に考慮したものとする。 

・ 適宜、盛土表面を締固めし、降雨の滞水や侵食等を抑えるよう配慮する。 

・ 計画地敷地境界付近で造成工事を行う際には、周辺の住宅、越辺川堤防及び圏央道へ

の影響に配慮し、不等沈下が生じないよう留意し工事を行う。 

 

（6）生物（動物、植物、生態系） 

・ 低騒音･低振動型の建設機械を極力使用し、騒音・振動を低減する。また、突発音の発生

をできる限り抑える。 

・ 計画地内を走行する資材運搬等の車両には徐行運転を義務付け、騒音・振動を低減する。 

・ 資材運搬等の車両の運転者には運転時に動物への配慮を行うよう指導を促す。 

・ チョウゲンボウ等の猛禽類の営巣に配慮し、繁殖期における営巣地に近い区域の工事は、

開始時期及び工事期間に十分留意する。 

・ 越辺川の河畔林に生息する動物に配慮し、必要に応じて工事期間を調整するほか、計画

的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・ 工事中の濁水等については仮設調整池にて十分に土粒子を沈殿させた後、地区外へ放

流する。 

・ 既存水路の改修については、工事区間上流から下流側に一時的に水路の切り回しを行い、

水の無い状態で工事を実施し、下流区域における濁水の流入や流量の変化を防止する。 

 

（7）自然とのふれあいの場 

・ 建設機械については、排出ガス対策型の機種の使用に努める。 

・ 建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・ 造成箇所、資材運搬等の車両の仮設道路には適宜散水を行い、粉じんの飛散防止を行う。 

・ 計画地内の土砂等の運搬時には、必要に応じてシートで被覆する。 

・ 工事区域出口に洗浄用ホース等を設置し、資材運搬等の車両のタイヤに付着した土砂の

払落しや場内清掃等を徹底する。 

・ 資材運搬等の車両は、最新の排出ガス規制適合車の使用に努める。 

・ 資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管

理に努める。 

・ 資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 

・ 資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 
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（8）廃棄物等 

・ 工事中に発生する廃棄物は、分別を徹底し、再資源化及び再利用等の促進を図るととも

に、再利用できないものは専門業者に委託し適切に処理する。 

・ 進出企業の建築工事に伴い発生する廃棄物は、各進出企業に対し、排出抑制、分別、リ

サイクルの推進等の適正処理に努めるよう指導する。 

 

（9）温室効果ガス等 

① 建設機械の稼働及び造成等の工事に伴う温室効果ガスの影響 

・ 建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・ 計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・ 低燃費型建設機械や省エネ機構搭載型建設機械の使用に努める（バックホウについては

採用率 30%以上を目標とする）。 

・ 建設機械の整備、点検を徹底する。 

 

② 資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガスの影響 

・ 資材運搬等の車両の計画的かつ効率的な運用計画を検討し、搬出入が集中しないよう努

める。 

・ 資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する（エコドライブ実践率 80%以上を目標と

する）。 

・ 資材運搬等の車両の走行時には、交通法規を遵守し、不必要な空ふかしは行わないよう

徹底する。 

・ 資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 
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第 3 章 地域の概況 

既存資料の収集・整理により、地域特性を把握した。 

既存資料の調査範囲は、「埼玉県環境影響評価条例」第 4 条第 3 項の環境に影響を及ぼ

す地域に関する基準に基づき、計画地周辺 3km とし、坂戸市、川島町、川越市、東松山市、

鶴ヶ島市（以下、「関係市町」という。）を基本とした。 

また、項目及び既存資料の内容により、必要に応じて対象範囲を拡大、または縮小した。 

 

第 4 章 関係地域 

4.1 環境に影響を及ぼす地域の基準 

本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、「埼玉県環境影響評価条例施行規則」別表第

二に基づき、「対象事業が実施される区域の周囲 3 キロメートル以内の地域」を基準として設

定した。 

 

4.2 環境に影響を及ぼす地域 

前項の基準に基づき設定した、本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、図 4.2-1 に示

すとおりであり、以下の 4 市 1 町の一部が含まれる。 

 

・埼玉県 坂戸市、川島町、川越市、東松山市、鶴ヶ島市 

  



2,000ｍ1,0000

1：50,000
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図4.2-1　環境に影響を及ぼす地域
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第 5 章 調査計画書についての環境の保全の見地からの意見を有する者 

の意見の概要 

「埼玉県環境影響評価条例」第 6 条の規定に基づき、「坂戸都市計画事業（仮称）坂戸イ

ンターチェンジ北側土地区画整理事業環境影響評価調査計画書」の縦覧が、以下の期間行

われた。 

 

期間：平成 28 年 7 月 12 日（火）～平成 28 年 8 月 12 日（金） 

場所：埼玉県環境政策課、埼玉県西部環境管理事務所、埼玉県東松山環境管理事務所、

坂戸市都市計画課、川越市環境政策課、東松山市環境保全課、鶴ヶ島市生活環

境課、川島町町民生活課の各庁舎内 

 

「埼玉県環境影響評価条例」第 7 条第 1 項の規定に基づき、調査計画書について平成 28

年 7 月 12 日（火）から平成 28 年 8 月 26 日（金）までの期間、環境の保全の見地から意見を

受け付けた。提出された 1 件の意見書の概要は、次のとおりである。 

 

意見書 1 

1．計画地に生息する動物・植物への配慮について 

坂戸インターチェンジ北側の計画地にも多くの渡り鳥が生息しており、今回の計画地でも

交通事故にあって野鳥が保護される事例が度々あります。先月の 23 日に死亡したコミミズ

クも計画地で交通事故にあい、片翼を複数箇所骨折して何とか手術をして骨を繋ぐことは

できましたが、とても野外で獲物を捕まえることはできないため、12 年間飼育していました。

今後開発が進むと新しい道路ができたり、自動車の通行量が増えるため、今までよりも動物

の交通事故が増えると考えられます。 

その対策として以下のような対策を求めます。 

①道路の幅員を狭める。 

②自動車の速度が出しにくくなるような道路構造にする。 

③現計画よりもさらに緩衝地帯の面積を増やすこと。 

 

コミミズクは越冬するためにはるばるシベリアから坂戸までやってくる冬鳥です。日本で無

事に過ごすことができなければ夏にシベリアに戻って繁殖することができず、いずれ絶滅す

ることになります。埼玉県内の身近なみどりは 1975 年からの 30 年間で 3 割失われてしまい

ました。これは、東松山市全域あるいは山手線の内側全域と同じ面積です。このようにどん

どん動植物の生息地が失われていますので、本来ならこれ以上の開発は行うべきではない

状況です。環境、動植物への影響が少なくなるよう、さらなる計画の見直しを求めます。 

 

2．動物・植物の調査方法について 

①58 ページ最終行「既存資料調査の調査期間・頻度は、入手可能な最新年とする。」 

・最新年 1 年だけでは、記録に入ってない種も出てくる可能性がある。経年変化を知るため

にも少なくとも最新 10 年くらいの調査期間・頻度にするべきである。 

②60 ページ「現地調査の調査期間・頻度」について 
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・表 4-6 には各季節どれくらい行うかが記載されていないので、調査期間と頻度を数値で表

すべきである。 

・現地調査の調査期間・頻度が少ない。 

③62 ページ「現地調査の調査地域は、図 4-7 に示すとおり、計画地及び周辺地域 200ｍ

の範囲を基本とする。」について 

・周辺地域 200ｍでは越辺川の半分くらいまでしか網羅されない。少なくとも川島町側の端

までを含めるべきである。川に飛来する水鳥が坂戸インター北側の水田を利用しているし、

この地域の生態系を把握するには川全体を一体的に調査する必要がある。 

第 6 章 調査計画書についての知事の意見 

「坂戸都市計画事業（仮称）坂戸インターチェンジ北側土地区画整理事業環境影響評価

調査計画書」に関し、「埼玉県環境影響評価条例」第 8 条第 1 項の規定に基づき、埼玉県知

事から提出された意見は、以下のとおりである。 

 

意見書 

坂戸都市計画事業（仮称）坂戸インターチェンジ北側土地区画整理事業に係る環境影響

評価の実施に当たっては、下記の事項を勘案して、環境影響の調査・予測・評価、環境保全

措置を検討すること。 

 

記 

 

1 事業計画について 

（1）全般事項 

事業の規模、実施期間等の事業計画については、関係機関と協議の上、各種の行政計

画との整合を図ること。 

 

（2）土地利用計画 

土地利用計画については周囲の環境に十分配慮して策定すること。特に、生態系の保全

に配慮すること。また、交通流の変化や洪水浸水の予測等を踏まえること。 

 

（3）公園、水辺環境の整備 

小規模な水路、水たまり、あぜ道等の水田地域が有する生物生息環境の多様性や、北西

部と南部の水田との連続性に配慮した整備を行うこと。 

 

（4）埋蔵文化財 

計画地に遺跡が隣接しており、計画地の地形等を考慮すると文化財包蔵地が存在する

可能性があるため、工事着手前に教育委員会と必要な協議を行うこと。 

 

（5）猛禽類の営巣時対応 

工事期間中に猛禽類の営巣が確認された場合について、対応を明示すること。 
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2 調査、予測及び評価について 

（1）全般事項 

ア 立地予定企業の事業内容について、できる限り具体的に想定した上で予測及び評価

を行うこと。 

イ 準備書の作成に当たっては、調査地域・地点及び予測地域・地点の選定理由を具体

的に明らかにすること。 

 

（2）大気質、騒音、振動 

ア 計画地と圏央道坂戸インターチェンジとの接続部が、計画地内の区画道路の交差点

に近接しており、交通渋滞等の発生が懸念されるため、交通流、交通量等の調査及び

予測を適切に行い、周辺住宅地への影響を評価すること。 

イ 風配図を作成するなどして風況を適切に把握した上で、大気質の予測を行うこと。 

 

（3）水象 

農業用水路及び排水路の付け替えにあたっては、計画地周辺の水象への影響をできる

限り回避もしくは低減できるようにすること。 

 

（4）地盤 

計画地が軟弱地盤であるため、地盤沈下等の問題が生じないよう、地質を精査し、造成

方法や調整池の構造仕様について十分に検討すること。 

 

（5）動物、植物、生態系 

ア 猛禽類については、その行動範囲に応じた調査を行うこと。 

イ 着目種の餌生物量の変化について、できる限り定量的に調査及び予測を行うこと。そ

のために、第一次消費者（大型昆虫等）やより高次の消費者（鳥類、両生類等）の生息

状況を効果的かつ効率的に把握することができる調査方法を選択すること。 

ウ 日照条件が鳥類等に与える影響について検討すること。 

 

3 環境保全措置について 

（1）水質 

ア 工事中の排水管理に関して、pH と SS を項目として定期的に調査を行うこと。 

イ 調整池の水質管理に関して、環境保全措置を検討すること。 

 

（2）動物、植物、生態系 

保全すべき動物、植物及び生態系については、明確かつ具体的に保全目標を定めて調

査、予測及び評価を行い、環境保全措置を検討すること。 

 

（3）自然とのふれあいの場 

計画地を横断するウォーキングコースについて利用状況等を調査し、利用目的に沿って

代替措置等を検討すること。 
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第 7 章 第 5 章及び第 6 章の意見についての事業者の見解 

7.1 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

第 5 章に示したとおり、環境の保全の見地からの意見を有する者の意見は 1 件であった。 

環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解は、表 7.1-1（1）

～（2）に示すとおりである。 

 

表 7.1-1（1） 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項 目 意見の概要 事業者の見解 

動
物
・
植
物 

計画地に生息する動物・植物への配慮につ

いて 

坂戸インターチェンジ北側の計画地にも

多くの渡り鳥が生息しており、今回の計画地

でも交通事故にあって野鳥が保護される事

例が度々あります。先月の 23 日に死亡した

コミミズクも計画地で交通事故にあい、片翼

を複数箇所骨折して何とか手術をして骨を

繋ぐことはできましたが、とても野外で獲物を

捕まえることはできないため、12 年間飼育し

ていました。今後開発が進むと新しい道路

ができたり、自動車の通行量が増えるため、

今までよりも動物の交通事故が増えると考え

られます。 

その対策として以下のような対策を求めま

す。 

①道路の幅員を狭める。 

②自動車の速度が出しにくくなるような道路

構造にする。 

③現計画よりもさらに緩衝地帯の面積を増

やすこと。 

コミミズクは越冬するためにはるばるシベリ

アから坂戸までやってくる冬鳥です。日本で

無事に過ごすことができなければ夏にシベリ

アに戻って繁殖することができず、いずれ絶

滅することになります。埼玉県内の身近なみ

どりは 1975 年からの 30 年間で 3 割失われ

てしまいました。これは、東松山市全域ある

いは山手線の内側全域と同じ面積です。こ

のようにどんどん動植物の生息地が失われ

ていますので、本来ならこれ以上の開発は

行うべきではない状況です。環境、動植物

への影響が少なくなるよう、さらなる計画の

見直しを求めます。 

本事業では、計画地及び周辺地域の動植

物の生息・生育環境に配慮し、越辺川に隣

接する計画地北側の調整池については、一

部常時湛水エリアを設ける他、様々な水位を

確保するなど多自然型の調整池として整備を

行います。さらに、隣接に公園を配置し、草地

環境や湿性緑地ゾーン、現存植生を考慮し

た緑地の整備等を行う計画です。また、進出

企業には企業用地内の緩衝緑地帯等には、

現存植生を考慮した植栽を施すよう働きかけ

ていく計画です。 

このように現況にみられる水田環境等の湿

性環境や草地環境に配慮した環境を創出す

る計画です。 

なお、動物との車両事故防止の観点から、

工事用車両の運転時には動物への配慮を行

うよう指導を促すとともに、各進出企業につい

ても同様に働きかけを行うなど、十分に留意し

ていきます。 
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表 7.1-1（2） 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

項 目 意見の概要 事業者の見解 

動
物
・
植
物 

動物・植物の調査方法について 

①58 ページ最終行「既存資料調査の調査

期間・頻度は、入手可能な最新年とする。」 

・最新年 1 年だけでは、記録に入ってない

種も出てくる可能性がある。経年変化を知

るためにも少なくとも最新 10 年くらいの調

査期間・頻度にするべきである。 

 

②60 ページ「現地調査の調査期間・頻度」

について 

・表 4-6 には各季節どれくらい行うかが記載

されていないので、調査期間と頻度を数値

で表すべきである。 

・現地調査の調査期間・頻度が少ない。 

 

③62 ページ「現地調査の調査地域は、図

4-7 に示 すとおり、計 画 地 及 び周 辺 地 域

200ｍの範囲を基本とする。」について 

・周辺地域 200ｍでは越辺川の半分くらいま

でしか網羅されない。少なくとも川島町側の

端までを含めるべきである。川に飛来する水

鳥が坂戸インター北側の水田を利用してい

るし、この地域の生態系を把握するには川

全体を一体的に調査する必要がある。 

 

①既存資料については、入手可能な最新年

を基本とするものの、必要に応じて複数年に

渡る記録についても調査対象とします。 

 

 

 

 

②現地調査の期間、頻度については、準備

書に詳細を記載します。また、調査内容に関

しては、有識者へご意見等を伺いながら精度

を高めてまいります。 

 

 

 

③調 査 範 囲 について は、 図 面 上 で は一 律

200m の範囲を示しているものの、現地の地形

や植生等の現地の状況に応じて適宜、範囲

を拡縮しております。 
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7.2 知事の意見と事業者の見解 

第 6 章に示された知事の意見と事業者の見解は、表 7.2-1（1）～（3）に示すとおりである。 

表 7.2-1（1） 知事の意見と事業者の見解 

項 目 意見の概要 事業者の見解 

事
業
計
画
に
つ
い
て 

全
般
事
項 

事業の規模、実施期間等の事業計画

については、関係機関と協議の上、各種

の行政計画との整合を図ること。 

事業の規模等の事業計画の策定にあたって

は関係機関と協議を行い、各種行政計画との

整合を図ながら、進めてまいりました。 

土
地
利
用
計
画 

土地利用計画については周囲の環境

に十分配慮して策定すること。特に、生

態系の保全に配慮すること。また、交通

流の変化や洪水浸水の予測等を踏まえ

ること。 

土地利用計画の策定にあたっては調査地域

における環境特性を考慮し、越辺川に隣接す

る計画地北側の調整池については、一部常時

湛水エリアを設ける他、様々な水位を確保した

多自然型調整池として整備します。また、草地

や湿性緑地ゾーンを整備した公園や緩衝緑地

帯、自然型水路の設置など、水田環境等の湿

性環境に配慮した環境を創出する計画です。 

また、圏央道坂戸インターチェンジからの進

入路、都市計画道路、区画道路の接続はクラ

ンク形状であったが、円滑な交通流確保の観

点から、インターからの車両が直進で区画道路

に流入できるよう交差点の形状を変更、治水対

策上の観点から、公園を調整池に変更するな

ど、一部、土地利用計画の見直しを行っており

ます。 

公
園
、
水
辺
環
境
の

整
備 

小規模な水路、水たまり、あぜ道等の

水田環境が有する生物生息環境の多様

性や、北西部と南部の水 田との連続性

に配慮した整備を行うこと。 

上記、土地利用計画の策定に示すとおり、

多自然型調整池の設置など、水田環境の多様

性に配慮していきます。また、計画地内北側の

水路については、開渠とし上流、下流とのつな

がりを確保するとともに、溜まりや流れに変化を

つける等、水生生物の生息環境として整備す

る計画です。 

埋
蔵
文
化
財 

計 画 地 に遺 跡 が隣 接しており、計 画

地の地形等を考慮すると文化財包蔵地

が存在する可能性があるため、工事着手

前 に教 育 委 員 会 と必 要 な協 議 を行 うこ

と。 

埋蔵文化財については、基本的に試掘を行

う方向で市教育委員会と調整しております。 

なお、試掘については市教育委員会が実施

し、本調査の実施の有無や本調査の範囲、内

容を決定します。本調査を行う場合は、区画整

理事業者と協力し対応いたします。 

猛
禽
類
の
営
巣

時
対
応 

工事期間中に猛禽類の営巣が確認さ

れた場 合 について、対 応 を明 示 するこ

と。 

工事期間中に周辺地域において猛禽類の

営巣が確認された場合は、「埼玉県オオタカ等

保護指針（平成 11 年 3 月）」に準拠するととも

に、有識者へご意見等を伺いながら、対応を進

めてまいります。 

調
査
、
予
測
及
び
評
価

に
つ
い
て 

全
般
事
項 

ア 立 地 予 定 企 業 の 事 業 内 容 につ い

て、できる限り具体的に想定した上で予

測及び評価を行うこと。 

企業誘致の状況に応じて事業内容をできる

限り具体化しますが、準備書の予測にあたって

は、各項目への影響が最大となるよう原単位の

設定等を行い、予測、評価を行っております。 

イ 準備書の作成に当たっては、調査地

域・地点及び予測地域・地点の選定理

由を具体的に明らかにすること。 

 

必 要 に応 じて調 査 地 域 ・ 地 点 及 び予 測 地

域・地点の選定理由を記載いたしました。 
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表 7.2-1（2） 知事の意見と事業者の見解 

項 目 意見の概要 事業者の見解 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
に

つ
い
て 

大
気
質
、
騒
音
、
振
動 

ア 計画地と圏央道坂戸インターチェン

ジとの接続部が、計画地内の区画道路

の交差点に近接しており、交通渋滞等の

発生が懸念されるため、交通流、交通量

等の調査及び予測を適切に行い、周辺

住宅地への影響を評価すること。 

圏央道坂戸インターチェンジ周辺における

調査地点（No.4）を追加し、大気質、騒音、振

動の調査、予測、評価を実施しました。 

なお、円滑な交通流確保のために、調査計

画書以降、一部、土地利用計画の見直しを行

っております。 

イ 風配図を作成するなどして風況を適

切に把握した上で、大気質の予測を行う

こと。 

準備書においては風配図を作成し、風況の

状況を把握した上で大気質の予測、評価を実

施しております。 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
に
つ
い
て 

水 

象 

農業用水路及び排水路の付け替えに

あたっては、計画地周辺の水象への影響

をできる限り回避もしくは低減できるように

すること。 

農業用水路及び排水路の付け替えにあた

っては、工事区間上流から下流側に一時的に

水路の切り回しを行い、下流域の流量に変化

が生じないようにするなど、周辺地域への影響

を回避・低減できるよう工法や工程等を検討し

ております。 

地 

盤 

計 画 地が軟 弱 地 盤であるため、地 盤

沈下等の問題が生じないよう、地質を精

査し、造成方法や調整池の構造仕様に

ついて十分に検討すること。 

事前に計画地内の詳細な地質調査を実施

し、地質特性、地下水位及び各種試験結果を

考慮して、盛土工事については、軟弱地盤に

適したプレロード工法（載荷盛土） 注 ）を用いる

など、適正な方法を用いることとします。 

動
物
、
植
物
、
生
態
系 

ア 猛禽類については、その行動範囲に

応じた調査を行うこと。 

猛禽類については、行動範囲等を考慮し、

計画地から概ね 1km の範囲を調査地域として

設定しています。 

イ 着目種の餌生物量の変化について、

できる限り定量的に調査及び予測を行う

こと。そのために、第一次消費者（大型昆

虫等）やより高次の消費者（鳥類、両生

類等）の生息状況を効果的かつ効率的

に把握することができる調査方法を選択

すること。 

着目種は、調査地域を通年利用し、確認例

が多いなど、当該地域を特徴づける種であるこ

との観点から抽出し、上位性種としてタヌキ、オ

オタカ、アオサギを選定しております。 

これらの種の餌生物資源量については、ネ

ズミ類については、ライブトラップ、小型鳥類に

ついては、ラインセンサス及定点観察、カエル

類については踏査確認時の個体数のカウント

による環境類型毎の個体数把握など、一部、

定量的調査を実施しました。 

計画地は面積の約 95％が耕作中の水田と

構造物・道路が占めることから、餌資源は計画

地内にほぼ一様に分布し、場所ごとで大きな

差異はみられない。したがって、餌資源の変化

は計画地の改変面積に比例すると考えられる

ことから、植生の改変に基づき本事業に伴う影

響を予測しております。 

ウ 日照条件が鳥類等に与える影響につ

いて検討すること。 

日影の予測については、時刻別日影図、等

時間日影図を作成し、周辺地域の農地等に及

ぼす影響について予測、評価を実施しました。 

なお、ハクチョウの塒（ねぐら）として利用して

いる周辺地域の飯盛川と越辺川の合流点には

本事業による日影は生じません。 

 

 

注）軟弱な地盤にあらかじめ荷重を盛土等によって載荷し、地盤の圧密沈下を促進させ、地盤の強度
増加を図り、その後この荷重を除去する工法 
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表 7.2-1（3） 知事の意見と事業者の見解 

項 目 意見の概要 事業者の見解 

環
境
保
全
措
置
に
つ
い
て 

水 

質 

ア 工事中の排水管理に関して、pH と SS
を項目として定期的に調査を行うこと。 

工事中は定期的に水質調査（pH、SS）を実
施し、3 ヶ月に 1 回の埼玉県への状況報告に
て報告します。 

イ 調整池の水質管理に関して、環境保
全措置を検討すること。 

汚 水 排 水 は、各 企 業 にて適 切 に処 理 した
後、下水道へ放流することから、調整池への流
入はありません。また、各企業の敷地内におけ
る雨水排水については調整池へ流入すること
から、油分等が調整池に流入することがないよ
う集水桝やオイルトラップ、分離槽の設置等、
必要な措置を施すよう各企業に働きかけていき
ます。 

動
物
、
植
物
、

生
態
系 

保全すべき動物、植物及び生態系に
ついては、明確かつ具体的に保全目標
を定めて調査、予測及び評価を行い、環
境保全措置を検討すること。 

保全すべき動物、植物及び生態系について
は、水田環境に依存するコハクチョウなど、具
体的な保全目標を定めて調査、予測及び評
価を行い、環境保全措置を検討しました。 

自
然
と
の
ふ

れ
あ
い
の
場 

計画地を横断するウォーキングコース
について利用状況 等を調 査し、利用目
的に沿って代替措置等を検討すること。 

計画地を横断するウォーキングコースの利用
状況等を調査し、公園及び歩行者専用道等を
整備することとしました。 
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第 8 章 環境影響評価の調査項目及び調査方法 

8.1 調査項目 

8.1.1 環境影響要因の把握 

「第 2 章 都市計画対象事業の目的及び概要」において示した事業内容に基づき、環境に

影響を及ぼすおそれのある要因を抽出した。 

工事中における環境に影響を及ぼすおそれのある要因としては、建設機械の稼働、資材

運搬等の車両の走行、造成等の工事があげられ、供用時における環境に影響を及ぼすおそ

れのある要因としては、造成地の存在、施設の存在、施設の稼働、自動車交通の発生があげ

られる。 

本事業の実施に伴う環境影響要因は、表 8.1.1-1 に示すとおりである。 

 

表 8.1.1-1 本事業の実施に伴う環境影響要因 

影響を及ぼす時期 影響要因の区分 環境影響要因 

工事中 工 事 

建設機械の稼働 

資材運搬等の車両の走行 

造成等の工事 

供用時 存在・供用 

造成地の存在 

施設の存在 

施設の稼働 

自動車交通の発生 

 

8.1.2 調査・予測・評価の項目 

調査・予測・評価の項目は、対象事業の特性と周囲の自然的、社会的状況を勘案し、「埼

玉県環境影響評価技術指針」に示す「工業団地」及び「流通業務施設」の環境影響要因と

調査・予測・評価の項目との関連表に準拠して選定した。 

本事業においては、表 8.1.2-1※に示すとおり、大気質、騒音・低周波音、振動、悪臭、水

質、水象、地盤、動物、植物、生態系、景観、自然とのふれあいの場、日照阻害、廃棄物等、

温室効果ガス等の 15 項目を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：表 8.1.2-1 に示される環境影響要因については、平成 30 年 3 月に「埼玉県環境影響評価技術

指針」が改正されたことを踏まえ、「坂戸都市計画事業(仮称)坂戸インターチェンジ北側土地区

画整理事業環境影響評価調査計画書及び環境に影響を及ぼす地域に関する基準に該当する

と認める地域を記載した書類」（平成 28 年 7 月、坂戸市）と比較して、「微小粒子状物質」、「水

銀等（水銀及びその化合物）」、「光害」を追加した。  
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表 8.1.2-1 環境影響要因及び調査・予測・評価の項目との関連表 

   
事業の種類 工業団地・流通業務施設

影響要因の区分 工　事

環境影響要因

調査・予測・評価の項目

工業

団地

流通

業務

施設

工業

団地

流通

業務

施設

二酸化窒素又は窒素酸化物 ● ● ● ● ●

二酸化硫黄又は硫黄酸化物 ●

浮遊粒子状物質 ◎ ◎ ● ● ●

微小粒子状物質 ◎ ◎ ● ● ●

炭化水素 ● ● ●

粉じん ● ● ●

水銀等（水銀及びその化合物） ×

大気質に係る有害物質等 ×

騒音・ 騒　音 ● ● ● ● ●

低周波音 低周波音 ●

振　動 振　動 ● ● ● ● ●

悪　臭 臭気指数又は臭気の濃度 ●

特定悪臭物質

生物化学的酸素要求量又は

化学的酸素要求量
× ×

浮遊物質量 ●

窒素及び燐 ×

水　温

水素イオン濃度 ◎

溶存酸素量

その他の生活環境項目

健康項目等 ×

強熱減量

過マンガン酸カリウムによる酸素消

費量

底質に係る有害物質等 ×

地下水の水質 地下水の水質に係る有害項目 ×

河川等の流量、流速及び水位

地下水の水位及び水脈 ●

温泉、鉱泉

堤防、水門、ダム等の施設

土　壌 土壌に係る有害項目 ×

地　盤 地盤沈下 ●

土地の安定性 × ×

地形及び地質（重要な地形及び地質） ×

表土の状況及び生産性 ×

動　物 保全すべき種 ●

保全すべき種 ● ●

植生及び保全すべき群落 ● ●

緑の量 ×

生態系 地域を特徴づける生態系 ●

景観資源（自然的景観資源及び歴史的景観資源） ● ●

眺望景観

自然とのふれ

あいの場
自然とのふれあいの場 ● ● ○ ○ ◎ ◎

指定文化財等 ×

埋蔵文化財等 ×

日照阻害 日影の状況 ●

電波障害 電波受信状況 ×

風　害 局所的な風の発生状況

光　害 人工光又は工作物による反射光

廃棄物 ● ● ●

残　土 ×

雨水及び処理水 ● ●

温室効果ガス ● ● ● ● ● ● ●

オゾン層破壊物質 ×

一般環境中の放射

性物質について調

査、予測及び評価さ

れるべき項目

放射線の量 × × ×

 注）●：標準的に選定する項目

     ◎：標準外項目であるが事業特性、地域特性等を考慮して選定する項目

     ○：事業特性、地域特性等を考慮して選定する項目　

     ×：標準的に選定する項目及び事業特性、地域特性等を考慮して選定する項目のうち、今回選定しない項目　
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存
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の

発
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環境の良好な状態

の保持を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき項目

大気質

水　質

公共用水域の

水質

底　質

水　象

●

地　象

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨とし

て調査、予測及び評

価されるべき項目

●

植　物

●

景　観
人と自然との豊かな

ふれあいの確保及

び快適な生活環境

の保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき項目

放射線の量

●

●

史跡・文化財

環境への負荷の量

の程度により予測及

び評価されるべき項

目

廃棄物等

温室効果ガス

等
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8.1.3 項目選定の理由及び根拠 

本事業における調査・予測・評価の項目として選定した理由は表 8.1.3-1（1）～（2）に、選

定しない理由は表 8.1.3-2（1）～（2）に示すとおりである。 

 

表 8.1.3-1（1） 調査・予測・評価の項目及びその選定理由 

調査・予測・評価の項目 選定した理由 

大気質 

二酸化窒素又は窒素酸化物 

工事中においては、建設機械の稼働及び資材運搬等
の車両の走行に伴う二酸化窒素又は窒素酸化物の発
生が考えられる。また、存在・供用時においては、各立
地企業の施設の稼働及び自動車の走行に伴う二酸化
窒素又は窒素酸化物の発生が考えられるため、調査・
予測・評価の項目として選定する。 

二酸化硫黄又は硫黄酸化物 
存在・供用時において、各立地企業の施設の稼働に
伴う二酸化硫黄又は硫黄酸化物の発生が考えられる
ため、調査・予測・評価の項目として選定する。 

浮遊粒子状物質 

工事中においては、建設機械の稼働及び資材運搬等
の車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の発生が考えら
れる。また、存在・供用時においては、各立地企業の
施設の稼働及び自動車の走行に伴う浮遊粒子状物
質の発生が考えられるため、調査・予測・評価の項目と
して選定する。 

微小粒子状物質 

工事中においては、建設機械の稼働及び資材運搬等
の車両の走行に伴う微小粒子状物質の発生が考えら
れる。また、存在・供用時においては、各立地企業の
施設の稼働及び自動車の走行に伴う微小粒子状物
質の発生が考えられるため、調査・予測・評価の項目と
して選定する。 

炭化水素 
存在・供用時において、各立地企業の施設の稼働及
び自動車の走行に伴う炭化水素の発生が考えられる
ため、調査・予測・評価の項目として選定する。 

粉じん 

工事中において、建設機械の稼働、資材運搬等の車
両の走行及び造成等の工事に伴う粉じんの発生が考
えられるため、調査・予測 ・評価の項目として選定す
る。 

騒音・ 
低周波音 

騒 音 

工事中においては、建設機械の稼働及び資材運搬等
の車両の走行に伴う騒音の発生が考えられる。また、
存在・供用時においては、各立地企業の施設の稼働
及び自動車の走行に伴う騒音の発生が考えられるた
め、調査・予測・評価の項目として選定する。 

低周波音 
存在・供用時において、各立地企業の施設の稼働に
伴う低周波音の発生が考えられるため、調査・予測・評
価の項目として選定する。 

振 動 振 動 

工事中においては、建設機械の稼働及び資材運搬等
の車両の走行に伴う振動の発生が考えられる。また、
存在・供用時においては、各立地企業の施設の稼働
及び自動車の走行による振動の発生が考えられるた
め、調査・予測・評価の項目として選定する。 

悪 臭 臭気指数又は臭気の濃度 
存在・供用時において、各立地企業の施設の稼働に
伴う臭気の発生が考えられるため、調査・予測・評価の
項目として選定する。 

水質 
公共用
水 域 の
水質 

浮遊物質量、 
水素イオン濃度 

工事中において、造成工事に伴う濁水の発生及びコ
ンクリート打設によるアルカリ排水の発生が考えられる
ため、調査・予測・評価の項目として選定する。 
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表 8.1.3-1（2） 調査・予測・評価の項目及びその選定理由 

調査・予測・評価の項目 選定した理由 

水 象 

河川等の流量、流速 
及び水位 

存在・供用時において、水田が消失し造成地となることか
ら、雨水流出量の変化が考えられるため、調査・予測・評価
の項目として選定する。 

地下水の水位及び水脈 
存在・供用時において、水田が消失し造成地となることか
ら、地下水の水位への影響が考えられるため、調査・予測・
評価の項目として選定する。 

地 盤 地盤沈下 

本事業は主として水田に盛土して造成を行うことから、存
在・供用時において、軟弱地盤上の盛土等に伴う地盤沈
下の発生が懸念されるため、調査・予測・評価の項目として
選定する。 

動 物 保全すべき種 

工事中においては、建設機械の稼働、資材運搬等の車両
の走行及び造成等の工事に伴う保全すべき種の生息環境
の悪化、改変、消失が考えられる。また、存在・供用時にお
いては、造成地の存在による保全すべき種の生息環境の悪
化、改変、消失が考えられるため、調査・予測・評価の項目
として選定する。 

植 物 
保全すべき種、 
植生及び保全すべき 
群落 

工事中においては、造成等の工事に伴う保全すべき種の
生 育 環 境 の悪 化 、改 変 、消 失 及 び保 全 すべき群 落 の改
変、消失が考えられる。また、存在・供用時においては、造
成地の存在による保全すべき種の生育環境の悪化、改変、
消失及び保全すべき群落の改変、消失が考えられるため、
調査・予測・評価の項目として選定する。 

生態系 
地域を特徴づける 
生態系 

工事中においては、建設機械の稼働、資材運搬等の車両
の走行及び造成等の工事に伴う地域を特徴づける生態系
の変化が考えられる。また、存在・供用時においては、造成
地の存在による地域を特徴づける生態系の変化が考えられ
るため、調査・予測・評価の項目として選定する。 

景 観 
景 観 資 源 （ 自 然 的 景 観
資源及び歴史的景観資
源）、眺望景観 

存在・供用時において、造成地の存在及び施設の存在に
よる景観資源の変化及び周辺地域からの眺望景観の変化
が考えられるため、調査・予測・評価の項目として選定す
る。 

自然との 
ふ れ あ い の
場 

自然とのふれあいの場 

工事中においては、建設機械の稼働、資材運搬等の車両
の走行及び造成等の工事に伴う自然とのふれあいの場の
利用環境の変化、並びに、自然とのふれあいの場への交通
手段の阻害が考えられる。また、存在・供用時においては、
造成地・施設の存在、施設の稼働及び自動車交通の発生
に伴う自然とのふれあいの場の利用環境の変化、並びに、
自然とのふれあいの場への交通手段の阻害が考えられるた
め、調査・予測・評価の項目として選定する。 

日照阻害 日影の状況 

計画地周辺に農地が存在することから、施設の存在による

日照阻害により農地への影響が考えられるため、調査・予

測・評価の項目として選定する。 

廃棄物等 
廃棄物、 

雨水及び処理水 

工事中においては、工事に伴う建設廃材等の廃棄物の発

生が考えられる。また、存在・供用時においては、各立地企

業の施設の稼働に伴う廃棄物、雨水及び処理水の発生が

考えられるため、調査・予測・評価の項目として選定する。 

温室効果 

ガス等 
温室効果ガス 

工事中においては、建設機械の稼働、資材運搬等の車両

の走行及び造成等の工事に伴う温室効果ガスの発生が考

えられる。また、存在・供用時においては、各立地企業の施

設の稼働及び自動車の走行に伴う温室効果ガスの発生が

考えられるため、調査・予測・評価の項目として選定する。 
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表 8.1.3-2（1） 調査・予測・評価の項目として選定しない理由 

調査・予測・評価の項目 選定しない理由 

大気質 

水銀等（水銀及びその化

合 物 ） 、その他 の大 気 質

に係る有害物質等 

本事業は、製造業及び運輸業を中心とした土地利用の計

画であるが、水銀やその他有害物質を大量に取り扱う企業

が立地する可能性は極めて小さく、これらの物質を扱う企業

が進出した場合においても、埼玉県生活環境保全条例等

に基づき、適正に管理がなされることから、周辺環境へ及ぼ

す影響はないものと考えられる。したがって、水銀等（水銀及

びその化合物）については調査・予測・評価の項目として、

その他の大気質に係る有害物質等については予測・評価の

項目として選定しない。なお、現況を把握するためその他の

大気質に係る有害物質等については、調査の項目として選

定する。 

水質 

公共用

水 域 の

水質 

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量

又は化学的酸素要求量、 

窒素及び燐、 

健康項目等 

存在・供用時においては、各立地企業の施設の稼働に伴う

汚水排水が発生するが、下水道へ放流し、公共用水域へは

直接放流しないため、公共用水域の水質及び底質につい

ては、調査・予測・評価の項目として選定しない。 

底 質 底質に係る有害物質等 

地下水

の水質 

地下水の水質に係る 

有害項目 

存在・供用時においては、各立地企業の施設の稼働に伴う

汚水排水が発生するが、下水道へ放流する。また、存在・供

用時における地下水汚染は、有害物質を含む薬剤等の不

適切な管理・保管や事故等による漏洩により起こるものであ

り、適正な操業の下では発生しない。 

各立地企業に対しては、有害物質を含む薬剤等の適正な

管理・保管や事故防止を徹底させることから、地下水汚染の

要因はないものと考えられるため、地下水の水質について

は、調査・予測・評価の項目として選定しない。 

土 壌 土壌に係る有害項目 

存在・供用時における土壌汚染は、有害物質を含む薬剤等

の不適切な管理・保管や事故等による漏洩により起こるもの

であり、適正な操業の下では発生しない。 

各立地企業に対しては、有害物質を含む薬剤等の適正な

管理・保管や事故防止を徹底させることから、土壌汚染の要

因はないものと考えられるため、土壌に係る有害項目につい

ては、調査・予測・評価の項目として選定しない。 

地 象 

土地の安定性 

計画地は平坦な地形を呈する水田であり、造成工事は主に

盛土工事を行うが、安定計算を必要とするような長大な盛土

の設置はないものと考えられることから、土地の安定性につ

いては、調査・予測・評価の目として選定しない。 

地形及び地質 

（重要な地形及び地質） 

計画地内には重要な地形及び地質は存在しないため、地

形及び地質（重要な地形及び地質）については、調査・予

測・評価の項目として選定しない。 

表土の状況及び生産性 

計画地は主に水田であり、腐植土等の生産性の高い土壌

は分布しないことから、表土の状況及び生産性については、

調査・予測・評価の項目として選定しない。 

植 物 緑の量 

計画地は主に水田であり、樹林地は分布していない。また、

都市的地域には該当しないことから、緑の量については、調

査・予測・評価の項目として選定しない。 
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表 8.1.3-2（2） 調査・予測・評価の項目として選定しない理由 

調査・予測・評価の項目 選定しない理由 

史跡・ 

文化財 

指定文化財等 計画地内には指定文化財等及び既知の埋蔵文化財包蔵地

は存在しないため、史跡・文化財については、調査・予測・

評価の項目として選定しない。 

埋蔵文化については、平成 30 年 2 月、5 月及び平成 31 年

3 月に実施した試掘調査の結果、埋蔵文化財は確認されな

かった。 

なお、今後、工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、「文

化財保護法」等に基づき、関係機関と協議の上、適正に対

応する。 

埋蔵文化財等 

電波障害 電波受信状況 

計画地における供用後の建築物の高さは 30m 程度であり、

高層建築物の設置を行わないこと、さらに、本事業は土地区

画整理事業であり、電波障害対策は各立地企業が建築物

高さ等を考慮し、個別に実施することとなるため、電波障害に

ついては、調査・予測・評価の項目として選定しない。 

廃棄物等 残 土 

計画地は平坦な地形を呈する水田であり、主として盛土によ

り造成を行い、余剰な土壌は発生しないため、残土について

は、調査・予測・評価の項目として選定しない。 

温室効果 

ガス等 
オゾン層破壊物質 

存在・供用時においては、オゾン層破壊物質を大量に製造

する企業の誘致計画はなく、また、オゾン層破壊物質を含む

空調機や冷凍冷蔵施設等を使用する立地企業に対しては、

各種関連法令等に基づき適正に管理や廃棄等を徹底させ

ることから、オゾン層破壊物質の漏洩はないものと考えられる

ため、オゾン層破壊物質については、調査・予測・評価の項

目として選定しない。 

放射線の 

量 
放射線の量 

計画地周辺における空間線量率の測定結果は低い値を示

しており、工事中においては、粉じん等の飛散防止対策、土

砂等の流出防止対策を実施することから、周辺地域への拡

散・流出による影響は軽微であると考えられるため、放射線

の量については、調査・予測・評価の項目として選定しない。
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8.2 調査方法 

環境影響評価項目として選定した項目のうち、現況調査（現地調査）を実施する項目は、

大気質、騒音・低周波音、振動、悪臭、水質、水象、地盤、動物、植物、生態系、景観、自然

とのふれあいの場及び日照阻害の 13 項目である。 

各項目の現地調査の概要は表 8.2-1（1）～（2）に示すとおりである。なお、廃棄物等及び

温室効果ガス等については、現況調査を実施しない。 

表 8.2-1（1） 各項目の現地調査の概要 

環境影響評価項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地域・地点 

大気質 一般環境 二酸化窒素 4 季×7 日間連続測定 計画地内 1 地点 

 大気質 二酸化硫黄   
  浮遊粒子状物質   
  炭化水素   

  ベンゼン 4 季×1 日 計画地内 1 地点 
  トリクロロエチレン   
  テトラクロロエチレン   
  ジクロロメタン   

  降下ばいじん 4 季×1 ヵ月間測定 計画地内 1 地点 

 沿道環境 二酸化窒素 4 季×7 日間連続測定 沿道 4 地点 
 大気質 浮遊粒子状物質   
  炭化水素   

 気 象 
地 上 気 象 （ 風 向 、 風
速） 

4 季×7 日間連続測定 計画地内 1 地点 
（一般環境大気質と同地点） 

騒音・ 騒 音 環境騒音レベル 年 2 回（平日、休日） 計画地周辺地域 3 地点 
低周波音  （LA5、LA50、LA95、LAeq） 各 1 日 24 時間測定  

  道路交通騒音レベル 年 2 回（平日、休日） 沿道 4 点 
  （LA5、LA50、LA95、LAeq） 各 1 日 24 時間測定  

 低周波音 低周波音音圧レベル 年 2 回（平日、休日） 計画地周辺地域 3 地点 

  
（ G 特 性 音 圧 レベル、
1/3 オクターブバンド音
圧レベル） 

各 1 日 24 時間測定 （環境騒音と同地点） 

 道路交通 自動車交通量 年 2 回（平日、休日） 4 地点断面 

  
（ 大 型 車 、 小 型 車 、 自
動二輪車） 

各 1 日 24 時間測定 （道路交通騒音と同地点） 

振 動 振 動 環境振動レベル 年 2 回（平日、休日） 計画地周辺地域 3 地点 
  （L10、L50、L90） 各 1 日 24 時間測定 （環境騒音と同地点） 

  道路交通振動レベル 年 2 回（平日、休日） 沿道 4 地点 
  （L10、L50、L90） 各 1 日 24 時間測定 （道路交通騒音と同地点） 

  地盤卓越振動数 年 1 回 沿道 4 地点 
    （道路交通振動と同地点） 

悪 臭 悪 臭 
特 定 悪 臭 物 質 （ 22 項
目） 

年 2 回 
計画地内 1 地点 

  臭気指数（濃度）   

水 質 公 共 用 水
域の水質 

浮遊物質量 通常時：年 3 回 放流先水路等 3 地点 

水素イオン濃度 降雨時：年 1 回  

水 象 河 川 等 の
流量、流速
及び水位 

流量 通常時：年 3 回 放流先水路等 3 地点 

 流速 降雨時：年 1 回 （水質と同地点） 

 水位   

 
地 下 水 の
水 位 及 び
水脈 

地下水の水位 年 1 回 計画地内 12 地点 
（地盤と同地点） 

地 盤 地盤沈下 地質等の状況 年 1 回 計画地内 12 地点 
  （ボーリング調査）   
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表 8.2-1（2） 各項目の現地調査の概要 

環境影響評価項目 調査項目 調査期間・頻度 調査地域・地点 

動 物 動 物 哺乳類、 春季、夏季、秋季、冬季 計画地及び周辺地域 
約 200ｍの範囲   魚類、底生動物  

  
鳥類（全般） 春 季 、 初 夏 季 （ 繁 殖

期）、夏季、秋季、冬季 

  鳥類（猛禽類） 2 営巣期を含む通年 

  両生・爬虫類、 春季、初夏季、夏季、 

  昆虫類 秋季 

植 物 植 物 植物相 早春、春季、夏季、秋季 

  植物群落（植生） 夏季、秋季、春季 

生態系 生態系 生態系、着目種等 動物、植物と同様 

景 観 景 観 景観資源の状況 
主要な眺望景観の状況 

春季、夏季、秋季、冬季 計画地周辺地域約 3km の
範囲 

自 然 との
ふれあい
の場 

自 然 との
ふれあい
の場 

自然とのふれあいの場の
資 源 、 周 辺 環 境 、 利 用
状況、交通手段 

春季、夏季、秋季、冬季 計画地周辺地域約 1km の
範囲 

日照阻害 日照阻害 日影の状況 農作物の生育期（1 回） 計画地及び周辺地域 

 

 

第 9 章 第 8 章の選定についての知事の技術的助言の内容 

「第 8 章 環境影響評価の調査項目及び調査方法」の選定についての知事の技術的な助

言は特に受けていない。 
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第 10 章 調査の概要並びに予測及び評価の結果 

本事業に係る環境影響評価項目の調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果の概

要は、表 10-1(1)～15(2)に示すとおりである。 

表 10-1（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

調査の概要 

大
気
質 

【現地調査結果】 
（1）一般環境大気質 

ア．二酸化窒素 
日平均値最高値は0.014～0.020ppm、期間平均値は0.010～0.013ppm、1時間値最高値は

0.022～0.040ppmであった。日平均値最高値を環境基準と比較すると、いずれの時期も環境基
準を下回っていた。 

イ．二酸化硫黄 
日平均値最高値は0.001ppm未満～0.002ppm、期間平均値は0.001ppm未満～0.001ppm、1

時間値最高値は0.002～0.004ppmであった。日平均値最高値及び1時間値最高値を環境基準
と比較すると、いずれの時期も環境基準を下回っていた。 

ウ．浮遊粒子状物質 
日平均値最高値は0.019～0.041mg/m3、期間平均値は0.013～0.022mg/m3、1時間値最高

値は0.049～0.082mg/m3であった。日平均値最高値及び1時間値最高値を環境基準と比較する
と、いずれの時期も環境基準を下回っていた。 

エ．炭化水素（非メタン炭化水素） 
日平均値の期間平均値は0.17～0.25ppmC、午前6～9時の3時間平均値の期間平均値は

0.16～0.20ppmC、3時間平均値の最高値は0.23～0.31ppmCであった。3時間平均値の最高値
を指針と比較すると、いずれの時期も指針の範囲内であった。 

オ．ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン 
年間（4季）平均値は、ベンゼンが0.00083mg/m3、トリクロロエチレンが0.00053mg/m3、テトラク

ロロエチレンが0.000072mg/m3、ジクロロメタンが0.002mg/m3であり、いずれの項目も環境基準を
下回っていた。 

カ．降下ばいじん 
降下ばいじん量は1.5～6.2ｔ/km2/月であり、いずれも生活環境を保全する上での目安である

参考値を下回っていた。 
 

（2）沿道環境大気質 
ア．二酸化窒素 
№1～ 3（ 公 定 法 ） における日 平 均 値 最 高 値 は0.009～ 0.038ppm、期 間 平 均 値 は0.006～

0.020ppm、1時間値最高値は0.016～0.057ppmであった。日平均値最高値を環境基準と比較す
ると、いずれの地点もすべての時期で環境基準を下回っていた。 

№4（簡易 測 定法）における日平均 値 最高 値は0.011～0.023ppm、期間 平均 値は0.009～
0.013ppm、であった。参考として日平均値最高値を環境基準と比較すると、すべての時期で環
境基準を下回っていた。 

イ．浮遊粒子状物質 
日平均値最高値は0.015～0.037mg/m3、期間平均値は0.012～0.023mg/m3、1時間値最高

値は0.033～0.080mg/m3であった。日平均値最高値及び1時間値最高値を環境基準と比較する
と、いずれの地点もすべての時期で環境基準を下回っていた。 

ウ．炭化水素（非メタン炭化水素） 
日平均値の期間平均値は0.04～0.26ppmC、午前6～9時の3時間平均値の期間平均値は

0.12～0.26ppmC、3時間平均値の最高値は0.19～0.52ppmCであった。3時間平均値の最高値
を指針と比較すると、夏季に№2の地点で、冬季に№2の地点及び№3の地点で指針を上回って
いた。その他の時期は指針を下回っていた。 

 
（3）気 象 

各季の平均風速は1.8～4.3m/秒であり、調査期間中全体の平均風速は2.6m/秒であった。 
調査期間中全体の風配図をみると、北北西の風が卓越しており、出現率は22.5％であった。 
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表 10-1（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

大
気
質 

【建設機械の稼働に伴う大気質への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、周辺の大気質への影響の低減に
努める。 

・建設機械については、排出ガス対策型の機種の使用に努める。 
・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 
・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 
・建設機械の整備、点検を徹底する。 
したがって、建設機械の稼働に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り

低減が図られているものと考える。 
 

（2）基準、目標との整合の観点 

建設機械からの最大付加濃度出現地点における将来予測濃度（日平均値）は、二酸化
窒素が 0.03508ppm（日平均値の年間 98％値）、浮遊粒子状物質が 0.04000mg/m3（日平
均値の年間 2％除外値）であり、いずれの項目も整合を図るべき基準等を下回っている。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
また、微小粒子状物質については、発生原因として、発生源から粒子として排出される一

次粒子とガス状物質として排出された大気汚染物質（前駆物質）が化学反応を起こし粒子
化する二次生成粒子がある。それら発生原因となる粒子状物質（一次粒子）と二酸化窒素
（前駆物質）については、前述のとおり基準等との整合が図られており影響は小さいことか
ら、微小粒子状物質の影響も小さいものと評価する。 

 

建設機械の稼働に伴う大気質の評価 

項 目 
将来予測濃度 

整合を図るべき基準等 
年平均値 日平均値 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.01783 0.03508 
0.04～0.06ppm までのゾーン
内又はそれ以下 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.01727 0.04000 0.10mg/m3 以下 

注）1．将来予測濃度は、建設機械からの最大付加濃度出現地点における予測結果を示す。 

2．日平均値は、二酸化窒素は年間 98％値、浮遊粒子状物質は年間 2％除外値を示す。 
 

【資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、周辺の大気質への影響の低減に
努める。 

・資材運搬等の車両の走行に伴う影響に配慮し、資材運搬等の車両の一部を坂戸イン
ターチェンジから出入できるよう走行経路を整備する。 

・資材運搬等の車両は、最新の排出ガス規制適合車の使用に努める。 
・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行

管理に努める。 
・資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 
・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 
したがって、資材運搬等の車両の走行に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内で

できる限り低減が図られているものと考える。 
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表 10-1（3） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

大
気
質 

（2）基準、目標との整合の観点 

道路端における将来予測濃度（日平均値）は、二酸化窒素が 0.020346～0.023069ppm
（日平均値の年間 98％値）、浮遊粒子状物質が 0.037188～0.037352mg/m3（日平均値の
年間 2％除外値）であり、いずれの項目も整合を図るべき基準等を下回っている。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
また、微小粒子状物質については、発生原因として、発生源から粒子として排出される一

次粒子とガス状物質として排出された大気汚染物質（前駆物質）が化学反応を起こし粒子
化する二次生成粒子がある。それら発生原因となる粒子状物質（一次粒子）と二酸化窒素
（前駆物質）については、前述のとおり基準等との整合が図られており影響は小さいことか
ら、微小粒子状物質の影響も小さいものと評価する。 

 
資材運搬等の車両の走行に伴う大気質の評価（二酸化窒素） 

単位：ppm 

予測地点 

将来予測濃度 
整合を図るべき 

基準等 年平均値 
日平均値 

（年間 98％値） 

№1 
北側 0.009349 0.020346 

0.04～0.06ppm
までのゾーン内
又はそれ以下 

南側 0.009481 0.020575 

№2 
東側 0.009668 0.020900 

西側 0.010705 0.022702 

№3 
北東側 0.009957 0.021402 

南西側 0.010916 0.023069 

№4 
東側 0.009528 0.020657 

西側 0.009449 0.020520 
 

資材運搬等の車両の走行に伴う大気質の評価（浮遊粒子状物質） 
単位：mg/m3 

予測地点 

将来予測濃度 
整合を図るべき 

基準等 年平均値 
日平均値 

（年間 2％除外値） 

№1 
北側 0.016019 0.037188 

1時間値の 
1日平均値が

0.10mg/m3以下 

南側 0.016025 0.037202 

№2 
東側 0.016037 0.037229 

西側 0.016086 0.037339 

№3 
北東側 0.016048 0.037253 

南西側 0.016092 0.037352 

№4 
東側 0.016031 0.037215 

西側 0.016028 0.037209 
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表 10-1（4） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

大
気
質 

【造成等の工事に伴う大気質への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、周辺の大気質への影響の低減に
努める。 

・造成箇所、資材運搬等の車両の仮設道路には適宜散水を行い、粉じんの飛散防止を
行う。 

・計画地内の土砂等の運搬時には、必要に応じてシートで被覆する。 
・工事区域出口に洗浄用ホース等を設置し、資材運搬等の車両のタイヤに付着した土砂

の払落しや場内清掃等を徹底する。 
したがって、造成等の工事に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り低

減が図られているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

予測地点（住居が隣接する計画地西側敷地境界）における降下ばいじん量の最大値は、
3.3～4.1ｔ/km2/月であり、整合を図るべき基準等を下回っている。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
 

造成等の工事に伴う大気質の評価（工事開始 13 ヶ月目） 

予測 
地点 

季 節 
降下ばいじん量 

（ｔ/km2/月） 
整合を図るべき

基準等 

西側 
敷地境界 

春 季 3.3 

10ｔ/km2/月 
夏 季 3.5 

秋 季 4.1 

冬 季 3.5 
 

【施設の稼働に伴う大気質への影響】 

（1）回避・低減の観点 

供用時にあたっては、以下の措置を講じることで、周辺の大気質への影響の低減に努め
る。 

・進出企業に対しては大気汚染防止法及び埼玉県生活環境保全条例に定める規制基
準を遵守させるとともに、必要に応じて排ガス処理施設の設置等による公害の未然防止
に努めるよう指導する。 

・進出企業に対しては排出源の対策として、ボイラー等の設備機器の選定にあたっては
可能な限り環境に配慮した最新機種の選定を検討すること等を要請する。 

したがって、施設の稼働に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減
が図られているものと考える。 
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表 10-1（5） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

大
気
質 

（2）基準、目標との整合の観点 

施設からの最大付加濃度出現地点における将来予測濃度（日平均値または3時間平均
値）は、二酸化窒素が0.02314ppm（日平均値の年間98％値）、二酸化硫黄が0.00701ppm
（日平均値の年間2％除外値）、浮遊粒子状物質が0.04027mg/m3（日平均値の年間2％除
外値）、非メタン炭化水素が0.26308ppmC（午前6時から9時までの3時間平均値）であり、す
べての項目で整合を図るべき基準等を満足している。 

施設からの最大付加濃度出現地点における将来予測濃度（1時間値）は、二酸化窒素が
0.04436ppm、二酸化硫黄が0.05021ppm、浮遊粒子状物質が0.09819mg/m3、非メタン炭化
水素が0.84942ppmCであり、非メタン炭化水素以外は、すべての項目で整合を図るべき基
準等を下回っている。 

非メタン炭化水素については、バックグラウンド濃度とした現況濃度が0.31ppmCと既に高
いこと等が全体の濃度が高い主な要因となっている。このため、進出企業には、より一層の
排出抑制に努めるよう指導していく。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
また、非メタン炭化水素については、進出企業には、より一層の排出抑制に努めるよう指

導していくことで、施設の稼働に伴う大気質への影響が、事業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、または低減されるものと考える。 

なお、現時点で特定有害物質を発生させる業種の進出は想定されていないが、仮に特定
有害物質を扱う企業が進出した場合でも、法令に従った規制を遵守することにより、周辺に
与える影響は極めて小さいと考えられる。 

また、微小粒子状物質については、発生原因として、発生源から粒子として排出される一
次粒子とガス状物質として排出された大気汚染物質（前駆物質）が化学反応を起こし粒子
化する二次生成粒子がある。それら発生原因である粒子状物質（一次粒子）と二酸化窒
素、二酸化硫黄及び非メタン炭化水素（前駆物質）については、後述のとおり基準等との整
合が図られており影響は小さいことから、微小粒子状物質の影響も小さいものと評価する。 

 

施設の稼働に伴う大気質の評価（長期平均濃度） 

項 目 
将来予測濃度 

整合を図るべき基準等 
年平均値 日平均値等※ 

二酸化窒素 
（ppm） 

0.00969 0.02314 
0.04～0.06ppm までのゾ

ーン内又はそれ以下 

二酸化硫黄 
（ppm） 

0.00609 0.00701 0.04ppm 以下 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

0.01751 0.04027 0.10mg/m3 以下 

非メタン炭化水素 
（ppmC） 

0.24790 0.26308 
0.20～0.31ppmC の範囲

内又はそれ以下 

注）日平均値等は、二酸化窒素は日平均値の年間 98％値、二酸化硫黄及び浮遊粒子状物質は

日平均値の年間 2％除外値、非メタン炭化水素は午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値を

示す。 

 

施設の稼働に伴う大気質の評価（短期平均濃度） 

項 目 
大気 

安定度 
風向 

将来予測濃度 
整合を図るべき基準等 

１時間値 

二酸化窒素 
（ppm） 

A-B SSE 0.04436 0.1～0.2ppm 以下 

二酸化硫黄 
（ppm） 

A-B SE 0.05021 0.1ppm 以下 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

A-B SE 0.09819 0.20mg/m3 以下 

非メタン炭化水素 
（ppmC） 

A-B SE 0.84942 
0.20～0.31ppmC の 

範囲内又はそれ以下 

注）1.将来予測濃度は、施設からの最大付加濃度出現地点における予測結果を示す。 

2.風速は、いずれも 1ｍ/ｓである。 
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表 10-1（6） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

大
気
質 

【自動車交通の発生に伴う大気質への影響】 

（1）回避・低減の観点 

供用時にあたっては、以下の措置を講じることで、周辺の大気質への影響の低減に努める。 
・最新排出ガス規制適合車の使用に努めるよう指導する。 
・ディーゼル車については、埼玉県生活環境保全条例に基づく排出ガス規制に適合した車両

の使用を徹底するよう指導する。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画

的かつ効率的な運行管理に努めるよう指導する。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両の整備、点検を徹底するよう指導する。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両のアイドリングストップを徹底するよう指導する。 
・進出企業に送迎バスの運行等の交通量抑制に努めるよう指導する。 
したがって、自動車交通の発生に伴う大気質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り

低減が図られているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

道路端における将来予測濃度（日平均値または3時間平均値）は、二酸化窒素が0.020370
～0.023239ppm（日平均値の年間98％値）、浮遊粒子状物質が0.037191～0.037368mg/m3

（日平均値の年間2％除外値）、非メタン炭化水素が0.206146～0.206430ppmC（午前6時か
ら9時までの3時間平均値）であり、すべての項目で整合を図るべき基準等を下回っている。 
したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
また、微小粒子状物質については、発生原因として、発生源から粒子として排出される一次

粒子とガス状物質として排出された大気汚染物質（前駆物質）が化学反応を起こし粒子化す
る二次生成粒子がある。それら発生原因である粒子状物質（一次粒子）と二酸化窒素及び非
メタン炭化水素（前駆物質）については、前述のとおり基準等との整合が図られており影響は
小さいことから、微小粒子状物質の影響も小さいものと評価する。 

自動車交通の発生に伴う大気質の評価（二酸化窒素） 

単位：ppm 

予測地点 

将来予測濃度 
整合を図るべき 

基準等 年平均値 
日平均値 

（年間 98％値） 

№1 
北側 0.009363 0.020370 

0.04～0.06ppm まで

のゾーン内又はそ

れ以下 

南側 0.009501 0.020610 

№2 
東側 0.009683 0.020926 

西側 0.010682 0.022662 

№3 
北東側 0.010010 0.021494 

南西側 0.011014 0.023239 

№4 
東側 0.009687 0.020933 

西側 0.009531 0.020662 

 
自動車交通の発生に伴う大気質の評価（浮遊粒子状物質） 

単位：mg/m3 

予測地点 

将来予測濃度 
整合を図るべき 

基準等 年平均値 
日平均値 

（年間 2％除外値） 

№1 
北側 0.016020 0.037191 

1 時間値の 

1 日平均値が 

0.10mg/m3 以下 

南側 0.016026 0.037204 

№2 
東側 0.016038 0.037231 

西側 0.016084 0.037334 

№3 
北東側 0.016052 0.037262 

南西側 0.016099 0.037368 

№4 
東側 0.016039 0.037233 

西側 0.016032 0.037217 
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表 10-1（7） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

大
気
質 

自動車交通の発生に伴う大気質の評価（非メタン炭化水素） 
単位：ppmC 

予測地点 
将来予測濃度 整合を図るべき 

基準等 年平均値 3 時間平均値 

№1 
北側 0.200125 0.206146 

午前 6 時から 9 時
までの 3 時間平均

値が 0.20ppmC から
0.31ppmC の範囲内

又はそれ以下 

南側 0.200161 0.206183 

№2 
東側 0.200167 0.206189 

西側 0.200361 0.206385 

№3 
北東側 0.200224 0.206247 

南西側 0.200405 0.206430 

№4 
東側 0.200171 0.206193 

西側 0.200135 0.206157 
 

 

表 10-2（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

調査の概要 

騒
音
・
低
周
波
音 

【現地調査結果】 
（1）騒音の状況 

ア．環境騒音 
各調査地点の等価騒音レベル（ＬAeq）をみると、平日において昼間 46～63 デシベル、夜間 43

～61 デシベル、休日において昼間 44～60 デシベル、夜間 40～56 デシベルであった。 
現地調査結果を環境基準と比較すると、休日の№b の夜間以外は環境基準を達成していた。 
 
イ．道路交通騒音 
各調査地点の等価騒音レベル（ＬAeq）をみると、平日において昼間 62～69 デシベル、夜間 57

～66 デシベル、休日において昼間 61～68 デシベル、夜間 54～62 デシベルであった。 
現地調査結果を環境基準と比較すると、平日はいずれの地点の昼間及び№1 及び№4 の夜

間で環境基準を達成し、№2～3 の夜間において環境基準を超過し、休日はいずれの地点にお
けるすべての時間帯で環境基準を達成していた。 

 
（2）低周波音の状況 

低周波音の音圧レベル（G 特性音圧レベル）をみると、地点 a が平日 66.3～70.9 デシベル、
休日 61.3～67.0 デシベル、地点 b が平日 68.0～72.8 デシベル、休日 65.6～84.2 デシベル、
地点 c が平日 88.0～91.0 デシベル、休日 83.1～87.1 デシベルであった。 

低周波音については基準等が定められていないが、参考として、「ISO-7196」に示されている
感覚閾値（Ｇ特性音圧レベルで約 100 デシベル）と比較すると、調査結果はいずれもこの感覚閾
値を下回っていた。 

 

（3）道路交通の状況 
24 時間断面交通量は、平日は 3,515～12,285 台、休日は 2,903～13,103 台であった。 
平日と休日を比較すると、№1 及び№4 は平日に、№2 及び№3 は休日に交通量が多い傾向

がみられた。また、大型車の台数について平日と休日を比較すると、全ての地点で平日の方が多
い傾向がみられた。 
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表 10-2（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

騒
音
・
低
周
波
音 

【建設機械の稼働に伴う騒音】 

（1）回避・低減の観点 
工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努め

る。 
・建設機械については、低騒音型の建設機械の使用に努める。 
・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 
・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 
・建設機械の整備、点検を徹底する。 
・住居等に近い箇所での工事では、必要に応じて仮囲いの設置等を検討する。 
・特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準を遵守する。 
・住居周辺における工事を実施する際には、工事進捗にあわせ敷地境界付近に騒音計

を設置し、騒音の状況を把握しその結果に応じて追加の環境保全対策を行う。 
したがって、建設機械の稼働に伴う騒音への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回

避・低減が図られているものと考える。 
 

（2）基準、目標との整合の観点 
敷地境界上の最大値出現地点における建設作業騒音レベル（LA5）は、61デシベルであ

り、整合を図るべき基準等を下回っている。 
周辺住居における合成騒音レベル（LAeq）は、55デシベルであり、整合を図るべき基準等と

同値である。 
したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
 

建設機械の稼働に伴う騒音の評価（LA5、敷地境界） 

工事月 予測地点 
予測
項目 

予測結果 

(デシベル) 

整合を図るべき基準等 

（デシベル） 

13 ヶ月目 
敷地境界上 

最大値出現地点 
LA5 61 85 

 

建設機械の稼働に伴う騒音の評価（LAeq、計画地周辺） 

工事月 予測地点 
予測
項目 

予測結果（デシベル) 
整合を図るべき 

基準等 

（デシベル） 

暗騒音 
レベル 

A 

建設作業 
騒音レベル 

B 

合成騒音 
レベル 
A+B 

13 ヶ月目 西側住居 LAeq 49 54 55 55 

 

【資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響】 

（1）回避・低減の観点 
工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努め

る。 
・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行

管理に努める。 
・資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 
・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 
したがって、資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲内でできる

限り回避・低減が図られているものと考える。 
 

（2）基準、目標との整合の観点 
資材運搬等の車両が走行する工事中交通量による騒音レベルは、№2西側、№3南西側

及び№4東側で環境基準を超過しているが、現況交通量による騒音レベル（＝現況測定
値）で既に基準値を超過している。資材運搬等の車両による騒音増加レベルは0.0～1.1デ
シベルであり、現況の騒音レベルを著しく悪化させることはない。 

したがって、「現況の騒音レベルを著しく悪化させないこと」等の整合を図るべき基準等と
の整合が図られているものと評価する。 
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表 10-2（3） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

騒
音
・
低
周
波
音 

資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の評価（LAeq） 

予測 
地点 

時間 
区分 

方向 

予測結果（デシベル） 
整合を 

図るべき 
基準等 

（デシベル） 

現況交通量 

による騒音 

レベル 

A 

工事中交通量 

による騒音 

レベル 

B 

資材運搬等の 

車両による 

騒音増加レベル 

B-A 

№1 昼間 
北側 64 (64.3) 64 (64.3) 0.0 65 

南側※ 64 (64.4) 64 (64.4) 0.0 65 

№2 昼間 
東側※ 64 (64.3) 65 (64.8) 0.5 65 

西側 68 (67.8) 68 (68.3) 0.5 65 

№3 昼間 
北東側※ 69 (68.9) 69 (68.9) 0.0 70 

南西側 71 (71.1) 71 (71.1) 0.0 70 

№4 昼間 
東側 66 (65.7) 67 (66.8) 1.1 65 

西側※ 62 (62.1) 63 (63.2) 1.1 65 
注）1．現況交通量による騒音レベルは、各地点における平日の現地調査結果とした。 

2．方向の欄の「※」は、道路交通騒音の現地調査を実施している方向を示す。 
3．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 

【施設の稼働に伴う騒音の影響】 

（1）回避・低減の観点 
施設の稼働にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努める。 
・進出企業に対し、騒音規制法及び埼玉県生活環境保全条例に定める規制基準を遵守させ

るとともに、必要に応じて防音対策の徹底等による公害の未然防止に努めるよう指導する。 
・進出企業に対し、屋上に設置する設備機器（ルーフファン等）については、なるべく民家側に

は設置しないように、配置計画を指導する。 
・関連車両へ不要な加減速の禁止、低速走行を指導する。 
したがって、施設の稼働に伴う騒音への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が

図られているものと考える。 
 

（2）基準、目標との整合の観点 
敷地境界上最大値出現地点における施設の稼働に伴う騒音レベル（LA5）は、いずれの時間

帯も51デシベルであり、整合を図るべき基準等を満足している。 
周辺住居における施設の稼働に伴う合成騒音レベル（LAeq）は、昼間52デシベル、夜間50デシ

ベルであり、昼間の整合を図るべき基準等を満足している。夜間については、整合を図るべき基
準等を超過しているものの、現況の環境騒音レベルで既に基準値を超過しており、合成騒音と
暗騒音レベルの差は5デシベル未満であることから、現況の騒音レベルを著しく悪化させるもので
はないと考えられる。 

したがって、「現況の騒音レベルを著しく悪化させないこと」等の整合を図るべき基準等との整
合が図られているものと評価する。 

施設の稼働に伴う騒音の評価（LA5、敷地境界） 

予測地点 
予測高さ

(m) 予測項目 
予測結果 
(デシベル) 

整合を図る 
べき基準等 
（デシベル） 

敷地境界上 
最大値出現地点 1.2 LA5 51 

朝   ：65 
昼間 ：70 
夕   ：65 
夜間 ：60 

注）時間区分：昼間8時～19時、朝・夕6時～8時、19時～22時、夜間22時～6時 
 

施設の稼働に伴う騒音の評価（LAeq、計画地周辺） 

予測地点 
時間 
区分 

予測高さ 
(ｍ) 

予測
項目 

予測結果（デシベル） 
整合を図る 
べき基準等 
（デシベル） 

暗騒音 
レベル 

A 

施設騒音 
レベル 

B 

合成騒音 
レベル 
A+B 

南西側住居 
昼間 

1.2 LAeq 
49 48 52 55 

夜間 47 47 50 45 

注）1．時間区分：昼間6時～22時、夜間22時～6時 
2．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 



63 

表 10-2（4） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

騒
音
・
低
周
波
音 

【自動車交通の発生に伴う騒音の影響】 

（1）回避・低減の観点 

供用時にあたっては、以下の措置を講じることで、騒音の影響の回避・低減に努める。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計

画的かつ効率的な運行管理を指導する。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両の整備、点検の徹底を指導する。  
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両のアイドリングストップの徹底を指導する。 
・進出企業に送迎バスの運行等の交通量抑制に努めるよう指導する。 
・進出企業に道路交通騒音について、現況交通量により整合を図るべき基準等を超えて

いること等を踏まえ、急発進、急ブレーキの禁止、規制速度の順守を徹底するように指導
する。 

したがって、自動車交通の発生に伴う騒音への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回
避・低減が図られているものと考える。 

 

（2）基準、目標との整合の観点 

関連車両が走行する将来交通量による騒音レベルは、№2、№3 及び№4 において環境基
準を超過しているが、№4 夜間の西側を除いて、将来基礎交通量による騒音レベル（＝現況
測定値）が既に基準値を超過している。№4 夜間の西側は関連車両による騒音増加レベル
が 3.7 デシベルとなっているが、当該地点付近は田畑となっており、住宅は近接していない。 

したがって、「現況の騒音レベルを著しく悪化させないこととする」等の整合を図るべき基準
等との整合が図られているものと評価する。 

 

自動車交通の発生に伴う騒音の評価（LAeq） 

予測 
地点 

時間 
区分 

方向 

予測結果（デシベル） 
整合を 

図るべき 
基準等 

（デシベル） 

将来基礎交通
量による 

騒音レベル 
A 

将来交通量 
による 

騒音レベル 
B 

関連車両による 
騒音増加レベル 

B-A 

№1 

昼間 
北側 64 (64.3) 65 (64.6) 0.3 

65 
南側※ 64 (64.4) 65 (64.7) 0.3 

夜間 
北側 59 (58.9) 60 (60.1) 1.2 

60 
南側※ 59 (58.9) 60 (60.0) 1.1 

№2 

昼間 
東側※ 64 (64.3) 65 (64.6) 0.3 

65 
西側 68 (67.8) 68 (68.1) 0.3 

夜間 
東側※ 61 (60.6) 62 (61.5) 0.9 

60 
西側 64 (63.8) 65 (64.7) 0.9 

№3 

昼間 
北東側※ 69 (68.9) 69 (69.1) 0.2 

70 
南西側 71 (71.1) 71 (71.3) 0.2 

夜間 
北東側※ 66 (65.6) 66 (66.2) 0.6 

65 
南西側 68 (67.6) 68 (68.2) 0.6 

№4 

昼間 
東側 66 (65.7) 67 (67.1) 1.4 

65 
西側※ 62 (62.1) 64 (63.5) 1.4 

夜間 
東側 61 (60.6) 65 (64.5) 3.9 

60 
西側※ 57 (57.4) 61 (61.1) 3.7 

注）1．時間区分：昼間6時～22時、夜間22時～6時 
2．方向の欄の「※」は、道路交通騒音の現地調査を実施している方向を示す。 
3．表中の網掛けは、基準値超過を示す。 
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表 10-2（5） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

騒
音
・
低
周
波
音 

【施設の稼働に伴う低周波音の影響】 

（1）回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、以下の措置を講じることで、低周波音の影響の回避・低減に努
める。 

・各設備機器の堅固な取り付け、適正な維持・管理を行い、低周波音の発生防止に努め
るよう指導する。 

・屋上に設置する設備機器（ルーフファン等）については、なるべく民家側には設置しない
ように、配置計画を指導する。 

したがって、施設の稼働に伴う低周波音の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減さ
れているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

施設の稼働に伴う低周波音音圧レベル（G 特性）は、46 デシベルであり、整合を図るべき
基準等を満足している。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

 

施設の稼働に伴う低周波音の評価（G 特性） 

予測地点 
予測高さ 

(m) 
予測結果 
(デシベル) 

整合を図るべき
基準等 

（デシベル） 

南西側住居 1.2 46 100 
 

 

表 10-3（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

調査の概要 

振 
 

動 

【現地調査結果】 
（1）振動の状況 

ア．環境振動 
各地点の振動レベル（Ｌ10）をみると、№a 及び№b は平日、休日すべての時間帯で 30 デシベル

未満であった。また、№c は平日の昼間が 38～42 デシベル、夜間が 37～43 デシベル、休日の昼
間が 35～38 デシベル、夜間が 30～37 デシベルであった。 

イ．道路交通振動 
各調査地点の振動レベル（Ｌ10）をみると、平日において昼間 30 デシベル未満～55 デシベル、

夜間 30 デシベル未満～51 デシベル、休日において昼間 30 未満～51 デシベル、夜間 30 デシ
ベル未満～48 デシベルであった。 

現地調査結果を「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度と比較すると、いずれの地
点における平日、休日のすべての時間帯で要請限度を下回っていた。 

（2）振動の伝ぱに影響を及ぼす地質・地盤の状況(地盤卓越振動数) 
平均卓越振動数は、№1 で 16.2Hz、№2 で 15.8Hz、№3 で 12.1Hz、№4 で 11.3Hz であった。 
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表 10-3（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

振 
 

動 

【建設機械の稼働に伴う振動の影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、振動の影響の回避・低減に努める。 
・建設機械については、低振動型の建設機械の使用に努める。 
・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 
・建設機械の整備、点検を徹底する。 
・振動規制法の特定建設作業に関する振動の規制基準を遵守する。 
・住居周辺における工事を実施する際には、工事進捗にあわせ敷地境界付近に振動計を

設置し、振動の状況を把握しその結果に応じて追加の環境保全対策を行う。 
したがって、建設機械の稼働に伴う振動への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回

避・低減が図られているものと考える。 

（2）基準、目標との整合の観点 

敷地境界最大値出現地点における建設作業振動レベル（L10）は、敷地境界最大値出現
地点で 39 デシベルであり、整合を図るべき基準等を満足している。 

また、周辺住居等における建設機械の稼働に伴う振動の予測結果（L10）は、建設作業振
動レベルは 36 デシベル、暗振動と合成した振動レベルは 37 デシベルであり、整合を図るべ
き基準等を満足している。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

建設機械の稼働に伴う振動の評価（敷地境界） 

工事月 予測地点 予測項目 
予測結果 

(デシベル) 

整合を図るべき基準等 

（デシベル） 

13 ヶ月目 
敷地境界上 

最大値出現地点 
L10 39 75 

建設機械の稼働に伴う振動の評価（計画地周辺） 

工事月 予測地点 
予測
項目 

予測結果（デシベル） 
整合を図る 
べき基準等 
（デシベル） 

暗振動 
レベル 

A 

建設作業 
振動レベル 

B 

合成振動 
レベル 
A+B 

13 ヶ月目 西側住居 L10 30 36 37 55 

 

【資材運搬等の車両の走行に伴う振動の影響】 

（1）回避・低減の観点 
工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、振動の影響の低減に努める。 
・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行
管理に努める。 

・資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 
・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 
したがって、資材運搬等の車両の走行に伴う振動への影響は、実行可能な範囲内ででき

る限り回避・低減が図られているものと考える。 

（2）基準、目標との整合の観点 
資材運搬等の車両の走行に伴う振動レベルは、全ての予測地点及び時間帯で整合を図る

べき基準等を満足している。 
したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-3（3） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

振 
 

動 

資材運搬等の車両の走行に伴う振動の評価（L10） 

予測 
地点 

時間 
区分 

予測 
時間帯 

方向 

予測結果（デシベル） 
整合を図る
べき基準等
（デシベル） 

現況交通量
による 

振動レベル 
A 

工事中交通量
による 

振動レベル 
B 

資材運搬等の 
車両による 

振動増加レベル 
B-A 

№1 
昼間 12 時台 

北側 55 (55.1) 55 (55.1) 0.0 
65 

南側※ 55 (55.1) 55 (55.1) 0.0 

夜間 7 時台 
北側 51 (50.6) 51 (50.8) 0.2 

60 
南側※ 51 (50.6) 51 (50.8) 0.2 

№2 
昼間 11 時台 

東側※ 46 (45.6) 47 (46.6) 1.0 
65 

西側 48 (47.6) 49 (48.7) 1.1 

夜間 7 時台 
東側※ 40 (39.7) 40 (39.8) 0.1 

60 
西側 42 (41.6) 42 (41.7) 0.1 

№3 
昼間 11 時台 

北東側※ 49 (49.4) 49 (49.4) 0.0 
65 

南西側 51 (50.5) 51 (50.5) 0.0 

夜間 7 時台 
北東側※ 44 (43.7) 44 (43.7) 0.0 

60 
南西側 45 (44.7) 45 (44.8) 0.1 

№4 
昼間 14 時台 

東側 41 (41.2) 43 (43.3) 2.1 
65 

西側※ 39 (39.2) 41 (41.1) 1.9 

夜間 7 時台 
東側 38 (38.4) 39 (38.9) 0.5 

60 
西側※ 36 (36.4) 37 (36.8) 0.4 

注）1.時間区分：昼間8時～19時、夜間19時～8時 
2.予測時間帯は各時間区分で資材運搬等の車両の走行時の振動レベルが最大となる時間帯とした。 
3.方向の欄の「※」は、道路交通振動の現地調査を実施している方向を示す。 
 

【施設の稼働に伴う振動の影響】 

（1）回避・低減の観点 

施設の稼働にあたっては、以下の措置を講じることで、振動の影響の回避・低減に努め
る。 

・進出企業に対し、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に定める規制基準を遵守
させるとともに、必要に応じて防振対策の徹底等による公害の未然防止に努めるよう指導
する。 

したがって、施設の稼働に伴う振動への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・低
減が図られているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

敷地境界上最大値出現地点における施設の稼働に伴う振動レベルは、56デシベルであ
り、整合を図るべき基準等を満足している。 

周辺住居における施設の稼働に伴う合成振動レベルは、53デシベルであり、整合を図る
べき基準等を満足している。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

施設の稼働に伴う振動の評価（敷地境界） 

予測地点 
予測結果 
(デシベル) 

整合を図る 
べき基準等 
（デシベル） 

敷地境界上 
最大値出現地点 

56 
昼間：65 
夜間：60 

注）時間区分：昼間8時～19時、夜間19時～8時 

施設の稼働に伴う振動の評価（計画地周辺） 

予測 
地点 

予測結果（デシベル） 
整合を図る
べき基準等 
（デシベル） 

暗振動 
レベル 

A 

施設振動 
レベル 

B 

合成振動 
レベル 
A+B 

南西側住居 30 53 53 55 
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表 10-3（4） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

振 
 

動 

【自動車交通の発生に伴う振動の影響】 

（1）回避・低減の観点 

供用時にあたっては、以下の措置を講じることで、振動の影響の回避・低減に努める。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計

画的かつ効率的な運行管理を指導する。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両の整備、点検の徹底を指導する。 
・進出企業の運搬車両及び従業員通勤車両のアイドリングストップの徹底を指導する。 
・進出企業に送迎バスの運行等の交通量抑制に努めるよう指導する。 
したがって、自動車交通の発生に伴う振動への影響は、実行可能な範囲内でできる限り

回避・低減が図られているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

関連車両の走行に伴う振動レベルは、全ての予測地点及び時間帯で整合を図るべき基
準等を満足している。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

自動車交通の発生に伴う振動の評価（L10） 

予測 

地点 

時間 

区分 

予測 

時間帯 
方向 

予測結果（デシベル） 
整合を図

るべき基

準等 

（デシベル） 

将来基礎交通

量による 

振動レベル 

A 

将来交通量 

による 

振動レベル 

B 

関連車両 

による振動

増加レベル 

B-A 

№1 

昼間 12 時台 
北側 55 (55.1) 55 (55.1) 0.0 

65 
南側※ 55 (55.1) 55 (55.1) 0.0 

夜間 7 時台 
北側 51 (50.6) 51 (51.0) 0.4 

60 
南側※ 51 (50.6) 51 (51.0) 0.4 

№2 

昼間 11 時台 
東側※ 46 (45.6) 46 (45.9) 0.3 

65 
西側 48 (47.6) 48 (48.0) 0.4 

夜間 6 時台 
東側※ 41 (41.3) 42 (41.7) 0.4 

60 
西側 43 (43.2) 44 (43.6) 0.4 

№3 

昼間 11 時台 
北東側※ 49 (49.4) 50 (49.6) 0.2 

65 
南西側 51 (50.5) 51 (50.7) 0.2 

夜間 5 時台 
北東側※ 49 (48.5) 49 (48.7) 0.2 

60 
南西側 50 (49.5) 50 (49.7) 0.2 

№4 

昼間 9 時台 
東側 41 (41.1) 43 (42.9) 1.8 

65 
西側※ 39 (39.0) 41 (40.6) 1.6 

夜間 23 時台 
東側 31 (30.7) 41 (41.1) 10.4 

60 
西側※ 30 (30.0) 39 (39.4) 9.4 

注）1．時間区分：昼間8時～19時、夜間19時～8時 
2．予測時間帯は、各時間区分で関連車両の走行時の振動レベルが最大となる時間帯とした。 
3．方向の欄の「※」は、道路交通振動の現地調査を実施している方向を示す。 
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表 10-4 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要 

悪 

臭 

【現地調査結果】 

（1）臭気指数 
計画地が位置する坂戸市は、「悪臭防止法」に基づく臭気指数規制地域であり、臭気指数の

規制基準（B 区域）と比較すると、夏季及び秋季ともに規制基準を下回っていた。 

（2）特定悪臭物質 
計画地が位置する坂戸市は、「悪臭防止法」に基づく物質濃度規制地域ではないが、参考と

して、物質濃度規制地域である川島町の特定悪臭物質の規制基準（A 区域）と比較すると、夏季
及び秋季ともに、すべての物質が規制基準を下回っていた。 

【施設の稼働に伴う悪臭の影響】 

（1）回避・低減の観点 

供用時にあたっては、以下の措置を講じることで、悪臭の影響の低減に努める。 
・進出企業に対しては、悪臭防止法に定める規制基準を遵守させるとともに、必要に応じ

て脱臭設備を設置するなどの公害の未然防止に努めるよう指導する。 
したがって、施設の稼働に伴う悪臭の影響は、実行可能な範囲内でできる限り低減が図ら

れているものと考える。 
 

（2）基準、目標との整合の観点 

施設からの最大付加濃度は、臭気指数 10 未満であり、整合を図るべき基準等を下回って
いる。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

 

施設の稼働に伴う悪臭の評価 

予測項目 将来予測濃度 整合を図るべき基準等 

臭気指数 10 未満 18 
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表 10-5 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要  

水 

質 

【現地調査結果】 
平常時の浮遊物質量は、№1 で 5～8mg/L、№2 で 3～11mg/L、№3 で 2～10mg/L であり、調

査地点はいずれも農業用水路であるため、環境基準は設定されていないが、合流先の河川は B
類型に指定されているため、仮に環境基準 B 類型（25mg/L 以下）と比較すると、全ての地点で
環境基準に適合していた。 

降雨時の浮遊物質量は、№1 で 30mg/L、№2 で 29mg/L、№3 で 28mg/L であり、平常時の値
と比べると、全ての地点で降雨時の値が最も高かった。 

各地点は農業用水路であるため、周辺の農地等からの濁水の影響を受けたものと考えられる。 
平常時の水素イオン濃度は、№１で 7.3～7.6、№2 で 7.1～7.4、№3 で 7.4～8.0 であり、浮遊

物質量と同様に環境基準 B 類型（6.5 以上 8.5 以下）と比較すると、すべての地点で環境基準に
適合していた。 

降雨時の水素イオン濃度は、№1 で 6.8、№2 で 7.2、№3 で 7.4 であった。平常時と比べ、全地
点で豊水期（平成 28 年 8 月）と同等若しくは低い値がみられた。 

【造成等の工事に伴う水質への影響】 

（1）回避・低減の観点 

造成等の工事中にあたっては、以下の措置を講じることで、水質への影響の回避・低減に
努める。 

・工事中の雨水流出の調整、土砂及び濁水の流出を防止するため、盛土工事に先立ち、
仮排水路、仮沈砂池等の防災工事を行う。 

・盛土工事に当たっては、必要に応じて下流部に仮土堤、又は板棚を設置する。 
・濁水については、仮沈砂池に導き、濁水を一旦貯留し、土粒子を十分に沈殿させた後、
上澄み水を地区外に放流する。また、必要に応じて pH 調整を行う。 

・盛土箇所は速やかに転圧を施す。 
・コンクリート製品はできる限り二次製品を使用し、現場でのコンクリート打設を最小限に抑
える。 

・造成等の工事による濁水等に係る浮遊物質量、水素イオン濃度について、定期的に調
査を実施し、必要に応じて追加的な措置を講ずる。 

したがって、本事業の実施に伴う水質への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・
低減が図られていると評価する。 

 

（2）基準、目標との整合の観点 

工事中における濁水については、仮沈砂池の設置等の濁水防止対策を講ずることにより、
放流先水路への濁水流出を極力低減する計画である。また、アルカリ排水の発生について
は、必要に応じて pH 調整によりアルカリ排水を中和することにより、放流先水路への流出を
極力低減する計画である。 

その結果、放流先水路においては、盛土等の工事に伴う排水の浮遊物質量及び水素イオ
ン濃度は、整合を図るべき基準等以下になるものと考えられる。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-6 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要 

水 

象 

【現地調査結果】 
（1）河川等の流量、流速及び水位 

ア．平常時 
河川等の流量は№1 で 0.001 未満～0.061ｍ3/s、№2 で 0.012～0.326ｍ3/s、№3 で 0.021～

0.436ｍ3/s であった。流速は№1 で 0.009～0.270ｍ/s、№2 で 0.038～0.202ｍ/s、№3 で 0.020
～0.194ｍ/s であった。水位は№1 で 0.036～0.154ｍ、№2 で 0.100～0.316ｍ、№3 で 0.179～
0.401ｍであった。いずれの地点・調査項目においても、農繁期となる豊水期（平成 28 年 8 月)に
最も高い値がみられた。 

 
イ．降雨時 
河川等の流量は№1 で 0.002ｍ3/s、№2 で 0.048ｍ3/s、№3 で 0.190ｍ3/s であった。流速は№

1 で 0.048ｍ/s、№2 で 0.063ｍ/s、№3 で 0.110ｍ/s であった。水位は№1 で 0.064ｍ、№2 で
0.186ｍ、№3 で 0.287ｍであった。 

平常時と比較すると、全ての調査項目で平水期(平成 28 年 11 月)と渇水期(平成 29 年 4 月)
よりも高い値がみられたが、農繁期となる豊水期（平成 28 年 8 月)の値を下回っていた。 

【造成地の存在及び施設の存在に伴う水象への影響】 

（1）回避・低減の観点 

本事業の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、水象への影響の回避・低減に努
める。 

・調整池部分の掘削に関しては、遮水対策を行う。また、2 号調整池の底面はコンクリート
仕上げとし、地下水の浸入を防止する。 

・雨水排水については、雨水排水処理施設として、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等
に関する条例」に基づく能力を有する調整池を計画地内 2 箇所に設置し、オリフィスを介
しての自然流下により雨水流出量の抑制を図る。また、調整池の管理引継ぎ後は、坂戸
市が同条例に則り適切に調整池の維持管理を行う。 

したがって、本事業の実施に伴う水象への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・
低減が図られているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

本事業においては、雨水排水処理施設として、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に
関 す る 条 例 」 に 基 づ く 能 力 を 有 す る 調 整 池 を 計 画 地 内 2 箇 所 に 設 置 （ 貯 留 量 合 計
93,650m3）し、雨水流出量の抑制を図り、排水路に放流する。また、調整池部分の掘削時
には遮水対策を行うことから、河川等の流量、流速及び水位、地下水の水位及び水脈の変
化の程度は小さいものと予測する。 
したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-7 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要 

地 

盤 

【現地調査結果】 

（1）地質の状況 
計画地における地質構成は、表土・盛土層の下に、沖積有機質粘性土層、沖積粘性土層 1、

沖積砂質土層、沖積粘性土層 2、洪積砂質土層 1、洪積粘性土層 1、洪積礫層１、洪積粘性土
層 2、洪積砂質土層 2、洪積礫層 2 が堆積している。 

（2）地下水の水位 
計画地は現在、水田などの農地が主体であること、河川に近接していることから、浅い位置に

地下水の水位が確認されている。 

【造成地の存在に伴う地盤への影響】 

（1）回避・低減の観点 
工事の実施にあたっては、以下の措置を講じることで、地盤への影響の回避・低減に努め

る。 

・工事着工前及び工事中に、盛土に伴う圧密沈下量や変形等を観測する。 
・計画地内の地質調査結果を踏まえて、企業用地における盛土工法はプレロード工法と

し、短期間に沈下を促すとともに、圧密沈下等を十分に考慮したものとする。 
・適宜、盛土表面を締固めし、降雨の滞水や侵食等を抑えるよう配慮する。 
・計画地敷地境界付近で造成工事を行う際には、周辺の住宅、越辺川堤防及び圏央道

への影響に配慮し、不等沈下が生じないよう留意し工事を行う。 
したがって、本事業の実施に伴う地盤の影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・低

減が図られているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

圧密沈下の影響については、計画地内における想定載荷盛土高さに対する沈下量は、
0.426～0.835m と予測した。 
したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

 

表 10-8（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

調査の概要 

動 

物 

【現地調査結果】 

（1）動物相の状況 
計画地及びその周辺において、哺乳類 5 目 7 科 9 種、鳥類 14 目 34 科 80 種、両生類 1 目

4 科 6 種、爬虫類 2 目 5 科 6 種、昆虫類 10 目 96 科 304 種、魚類 5 目 6 科 16 種、底生動物
5 綱 16 目 32 科 69 種の生息が確認された。 

 
（2）保全すべき種の状況 

保全すべき動物種として、鳥類はコハクチョウ等の 32 種、両生類はアズマヒキガエル等の 4
種、爬虫類はヒガシニホントカゲ等の 4 種、昆虫類はヒガシキリギリス等の 12 種、魚類はドジョウ
類及びミナミメダカの 2 種、底生動物は二枚貝綱の Cristariini 族及び昆虫綱のコガムシの 2 種
が選定された。 
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表 10-8（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

動 

物 

【建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、造成地の存在に伴う動物への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施及び造成地の存在に伴う動物への影響については、以下の環境保全措置を
講ずることで、動物への影響の回避・低減に努める。 

・低騒音･低振動型の建設機械を極力使用し、騒音・振動を低減する。また、突発音の発
生をできる限り抑える。 

・計画地内を走行する資材運搬等の車両には徐行運転を義務付け、騒音・振動を低減
する。 

・資材運搬等の車両の運転者には運転時に動物への配慮を行うよう指導を促す。 
・チョウゲンボウ等の猛禽類の営巣に配慮し、繁殖期における営巣地に近い区域の工事

は、開始時期及び工事期間に十分留意する。 
・越辺川の河畔林に生息する動物に配慮し、必要に応じて工事期間を調整するほか、計

画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 
・工事中の濁水等については仮設調整池にて十分に土粒子を沈殿させた後、地区外へ

放流する。 
・既存水路の改修については、工事区間上流から下流側に一時的に水路の切り回しを

行い、水の無い状態で工事を実施し、下流区域における濁水の流入や流量の変化を
防止する。 

・新たな水辺となる調整池周辺には植栽等を配置し、飛来する鳥類等に対する人為圧を
抑制する。 

・企業用地内の調整池側には幅15mの緩衝緑地帯、その他企業用地内に幅5m、10m、
20mの緩衝緑地帯を設置する。 

・企業用地内の緩衝緑地帯（幅10ｍ、15ｍ、20ｍ）については、鳥類の建物への衝突防
止の観点から地区計画に定める幅10ｍ以上の高木植栽帯の設置を行うとともに、進出
企業に対して屋上緑化や壁面緑化等についても働きかけていく。 

・植栽樹種は現存植生の構成種から選定し、高木としてケヤキ、エノキ、アラカシ、コナラ
等、低木～中木としてアオキ、ヒサカキ、ガマズミ、ヤブツバキ等の植栽を施し、低木～
高木を取り入れた多様な林層を形成させる。 

・公園に草地環境を確保するとともに、低木～高木をバランス良く植栽する。 
・調整池隣接には公園に草地環境（湿性低茎草地、乾性低茎草地、乾性高茎草地）を

確保する。 
・調整池は計画地の北側に配置し、越辺川周辺の良好な生物の生育、生息基盤と企業

用地との緩衝機能を持たせる。 
・調整池は一部常時水面を確保し、コハクチョウ等の水鳥、トンボ類等の生息を確保す

る。 
・調整地は護岸形状及び水深に変化をつけ、様々な水生動物が生息できる環境を整備

する。 
・地区内北側の水路については、開渠とし、溜まりや流れに変化をつけるなど、水生動物

の生息環境を確保する。 
・供用時の照明は、上方面や側面への照射を極力減らす、越辺川側に向けない等の措

置を施す。 
・ 事業場の排水については、下水道放流とし、水路及び河川への放流は行わない。 
 
本事業は土地区画整理事業による面整備事業であり、事業の性格上、また治水対策上

の観点から調整池を除く全域を盛土による造成を行うことから、現況の水田を残存させるこ
とは困難である。 

このため、越辺川に隣接する計画地北側の調整池については、一部常時湛水エリアを
設ける他、様々な水位を確保し、水際には部分的にじゃ篭を設置するなど多自然型の調
整池として整備を行う。また。隣接に公園（湿性緑地ゾーンや現存植生を考慮した緑地を
整備）を配置し、計画地北側の水路については、部分的に河床を土砂とし、流れに変化を
持たせる等、現況の水田環境などの湿性環境に配慮した環境を創出する。また、進出企業
には企業用地内の緩衝緑地帯等には、現存植生を考慮した植栽を施すよう働きかけていく
計画である。 

したがって、本事業の実施に伴う動物への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・
低減されているものと考える。 
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表 10-8（3） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

動 

物 

（2）基準、目標との整合の観点 

本事業においては動物の保全の観点から、多自然型の調整池の整備、公園内の湿性緑
地ゾーンや現存植生を考慮した緑地の設置、水生動物に配慮した水路の設置等、現況の
水田環境などの湿性環境に配慮した環境を創出することから、個体数の減少等は生じるも
のの、現況で確認された種の計画地内での利用が予測された。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

 

表 10-9（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

調査の概要 

植 

物 

【現地調査結果】 

（1）生育種及び植物相の特徴 
現地調査の結果、43 目 100 科 468 種の植物の生育が確認された。 

（2）植生の状況 
計画地の 91.5％が水田となっている。その他の場所は、水田が放棄された場所と考えられるヨ

シ群落が 2.2％、サンカクイ-コガマ群落 0.3％等となっており全体の 94％が湿性の環境であっ
た。 

周辺地域は計画地に隣接する水田が 18.5％と約 2 割を占め、越辺川の堤防等に分布するセ
イバンモロコシ群落が 9.8％、越辺川の高水敷等に成立するクヌギ群落が 10.1％であった。その
ほか、ジャヤナギ-アカメヤナギ群集や、ムクノキ-エノキ群集等を確認した。 

（3）保全すべき種の生育環境 
保全すべき種としては、水田等の湿地環境にヒメミズワラビ、ハンゲショウ、タコノアシ、コイヌガ

ラシ、カワヂシャ等の湿性の植物が生育していた。農業用水路に、ヒメミズワラビ、イトモ、エビモや
ホザキノフサモ、キクモなどの沈水植物が生育していた。 

越辺川河川敷の樹林などにアマナ、ゴマギ等が、農業用水路とその周辺では、ヒメミズワ
ラビ、カワヂシャ、キクモ、ミゾコウジュ等が生育していた。 
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表 10-9（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

植 

物 

【造成等の工事、造成地の存在等に伴う植物への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施及び造成地の存在に伴う植物への影響については、以下の環境保全措置を
講ずることで、植物への影響の回避・低減・代償に努める。 

・既存水路の改修については、工事区間上流から下流側に一時的に水路の切り回しを行
い、水の無い状態で工事を実施し、下流区域における濁水の流入や流量の変化を防止
する。 

・新たな水辺となる調整池周辺には植栽等を配置し、企業用地内の調整池側には幅 15m
の緩衝緑地帯、その他企業用地内に幅 5m、10m、20m の緩衝緑地帯を設置する。 

・調整池隣接には公園（湿性緑地ゾーンや現存植生を考慮した緑地を整備）を設置す
る。 

・植栽樹種は、現存植生の構成種から選定し、高木としてケヤキ、エノキ、アラカシ、タブノ
キ等、低木～中木としてアオキ、ヒサカキ、ガマズミ、ヤブツバキ等の植栽を施し、低木～
高木を取り入れた多様な林層を形成させる。 

・公園に草地環境を確保するとともに、低木～高木をバランス良く植栽する。 
・調整池の底面は自然のままとし、一部常時水面を確保する。 
・調整池は護岸形状及び水深に変化をつけ、湿地性、抽水性、浮葉性等、様々な水生

植物が生育できる環境を整備する。 
・地区内の北側水路については、部分的に河床を土砂とし、溜まりや流れに変化をつける

など、水生植物の生育環境を確保する。 
 
本事業は土地区画整理事業による面整備事業であり、事業の性格上、また治水対策上

の観点から調整池を除く全域を盛土による造成を行うことから、現況の水田を残存させること
は困難である。 

このため、計画地北側の調整池については、底面は自然のままとし、一部常時湛水エリア
を設ける他、様々な水位を確保するなど多自然型の調整池として整備を行う。また、隣接に
公園（湿性緑地ゾーンや現存植生を考慮した緑地を整備）を配置する等、現況の水田環境
などの湿性環境に配慮した環境を創出する。また、進出企業には企業用地内の緩衝緑地
帯等には、現存植生を考慮した植栽を施すよう働きかけていく計画である。 

したがって、本事業の実施に伴う植物への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回避・
低減されているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

本事業においては植物の保全の観点から、多自然型の調整池の整備、公園内の湿性緑
地ゾーンや現存植生を考慮した緑地の確保により、現況の水田環境などの湿性環境に配
慮した環境を創出することから、時間の経過とともに周辺地域より侵入し、回復する可能性
が考えられる。また、保全すべき種の移植による個体の保全を図ることから、個体数の減少
等は生じるものの、現況で確認された植物種の計画地内での生育が保全されるものと予測
された。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

 

表 10-10（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

調査の概要 

生
態
系 

【現地調査結果】 

動物、植物の現地調査結果を整理し、地域を特徴づける上位性の注目種としてタヌキ、オオ
タカ、アオサギを、典型性の注目種として、ヒバリ、トウキョウダルマガエル、ミナミメダカを選定し
た。 
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表 10-10（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

生
態
系 

【建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、造成地の存在に伴う生態系への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施及び造成地の存在に伴う生態系への影響については、以下の環境保全措置
を講ずることで、生態系への影響の回避・低減に努める。 

・低騒音･低振動型の建設機械を極力使用し、騒音・振動を低減する。また、突発音の発
生をできる限り抑える。 

・計画地内を走行する資材運搬等の車両には徐行運転を義務付け、騒音・振動を低減す
る。 

・資材運搬等の車両の運転者には運転時に動物への配慮を行うよう指導を促す。 
・チョウゲンボウ等の猛禽類の営巣に配慮し、繁殖期における営巣地に近い区域の工事

は、開始時期及び工事期間に十分留意する。 
・越辺川の河畔林に生息する動物に配慮し、必要に応じて工事期間を調整するほか、計

画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 
・工事中の濁水等については仮設調整池にて十分に土粒子を沈殿させた後、地区外へ

放流する。 
・既存水路の改修については、工事区間上流から下流側に一時的に水路の切り回しを行

い、水の無い状態で工事を実施し、下流区域における濁水の流入や流量の変化を防止
する。 

・新たな水辺となる調整池周辺には植栽等を配置し、飛来する鳥類等に対する人為圧を
抑制する。 

・企業用地内の調整池側には幅 15m の緩衝緑地帯、その他企業用地内に幅 5m、10m、
20m の緩衝緑地帯を設置する。 

・企業用地内の緩衝緑地帯（幅10ｍ、15ｍ、20ｍ）については、鳥類の建物への衝突防止
の観点から地区計画に定める幅10ｍ以上の高木植栽帯の設置を行うとともに、進出企業
に対して屋上緑化や壁面緑化等についても働きかけていく。 

・植栽樹種は現存植生の構成種から選定し、高木としてケヤキ、エノキ、アラカシ、コナラ
等、低木～中木としてアオキ、ヒサカキ、ガマズミ、ヤブツバキ等の植栽を施し、低木～高
木を取り入れた多様な林層を形成させる。 

・公園に草地環境を確保するとともに、低木～高木をバランス良く植栽する。 
・調整池隣接には公園に草地環境（湿性低茎草地、乾性低茎草地、乾性高茎草地）を確

保する。 
・調整池は計画地の北側に配置し、越辺川周辺の良好な生物の生育、生息基盤と企業用

地との緩衝機能を持たせる。 
・調整池は一部常時水面を確保し、コハクチョウ等の水鳥、トンボ類の生息を確保する。 
・調整地は護岸形状及び水深に変化をつけ、様々な水生動物及び水生植物が生息でき

る環境を整備する。 
・地区内北側の水路については、開渠とし、溜まりや流れに変化をつけるなど、水生生物の

生息及び生育環境を確保する。 
・供用時の照明は、上方面や側面への照射を極力減らす、越辺川側に向けない等の措置

を施す。 
・事業場の排水については、下水道放流とし水路、河川への放流は行わない。 
 
本事業は土地区画整理事業による面整備事業であり、事業の性格上、また治水対策上の

観点から調整池を除く全域を盛土による造成を行うことから、現況の水田を残存させることは
困難である。 

このため、計画地北側の調整池については、底面は自然のままとし、一部常時湛水エリア
を設ける他、様々な水位を確保するなど多自然型の調整池として整備を行う。また。隣接に
公園（湿性緑地ゾーンや現存植生を考慮した緑地を整備）を配置する等、現況の水田環境
などの湿性環境に配慮した環境を創出する。また、進出企業には企業用地内の緩衝緑地
帯等には、現存植生を考慮した植栽を施すよう働きかけていく計画である。 

したがって、本事業の実施に伴う生態系への影響は、実行可能な範囲内でできる限り回
避・低減されているものと考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

本事業においては、生態系の保全の観点から、多自然型の調整池の整備、公園内の湿
性緑地ゾーンや現存植生を考慮した緑地の確保により、現況の水田環境などの湿性環境に
配慮した環境を創出することから、生態系の着目種及び関係種の回復、利用が考えられ、
当該地域の生態系に大きな変化は生じないものと予測された。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-11 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要 

景 

観 

【現地調査結果】 

計画地内には、自然的景観資源の地被景観として水田が存在する。 
また、各主要な眺望地点からの計画地の見え方は、以下のとおりである。 
道場橋からは、計画地は手前を通る圏央道の高架に遮られているが、高架の下に地盤が見ら

れる。八幡橋、白鳥飛来地付近、すみよし桜の里からは、計画地内の送電鉄塔が見えるが、堤防
や樹木等に遮られ、地盤は見えない。赤尾桜堤公園、雷電塚古墳、大川平三郎翁記念公園、
花菖蒲園、天神橋、大谷川雨水ポンプ場公園からは、住居等の建物や堤防、樹木等に遮られ、
地盤は見えない。 

【造成地及び施設の存在に伴う景観への影響】 

（1）回避・低減の観点 

造成地・施設の存在に伴う景観資源及び主要な眺望景観については、以下の措置を講
ずることで、周辺環境への影響の回避・低減に努める。 

・各進出企業に対し、周囲の環境と調和する色彩の採用や建物の形状、大きさ、配置及
び緑化については、圧迫感及び周辺地域からの景観への影響緩和に努めるよう指導す
る。 

・「地区計画」において、企業用地内の壁面位置及び住居側に位置する企業用地の敷地
境界沿には幅 20ｍの緩衝緑地帯の配置を定めるなど、圧迫感及び周辺地域からの景
観の影響緩和に努める。 

したがって、本事業の実施に伴う主要な眺望景観への影響は、実行可能な範囲内ででき
る限り回避・低減されているものと評価する。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

眺望景観への影響については、複数の調査地点で計画建物が出現することにより、一部、
景観眺望に変化が生じる地点があるが、各企業用地の敷地境界外周部に緩衝緑地帯を設
置し、圧迫感の低減に努めるほか、各進出企業に対し、埼玉県景観計画における景観形成
基準等を遵守し、周囲の環境と調和する色彩を採用するなど、景観への影響の緩和に努め
るよう指導することにより建物による圧迫感を緩和し、周辺環境との調和が図られるものと予
測する。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-12 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要 

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場 

【現地調査結果】 

（1）自然とのふれあいの場の資源状況、周辺環境の状況等 
計画地及び周辺地域の自然とのふれあいの場の利用範囲としては、計画地周辺の道路や越

辺川の河川敷等、構成要素としては、越辺川や道路（ウォーキングコース）等、周辺環境として
は、周辺を流れる越辺川や飯盛川の河川及び河川敷等が確認された。 

（2）自然とのふれあいの場の利用状況 
利用状況としては、№3 白鳥飛来地で多くの利用者が確認された。 
また、計画地に隣接する№1 計画地周辺（土手）については、散歩やジョギング、サイクリング等

のルートとして利用されていた。 

（3）自然とのふれあいの場への交通手段の状況 
自然とのふれあいの場への主な交通手段としては、徒歩及び自転車が多かったが、駐車場が

整備されている場所については、自動車の利用も多い状況であった。 
 

【建設機械の稼働、資材運搬等の車両の走行、造成等の工事、造成地の存在、施設の存在、施
設の稼働及び自動車交通の発生に伴う自然とのふれあいの場への影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事の実施、造成地の存在、施設の存在、施設の稼働及び自動車交通の発生による自
然とのふれあいの場への影響については、以下の措置を講ずることで、周辺環境への影響
の回避・低減に努める。 
 
ア．工事の実施による自然とのふれあいの場への影響 

・建設機械については、排出ガス対策型の機種の使用に努める。 
・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 
・造成箇所、資材運搬等の車両の仮設道路には適宜散水を行い、粉じんの飛散防止を

行う。 
・計画地内の土砂等の運搬時には、必要に応じてシートで被覆する。 
・工事区域出口に洗浄用ホース等を設置し、資材運搬等の車両のタイヤに付着した土砂

の払落しや場内清掃等を徹底する。 
・資材運搬等の車両は、最新の排出ガス規制適合車の使用に努める。 
・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的かつ効率的な運行

管理に努める。 
・資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 
・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 
 

イ．造成地の存在、施設の存在、施設の稼働及び自動車交通の発生によるふれあいの場
への影響 
・計画地北側に公園や調整池を配置し、越辺川等の隣接する自然とのふれあいの場へ
の影響の低減に努めるとともに、緑の連続性を持たせ、利用環境の促進を図る。 

・関連車両により隣接する自然とのふれあいの場の利用を妨げないとともに、利便性の向
上に資するよう、計画地内に公園及び歩行者専用道路等を整備する。 

したがって、本事業の実施に伴う自然とのふれあいの場への影響は実行可能な範囲内で
できる限り回避・低減されていると評価する。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

工事の実施、造成地の存在、施設の存在、施設の稼働及び自動車交通の発生による自
然とのふれあいの場への影響の予測結果は、環境保全措置の実施により、整合を図るべき
基準等を満足するものと考えられる。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-13 調査及び予測・評価結果の概要 

調査及び予測・評価結果の概要 

日
照
阻
害 

【現地調査結果】 

計画地及び周辺地域は概ね平坦な地形であり、計画地北側には計画地より地盤高の高
い越辺川及び飯盛川の堤防が位置しているものの、日陰に影響を生じさせるような起伏は確
認されない。 

計画地及び周辺地域に存在する主な工作物としては、計画地南側に圏央道の高架とそ
れに沿って送電鉄塔がある。また、計画地の南西側には住宅等の建物が、北西側にはビニ
ールハウス等があるが、いずれも長時間の日照阻害を生じさせる工作物は存在しない。 

計画地は農業振興地域（農用地区域）に指定されており、日当たりの良い水田が広がって
いる。 

 

【施設の存在に伴う日照阻害への影響】 

（1）回避・低減の観点 

施設の存在に伴う日照阻害については、以下の措置を講ずることで、周辺環境への影響
の回避・低減に努める。 

・日影による周辺への影響が低減されるよう「坂戸インターチェンジ地区地区計画」の中
で、敷地面積の最低限度、壁面位置の制限等について規定を定めていく。 

・日影が出現する計画地北側には公園及び調整池を配置し、企業用地を可能な限り南側
に配置する。 

したがって、本事業の実施に伴う日照阻害への影響は実行可能な範囲内でできる限り回
避・低減されていると考える。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

ア．住宅への影響 
地区計画に基づく最高の建物高さ31mを想定した建物②、③の冬至日における等時間日

影は、「建築基準法」における日影規制及び「埼玉県建築基準法施行条例」における日影
規制を満足している。 

なお、建物①については高さ26ｍで日影規制を満足するものと予測されたが、各企業が立
地する際には、それぞれの建築計画に基づき日影規制を満足する建築物を建築していく。 

したがって、本事業の実施に伴う日照阻害の予測結果は、整合を図るべき基準等と整合
が図られているものと評価する。 

 
イ．農地への影響 

地区計画に基づく最高の建物高さ31mを想定した建物②、③の秋分の日における日影
（地盤面0ｍ、8～16時）は農地に及ぶことはない。 

なお、建物①については、高さ26ｍにおける日影（6～18時）が3時間を超えることはないも
のと予測されたが、各企業が立地する際には、それぞれの建築計画に基づき日影規制を満
足する建築物を建築していく。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-14 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

廃
棄
物
等 

【造成等の工事に伴う廃棄物の影響】 

（1）回避・低減の観点 
既存建物等の撤去及び進出企業の建築工事に伴う廃棄物の排出に当たっては、以下の

措置を講じることで周辺環境への影響の低減に努める。 
・工事中に発生する廃棄物は、分別を徹底し、再資源化及び再利用等の促進を図るとと

もに、再利用できないものは専門業者に委託し適切に処理する。 
・進出企業の建築工事に伴い発生する廃棄物は、各進出企業に対し、排出抑制、分別、

リサイクルの推進等の適正処理に努めるよう指導する。 
したがって、既存建物等の撤去及び進出企業の建築工事に伴う廃棄物排出抑制は、実

行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られているものと評価する。 

（2）基準、目標との整合の観点 
既存建物等の撤去に伴う廃棄物の発生量は1,193t、再資源化率は100％、進出企業の

建築工事に伴う廃棄物の総発生量は22,149ｔ、再資源化率は42％と予測した。また、廃棄
物削減の観点から、造成工事に伴う廃棄物は、分別を徹底し、再資源化及び再利用等の
促進を図るとともに、再利用できないものは専門業者に委託し、適切に処理する。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
 

【施設の稼働に伴う廃棄物の影響】 

（1）回避・低減の観点 
施設の稼働に伴う廃棄物の排出に当たっては、以下の措置を講じることで周辺環境への

影響の低減に努める。 
・施設の稼働に伴い発生する事業系一般廃棄物については、各進出企業に対し、排出

抑制、分別、リサイクルの推進など、適正に処理するよう指導する。 
・施設の稼働に伴い発生する産業廃棄物の処理に関する指導は埼玉県の所管となるが、

上記事業系一般廃棄物の処理に関する指導と併せて、各進出企業に対し、手引き等に
より排出事業者責任について周知し、産業廃棄物について適正に処理するよう要請す
る。 

したがって、進出企業の施設の稼働に伴う廃棄物排出抑制は、事業者の実行可能な範
囲内でできる限り回避・低減が図られているものと評価する。 

（2）基準、目標との整合の観点 
本事業においては、施設の稼働に伴う産業廃棄物の全体の再生利用量は 9,395ｔ/年（再

生利用率は 10％）、減量化量は 80,250ｔ/年（減量化率は 88％）、最終処分量は 1,383ｔ/
年（最終処分率は 2％）と予測された。 

また、廃棄物削減の観点から、施設の稼働に伴う廃棄物については、各進出企業に対
し、排出抑制、分別、リサイクルの推進など、適正に処理するよう指導、要請する。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 

【施設の稼働に伴う雨水及び処理水の影響】 

（1）回避・低減の観点 
施設の稼働に伴う雨水及び処理水については、以下の措置を講じることで周辺環境への

影響の低減に努める。 
・各進出企業に対し、雨水の有効利用に積極的に取り組むよう指導する。 
・雨水排水については、雨水排水処理施設として、「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等

に関する条例」に基づく能力を有する調整池を計画地内 2 箇所に設置（貯留量合計
93,650m3）し、雨水流出量の抑制を図り、排水路に放流する。また、調整池の管理引継
ぎ後は、坂戸市が同条例に則り適切に調整池の維持管理を行う。 

・施設の稼働に伴う生活排水及び事業系排水については、必要に応じて立地企業ごとに
個別処理を行い、公共下水道へ放流する。 

したがって、施設の稼働に伴う雨水及び処理水の影響は、実行可能な範囲内ででき
る限り回避・低減が図られているものと評価する。 

（2）基準、目標との整合の観点 
雨水の有効利用の観点から、各進出企業に対し、雨水の有効利用に積極的に取り組む

よう指導する。雨水排水については、雨水排水処理施設として、「埼玉県雨水流出抑制施
設の設置等に関する条例」に基づく能力を有する調整池を計画地内 2 箇所に設置（貯留
量合計 93,650m3）し、雨水流出量の抑制を図り、排水路に放流する。 

また、施設の稼働に伴い生活排水及び事業系排水の発生が考えられるが、必要に応じて
立地企業ごとに個別処理を行い、公共下水道へ放流する計画である。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
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表 10-15（1） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

【建設機械の稼働、造成等の工事、資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガス等の影響】 

（1）回避・低減の観点 

工事中における温室効果ガス等の排出に当たっては、以下の措置を講じることで周辺環
境への影響の低減に努める。 
 
ア．建設機械の稼動及び造成等の工事に伴う温室効果ガス等の影響 

・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 
・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 
・低燃費型建設機械や省エネ機構搭載型建設機械の使用に努める（バックホウについ
ては採用率 30％以上を目標とする）。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 
 

イ．資材運搬等の車両の走行に伴う温室効果ガス等の影響 
・資材運搬等の車両の計画的かつ効率的な運用計画を検討し、搬出入が集中しないよ
う努める。 

・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する（エコドライブ実践率 80％以上を目
標とする）。 

・資材運搬等の車両の走行時には、交通法規を遵守し、不必要な空ふかしは行わない
よう徹底する。 

・資材運搬等の車両の整備、点検を徹底する。 
したがって、工事中における温室効果ガス等の排出量の削減は、実行可能な範囲内でで

きる限り回避・低減が図られていると評価する。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

本事業においては、工事期間中（45 ヵ月）の対策実施前の二酸化炭素排出量の合計は
12,238t-CO2 で、対策（周辺環境への影響の低減のための定量的な環境保全措置）実施
後の二酸化炭素排出量の合計は 11,848t-CO2、二酸化炭素の削減量は 390t-CO2（削減
率 3％）と予測された。 

また、温室効果ガス排出量削減の観点から、低燃費型の建設機械の使用、アイドリングス
トップの徹底、建設機械及び資材運搬車両等の効率的な運用等を行うように指導する。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
 

工事中における二酸化炭素排出量 

単位：t-CO2/45 ヵ月 

予測項目 
二酸化炭素排出量 

（対策実施前） 
対策実施による 

二酸化炭素削減量 
二酸化炭素排出量 

（対策実施後） 

建 設 機 械 の 稼 働 に
伴う温室効果ガス等
の影響 

8,380 
81 

（削減率 1％） 
8,298 

資 材 運 搬 等 の車 両
の走行に伴う温室効
果ガス等の影響 

3,858 
309 

（削減率 8％） 
3,550 

合計 12,238 
390 

（削減率 3％） 
11,848 

注）端数処理の関係上、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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表 10-15（2） 調査及び予測・評価結果の概要 

予測・評価結果の概要 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

【施設の稼働及び自動車交通の発生に伴う温室効果ガス等の影響】 

（1）回避・低減の観点 

供用時における温室効果ガス等の排出に当たっては、以下の措置を講じることで周辺環
境への影響の低減に努める。 
 
ア．施設の稼働に伴う温室効果ガス等の影響 

・各進出企業に対し、各種法令、ガイドライン等に基づき適正に対策を施し、温室効果ガ
スの削減に努めるよう指導する。 

・計画地内に緑地を配置するとともに、各進出企業においても積極的な緑化を促し、二
酸化炭素の吸収に努める。 

・各企業に対し可能な限り太陽光などの再生可能エネルギーの利用促進やグリーン電力
購入等に努めるよう指導する。 

 
 

イ．自動車交通の発生に伴う温室効果ガス等の影響 
・関連車両のアイドリングストップを徹底するよう、各進出企業に指導する（普通貨物車両
60％、通勤車両 67％以上を目標とする）。 

・関連車両の走行時には、交通法規の遵守と不必要な空ふかしは行わないよう、各進出
企業に指導する。 

・各企業に対し、可能な限り電気自動車などの次世代自動車の利用促進に努めるよう指
導する。 

したがって、供用時における温室効果ガス等の排出抑制は、事業者の実行可能な範囲内
でできる限り回避・低減が図られていると評価する。 

 
（2）基準、目標との整合の観点 

本 事 業 に お い て は 、 供 用 時 に お け る 対 策 実 施 前 の 二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 合 計 は
458,664t-CO2/年で、対策（周辺環境への影響の低減のための定量的な環境保全措置）実
施後の二酸化炭素排出量の合計は 415,663t-CO2/年、二酸化炭素の削減量は 43,001t-
CO2/年（削減率 9％）と予測された。 

また、温室効果ガス排出量削減の観点から、関連車両のアイドリングストップ、各種法令、
ガイドライン等に基づき適正に対策を施すよう指導する。 

したがって、整合を図るべき基準等との整合が図られているものと評価する。 
 

供用時における二酸化炭素排出量 

単位：t-CO2 

予測項目 二酸化炭素排出量 
（対策実施前） 

対策実施による 
二酸化炭素削減量 

二酸化炭素排出量 
（対策実施後） 

施設の稼 働に伴
う 温 室 効 果 ガ ス
等の影響 

386,264 38,626 
（削減率 10％） 

347,638 

自動車交通の発
生 に 伴 う 温 室 効
果ガス等の影響 

72,400 4,374 
（削減率 6％） 

68,026 

合 計 458,664 43,001 
（削減率 9％） 

415,663 

注）端数処理の関係上、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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第 11 章 環境の保全のための措置 

11.1 予測・評価に際して講ずることとした環境の保全のための措置 

本事業の実施にあたっては、計画地周辺に住宅地等の環境保全上配慮すべき施設が立

地する地域であることを考慮し、実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減す

ること、法令基準等に基づき設定した環境保全目標を達成することを目的として、工事中及び

供用時の各段階において環境保全のための措置を検討した。 

なお、各環境の保全のための措置を実施に伴い新たな環境影響は生じない。 

 

11.2 低減措置及び代償措置の実施計画 

11.2.1 周辺住居の生活環境に係る低減措置 

本事業の実施に伴う工事中及び供用時における大気汚染、騒音、振動等の各項目はとも

に予測の結果、大きな影響はないものと考えられた。 

しかし、計画地に住居地域が隣接して分布することから、生活環境上の保全の観点から以

下の低減措置を行っていくものとする。 

 

（1）周辺住居との環境機能の確保 

計画地西側～南西側には住居地域が隣接するため、企業用地内に幅 20ｍの緩衝緑地帯

①を配置し、周辺地域との十分な緩衝距離を持たせ、大気汚染、騒音、振動等の影響を低

減させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-1 周辺住居との環境機能の確保 

 

  

企業用地 

企業用地 

企業用地 
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（2）進出企業への指導、管理体制 

各種環境保全に関する管理体制は、表 11.2-1 に示すとおりである。 

事業者から企業誘致時に進出企業に対して、環境保全に関する遵守事項等の説明を行う。

また、坂戸市は、工事中及び供用時の各段階において、環境保全措置の観点から適宜、指

導、助言を行っていく。さらに進出企業においては、関係法規に関する規定に基づき、環境保

全に努めるものとする。 

 

表 11.2-1 環境保全に関する管理体制 

主 体 企業誘致段階 
土地区画整理及び 

企業建築工事期間 
供用時 

事業者 

企業への環境保全に

関する遵守事項等の

説明 

坂戸市へ実施報告 

- 

坂戸市 - 

環境保全対策等に係

る改善･指導 

進出企業操業に係る

関 係 法 規 に基 づく確

認、改善･指導 

進出企業 - 
必 要 に応 じて坂 戸 市

へ実施報告 

必 要 に応 じて坂 戸 市

へ実施報告 

 

 

11.2.2 動物、植物、生態系に係る低減措置及び代償措置 

計画地は古くから水田として利用されてきた土地であり、計画地面積の約92％を水田が占

め、水田が放棄された場所にヨシ群落が約2％点在するなど、計画地全体の約94％が湿生の

環境である。 

本事業は土地区画整理事業による面整備事業であり、事業の性格上、また治水対策上の

観点から池を除く全域を盛土による造成を行うことから、現況の水田を残存させることは困難

であり、人為的に創出・管理されてきた耕作地環境を現状のまま維持することは不可能である。 

したがって、工事の実施及び施設の存在に伴う動物、植物及び生態系への影響について

は、低減措置及び代償措置を講ずることで、本事業による影響の低減に努めていく。 

 

 

  



84 

（1）環境保全措置の検討 

① （仮称）坂戸市小沼地区自然共生型地域づくり検討協議会（準備会） 

本事業においては、良好な自然環境の保全と土地区画整理事業実施の一体的推進を実

現するための各種検討及び合意形成の場として、地権者協議会、事業者、環境保護団体、

学識者、行政関連セクションによる構成メンバーにて「（仮称）坂戸市小沼地区自然共生型地

域づくり検討協議会（準備会）」を開催し、環境保全措置の検討等を進めてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（仮称）坂戸市小沼地区自然共生型地域づくり検討協議会（準備会） 
 

日時：平成 28 年 12 月 12 日（月）15:00～16:40 
場所：坂戸市立三芳野公民館 学級室 
 

 委 員 

・委員 A 学識者 
埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議・委員 

・委員 B 坂戸インターチェンジ北側開発地権者協議会・委員 

・委員 C 鳩山野鳥の会・委員 
荒川上流環境保全連絡会・委員 
埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議・委員 

・委員 D 狭山丘陵の自然と文化財を考える連絡会議・委員 
埼玉圏央道オオタカ等保護対策会議・委員 

・委員 E 全国環境保護連盟・委員 
荒川上流環境保全連絡会・委員 

・委員 F 坂戸インターチェンジ北側土地区画整理事業・業務代行者代表 
大栄不動産デベロップメント 

・委員 G 坂戸インターチェンジ北側土地区画整理事業・事業者代表 
大栄不動産(株)  

・坂戸市 環境産業部：環境産業部次長兼環境政策課長、環境保全課長 

・坂戸市 都市整備部：都市整備部長、都市計画課長 

 事務局：坂戸市都市計画課 
 （公財）埼玉県生態系保護協会 

 事業者：大栄不動産（株） 
設計担当:（株）たばたプランニング 
アセスコンサル：（株）環境管理センター  
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② 本事業における生物多様性の保全・創出・活用対策に関するコンセプト 

本事業においては、生物多様性の保全計画の立案にあたり、計画地内の環境整備、施設

整備はもとより、近隣関連地区との連携を図り、当該地域における水辺・草地・樹林から構成

される地域本来の耕作地環境を対象に、継続的な生物多様性の保全・創出・活用に努めて

いく計画である。 

計画地は、隣接する越辺川の堤内地の水田地域であり、調整池を中心とした水辺の保全・

創出により、越辺川と一体化した広域な観点での水辺環境の拠点を確保していく。その他、

当該地域でみられる草地環境を公園等に確保するとともに、企業用地内の緩衝緑地帯の積

極的な活用により、樹林環境等の創出に努めていく計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-2 生物多様性の保全・創出・活用対策に関するコンセプト 

 

※「（仮称）坂戸市小沼地区自然共生型地域づくり検討協議会（準備会）」等で検討された土地区画

整理事業における対策コンセプト 

 

 

 

 

  

 

 

１．土地区画整理事業地区（約 47.4ha） 

 

 Ａ．開発造成関連区域 

（35.1ha）   企業用地： 29.2ha   

               道路用地： 5.8ha   

               鉄塔用地： 0.1ha   

 

 Ｂ．生物多様性主要区域 

（16.05ha）   調整池用地： 10.05ha・ 

        調節池１ ：  9.03ha 

        調節池２ ：  1.02ha 

              水路用地 ：  0.8ha ・ 

                    公園用地 ：  1.6ha ・ 

                 緩衝緑地帯 ：  3.6ha ・ 

                 （企業用地内） 

 

 

２．隣接関連地区 

■既 設 

 Ａ．越辺川河川区域  

越辺川ビオトープ             

  【国土交通省荒川上流河川事務所】 

 

 Ｂ．圏央道高架下区域  

   圏央道高架下ビオトープ          

  【国土交通省大宮国道事務所・ネクスコ東日本】 

 

■計 画 

 Ａ．越辺川遊水地整備事業           

  【国土交通省荒川上流河川事務所】 

 

 Ｂ．飯盛川調節池整備事業           

  【埼玉県】 

 

 

Ⅰ．環境整備内容  保全・創出機能 

 

・ 水    辺    環    境 ・ 

（1）浅水域（開水面） 

（2）泥湿地（干潟状） 

（3）湿性植物群落 マコモ/ガマ/ヨシ等 

（4）多自然流水路 

 

・ 草    地    環    境 ・ 

（1）湿性低茎草地 オグルマ等 

（2）乾性低茎草地 ノシバ/チガヤ等 

（3）乾性高茎草地 ススキ等 

 

・ 樹    林    環    境 ・ 

（1）湿性河畔林 ハンノキ/ヤナギ等 

（2）常緑緩衝林 シラカシ/ヤブツバキ等 

（3）落葉二次林 エノキ/クヌギ/ムクノキ等 

 

 

Ⅱ．施設整備内容  管理・活用機能 

１．調節池 

（1）底面・法面整備 

（2）流入・排水施設整備 

（3）水位調節用堰堤 調節池内整備 

（4）管理用道路 

（5）進入防止柵 

 

２．公 園 

（1）鳥観察舎 

（2）広 場  

（3）駐車場 等々 

 

  

 

１.保全対象動植物（重要種） 

 

 

・Ａ．オオタカ・サシバ等（希少猛禽類） 

   ・オオタカ、サシバ等 

   ・計画地内：採食地/行動圏 

     

  

・Ｂ．コハクチョウ（希少水鳥類） 

   ・40～130 羽程 越冬 

   ・計画地内：採食地/行動圏 

    隣接河川区域：塒 

 

・Ｃ．キツネ・アナグマ等（中型哺乳類） 

   ・各 1～2ペア繁殖 

   ・計画地内：採食地/行動圏 

     

 

・Ｄ．希少動植物（レッドリスト該当種） 

               合計 83 種※ 

   （1）植物：計 23 種 

 

   （2）動物：計 60 種 

        ①哺 乳 類： 4 種 

        ②鳥 類：32 種 

        ③爬 虫 類： 4 種 

        ④両 生 類： 4 種 

        ⑤昆 虫 類：12 種 

        ⑥魚 類： 2 種 

        ⑦底生動物： 2 種 

        ※計画地及び周辺地域での確認種数 

           

緑化・植栽 

隣接関連地区との連携 
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③ 本事業における保全すべき動植物、生態系の環境保全目標 

ア.環境保全の目標の設定 

本事業においては、水辺、草地、樹林環境の再生・創出により、現地調査で確認された保

全すべき動植物と生態系を対象に影響の低減又は代償措置を検討し、これらの種が引き続

き計画地及び周辺地域での生息・生育が可能となることを「保全目標」として設定した。 

特に、主要重要種としてのコハクチョウの採食環境の確保等を目標とした代償措置、及び

オオタカの高利用域の機能維持を目標とした低減措置について、重点的に取組み「保全目

標」の達成を図る。 

また、主要重要種であるコハクチョウ（大型水鳥類）、オオタカ（希少猛禽類）、キツネ（中型

哺乳類）等は、広域におよぶ行動圏と良好な自然環境を必要とする種であるため、計画地を

とり巻く越辺川の堤内・堤外地で実施される河川事業等とも連携し、ネイチャーポジティブの

実現に向けた一体的・継続的な生物多様性対策の推進によって「保全目標」の達成を図って

いく。 

 

イ.保全すべき動植物種ごとの環境保全目標と環境保全措置 

現地調査で確認された保全すべき動植物等の各種別の環境保全目標と環境保全措置の

概要は、表 11.2-2 に示すとおりである。 

現地調査における各種別の確認状況、主な生息・生育環境などを考慮し、調整池、水路、

公園、企業用地等において、低減又は代償措置の対応関係を検討した。 

なお、周辺地域のみで確認された保全すべき種については、本事業に伴う直接的な影響

は生じないこと、供用時における水辺や緑地の安定化に伴い一部の利用などが予測されるこ

とから、本事業に伴う影響は回避されるものと考え整理した。 
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表 11.2-2 保全すべき動植物種等ごとの環境保全目標と環境保全措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）鳥類については、渡り途中の個体が確認されたなど、計画地の利用性等が低い種については対象種

から除外した。本編表 10.8.1-22(1)保全すべき動物種一覧(鳥類)とは種数が異なっている。 

調整池 水路 公園 道路 緑地 建物

1. ノウサギ ― ○ ■ ■ ◆ ◇ ▽ ▽
2. タヌキ ● ○ ■ ◇ ◇ ◆ ▽ ▽ ▽ ▽
3. キツネ ● ○ ■ ◇ ◇ ◆ ▽ ▽ ▽ ▽
4. ニホンイタチ ● ○ ■ ◇ ◆ ◇ ▽ ▽ ▽ ▽
5. アナグマ ― ○ ■ ■ ◇ ◇ ▽ ▽
1. コハクチョウ ● ○ ■ ◆ ▼ ▽ ▽
2. チュウサギ ● ○ ■ ◆ ▽
3. クイナ ● ― ■ ◆ ▼
4. バン ● ○ ■ ◆ ▼
5. ホトトギス ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
6. カッコウ ― ○ ■ ◆ ◆ ― ― ― ― ― ―
7. タゲリ ● ○ ■ ◆ ▼
8. タシギ ● ○ ■ ◆ ▼
9. トビ ● ○ ■ ◇ ◇ ◆ ▽
10. ハイタカ ― ○ ■ ■ ◇ ◇ ▽ ▽ ▽
11. オオタカ ● ○ ■ ◇ ◇ ◆ ▽ ▽ ▽ ▽
12. サシバ ● ○ ■ ◇ ◇ ◆ ▽ ▽ ▽ ▽
13. ノスリ ● ○ ■ ◇ ◆ ▽ ▽ ▽
14. カワセミ ● ○ ■ ◆ ▽ ▽
15. アオゲラ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
16. チョウゲンボウ ● ○ ■ ◇ ◆ ▽ ▽ ▽
17. ハヤブサ ― ○ ■ ■ ◇ ◇ ▽ ▽
18. ヤマガラ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
19. ウグイス ― ○ ■ ◇ ◆ ― ― ― ― ― ―
20. オオヨシキリ ● ○ ■ ◆ ▼
21. キビタキ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
22. ベニマシコ ― ○ ■ ◆ ◇ ― ― ― ― ― ―
23. ホオジロ ― ○ ■ ◆ ◇ ― ― ― ― ― ―
1. ヒガシニホントカゲ ● ○ ■ ◆ ◇ ▽ ▽
2. ニホンカナヘビ ● ○ ■ ◆ ◇ ▽ ▽
3. アオダイショウ ― ○ ■ ◇ ◆ ― ― ― ― ― ―
4. ヤマカガシ ● ○ ◆ ◇ ▽ ▽ ▽
1. アズマヒキガエル ― ○ ■ ◆ ◇ ◇ ― ― ― ― ― ―
2. ニホンアカガエル ― ○ ■ ◆ ◇ ― ― ― ― ― ―
3. トウキョウダルマガエル ● ○ ■ ◆ ▼ ▼ ▼
4. シュレーゲルアオガエル ― ○ ■ ◆ ◇ ― ― ― ― ― ―
1. ドジョウ類 ● ○ ■ ◆ ▼ ▼ ▼
2. ミナミメダカ ● ○ ■ ◆ ▼ ▼ ▼
1. ヒガシキリギリス ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
2. ショウリョウバッタモドキ ● ― ■ ◆ ▽ ▽
3. キイロサシガメ ● ― ■ ◆ ▽ ▽
4. ヒメナガメ ― ○ ■ ― ― ― ― ― ―
5. ギンイチモンジセセリ ● ○ ■ ◆ ▼ ▼
6. コチャバネセセリ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
7. アサマイチモンジ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
8. スゲドクガ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
9. コガムシ ● ○ ■ ◆ ▼ ▼
10. ヤマトモンシデムシ ● ○ ■ ◆ ▽ ▽
11. トラフカミキリ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
12. モンスズメバチ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
1. ヒメミズワラビ ● ○ ■ ◆ ▼
2. ハンゲショウ ● ○ ■ ◆ ◇ ▼
3. ウリカワ ● ― ■ ◆ ▼
4. イトモ ● ― ■ ◆ ▼
5. エビモ ● ○ ■ ◆ ▼ ▼
6. アマナ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
7. サイハイラン ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
8. ミクリ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
9. ウマスゲ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
10. アズマガヤ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
11. タコノアシ ● ○ ■ ◆ ▼
12. ホザキノフサモ ● ○ ■ ◆ ▼ ▼
13. ヒメミソハギ ● ― ■ ◆ ▼
14. ミズマツバ ● ― ■ ◆ ▼
15. コイヌガラシ ● ○ ■ ◆ ▼
16. ホソバイヌタデ ― ○ ■ ◆ ― ― ― ― ― ―
17. ヌマトラノオ ● ― ■ ◆ ▼
18. キクモ ● ○ ■ ◆ ▼ ▼
19. カワヂシャ ● ○ ■ ◆ ▼
20. ミゾコウジュ ― ○ ■ ◆ ◇ ― ― ― ― ― ―
21. オグルマ ● ― ■ ◆ ◇ ▼
22. ノニガナ ● ― ■ ▼
23. ゴマギ ● ○ ■ ◆ ▽ ▽

凡例）
●：計画地内で確認 ■：回避、低減、代償に該当 ◆：主要生息、生育環境 ▽：低減措置
〇：計画地外で確認 ◇：関連生息、生育環境 ▼：代償措置

　　　　　　　　検討区分
　該当種名

確認地点 環境保全措置 生息・生育環境 低減、代償措置の実施場所

代償 水辺 草地 樹林
公共用地計画

地内
周辺
地域

回避 低減
企業用地

植
　
　
　
物

計　73種

哺
乳
類

鳥
　
　
類

爬
虫
類

両
生
類

魚
類

昆
　
虫
　
類
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（2）環境整備の内容 

生物多様性の保全・創出・活用対策のコンセプトを受け、関連箇所の整備において水辺環

境、草地環境及び樹林地環境の保全・創出を行っていく。 

各環境設備の保全・創出・活用の概要は、表 11.2-3、図 11.2-3 に示すとおりである。 

 

表 11.2-3 池沼、湿地環境、草地環境及び樹林地環境の整備概要 

区 分 環境保全措置の概要 

池沼、湿地 

環境の創出・活用 

調 

整 

池 

・ 

水 

路 

 生物多様性を重視し、多自然型調整池として整備を行う。 

 調整池は計画地の北側に配置し、越辺川周辺の良好な生物の生育・生息

基盤と企業用地との緩衝機能を持たせる他、水辺利用にも配慮する。 

 常時水面を確保し、コハクチョウ等の水鳥、トンボ類等の生息を確保する。 

 水際については護岸形状や法面勾配に変化を持たせるとともに、水深に変

化をつけ、湿地性、抽水性、沈水性、浮葉性等の多様な水生植物が定着

できる水域環境を整備する。 

 地区内の北側の水路については、溜まりや流れに変化をつける等によりミナ

ミメダカ等の水生生物の生息環境を確保し、外来植物の侵入を抑止する。 

樹林、草地 

環境の創出・活用 

 

樹 

林 

 

 計画地の現況は、樹林地は分布しないが、新たな水辺となる調整池周辺に

は在来植栽を配置し、飛来する鳥類等に対する人為圧を抑制する。 

 企業用地内には、幅 20ｍ・15ｍ・10ｍ・5ｍの緩衝緑地帯を設置する。 

 植栽樹種は現存植生の構成種から選定し、高木としてエノキ、ムクノキ、ハ

ンノキ、クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、シラカシ等、低木～中木としてカマツカ、

イボタノキ、ガマズミ、ヤマツツジ、ヤブツバキ、アオキ等の植栽を施し、低木

～高木を取り入れた多様な林層を形成させる。植栽植物は、可能な限り地

域性種苗を活用する。 

緑 

地 

 公園内に草地環境（湿性低茎草地、乾性低茎草地、乾性高茎草地）を確

保するとともに、一部に在来樹種による低木～高木を植栽していく。 

 調整池隣接箇所の公園内の東側には、緩衝機能の確保のための湿性草

地を主体とした緑地整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-3 池沼、湿地環境、草地環境及び樹林地環境の整備概要 

【草地、樹林環境の創出・活用】 

・草地、湿地、樹林環境を確保 

・調整池との緩衝緑地帯の確保 

【池沼、湿地環境の創出・活用】 

・多自然型の調整池として整備 

・越辺川と企業用地との緩衝機能 

【樹林、草地環境の創出】 

・緩衝緑地帯 15ｍ 

・企業用地と調整池との緩衝機能 
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① 池沼、湿地環境の創出・活用 

計画地北側の多自然型調整池については、底面は自然のままの環境を確保し、斜面に

ついては種子吹付等を行い、北側部分には適した在来植物による植栽を配置する。 

また、水際については護岸形状と法面勾配に変化を持たせるとともに水深に変化をつけ、

湿地性、抽水性、沈水性、浮葉性等、多様な水生植物が定着できる水域環境を整備する。

開水面と植生帯の境界にはじゃ篭を設置して、多孔質な環境を創出し、多様な生物の生

育・生息環境を確保するなど、治水機能の確保とも両立する多自然型調整池として整備す

る。 

 

ア．多自然型調整池の整備 

常時湛水エリアについては、コハクチョウをはじめ、水鳥の休息・採餌エリアとなるよう常時 1

ｍ以上の水位を確保し、コハクチョウの採食適正を有するマコモ等の水生植物が生育する環

境を整備する。また、調整池北東部の常時湛水エリア外の底面は、北側から南側にかけて勾

配を持たせ、降雨状況により様々な水位の変化を有した湿地構造とする。 

 

■コハクチョウの代償措置を兼ねた多自然型調整池の整備 

・コハクチョウの越冬期採食地（水田）の造成に伴う代償措置として、貯水容量の確保を前提

とする多自然型調整池の整備において、人からの非干渉距離や飛来可能な開水面の広

がりを確保するとともに、自然状態の池沼における主要な採食植物となるマコモやエビモ等

の生育適性を有した水域整備を行う。 

 調整池の最大水深 1ｍ域では、全面に抽水植物（ヨシ、マコモ）が広がり、開水面の確保が

制約される可能性があるため、ヨシとマコモの生育範囲を規定（制限）する。 

 コハクチョウの餌資源として主要なマコモについては、開水面との境界線をできるだけ長く

確保できるよう、水深 60ｃｍ程度（土壌厚約 40ｃｍ）のマコモの育成環境を広く設定する。 

 マコモが、コハクチョウの採食可能水深である 70ｃｍよりも深い場所で生育しないよう、水深

60ｃｍを目安にじゃ篭を配置整備する。 

 ヨシ・マコモは、自然の池沼ではヨシが岸辺側、マコモがより深い場所に生育するが、水深

60ｃｍはヨシ・マコモとも生育可能な水深である。ヨシがマコモより優占する可能性もあるた

め、ヨシの植栽地とマコモの植栽地は鋼矢板の打ち込みなどにより、生育帯を区分する。 

 抽水植物（マコモ・ヨシ）を良好に生育させるために、できるだけ厚い壌土の基盤を確保す

ることが望まれるため、治水機能の確保を前提に約 40 ㎝の基盤を確保する。 

 南側の法面は、セイタカアワダチソウ、オオブタクサなどの外来種が繁茂しないよう勾配を調

整して、法面の面積を極力減らす。 

 調整池は、閉鎖水域であり周囲は立ち入り制限フェンスで囲まれるため、特定外来生物の

ナガエツルノゲイトウ等の侵入や繁茂は想定しづらいが、外来動植物の生息生育状況に留

意した環境管理を行う。 

 調整池内には、オオタカ高利用域への採食地確保による影響低減措置として、止り場を有

する微高地を配置する。 

 多自然型調整池に生息・生育する動植物を観察するための適切な施設整備を行い、水辺

利用に供する。 

多自然型調整池の整備イメージは、図 11.2-4 に示すとおりである。  
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イ．環境配慮型多自然水路の整備 

地区内の多自然型調整池北側の水路の一部については、非かんがい期の水の溜まりや流れ

に変化をつける等によって、ミナミメダカ等の水生生物の生息・生育環境を確保する。 

多自然水路の整備方針は以下のとおりとする。 

 

 水路は両岸アンカー式空石積みとし、底を土とする。部分的に沈水植物等が生育するよう

置き石を配置する。 

 越辺川と調整池間の陸上移動性の動物類の移動経路として、動物移動用の飛び石を部

分的に配置する。 

 非かんがい期には通水がなくなることから、ミナミメダカ、ドジョウ類、イシガイ類等の水生生

物類が退避できるように、水路幅と水深を確保したワンドを設置する。 

 水が冬季間溜まるようにワンドの底面は、ベントナイト系防水材などで防水処理を行う。 

 ワンドの間隔は、生物の移動距離と維持管理の両面から検討し適切に配置する。 

 事業地内の上・下流端の水路部分において、特定外来生物のナガエツルノゲイトウ等の侵

入繁茂を防ぐために、効果的な抑止管理手法の事例等を参考に、侵入抑止柵設置等の

必要な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-5 計画地北側の環境配慮型多自然水路（整備部分イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

多自然水路（一部）断面イメージ 

多自然水路（一部）平面イメージ 
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② 樹林、草地環境の創出・活用 

ア．樹林環境 

緩衝緑地帯、公園における主な植栽予定樹種は、表 11.2-4 に示すとおりである。 

植栽樹種は、計画地及び周辺地域における在来植生の構成種を基本に、鳥類や昆虫類

の餌となる樹種等から選定する。高木としてエノキ、ムクノキ、ハンノキ、クヌギ、コナラ、ヤマザ

クラ、シラカシ等、低木～中木としてカマツカ、イボタノキ、ガマズミ、ヤマツツジ、ヤブツバキ、ア

オキ等の植栽を施し、低木～高木を取り入れた地域本来の多様な林層を形成させる。また、

植栽に用いる樹木は、可能な限り地域性の種苗や樹木の使用に努めていく。 

緩衝緑地帯や公園における樹林環境等の創出は、オオタカ高利用域に求められる影響の

低減措置としての機能確保にも供するものとする。 

企業用地内における緩衝緑地帯は、多自然型調整池側については幅15ｍ、住居地域側

に接する部分は幅20ｍで配置する計画である。進出企業についても、これらの林層構造を伴

った在来樹種を積極的に植栽するとともに、自主的に整備する緑地は出来る限り緩衝緑地側

に寄せてまとまりを持った配置とする。越辺川や調整池に生息するオオタカやコハクチョウ等の

鳥類への影響低減を図るために、建物北側への高木植栽や建築物への屋上・壁面緑化等を

行うよう働きかけていく。 

  企業用地内緩衝緑地帯の在来植生整備イメージは、図 11.2-6 に示すとおりである。 

 

表 11.2-4 緩衝緑地帯、公園の主な植栽予定在来樹種等 

区 分 主な樹種 

高 木 
エノキ、ムクノキ、ハンノキ、クヌギ、コナラ、ヤマザクラ、シ
ラカシ、スダジイ、シロダモ等 

中～低木 
カマツカ、イボタノキ、ガマズミ、ヤマツツジ、ヤブツバキ、
アオキ等 

法 面 種子吹付け（チガヤ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-6 企業用地内緩衝緑地帯の在来植生整備イメージ 

300ｍ 
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イ．草地環境 

公園内における草地や湿性緑地の創出は、図 11.2-7 に示すとおりである。 

公園は、越辺川沿いの河畔林や河川敷、堤防等との関連性・一体性に配慮し、シンボルツ

リー等の植樹を含めたノシバ広場を中央に整備し、緑の連続性を確保する。 

また、多自然型調整池に隣接する箇所には、緩衝機能の確保のための湿性低茎草地を主

体に、一部、地盤を掘り込み湿潤な環境を創出した湿性緑地ゾーンの整備の他、隣接して乾

性高茎草地、乾性低茎草地を配置していく。多様な草地環境の創出により、ギンイチモンジセ

セリ、ヒガシキリギリス、ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ等への影響を低減・代償する生息

環境整備とする。 

公園内の在来植生の構成種を基本とした草地環境の創出に際しては、地盤高の変化に応

じた適性植物を用いた植栽と管理を行う計画である。 

 

〔湿性緑地ゾーン〕 

 事業地内で確認された保全すべき湿性植物を、生育に適した環境に移植するとともに、攪

乱などの管理が必要な植物を、適切な管理によって保全・増殖する代償措置の場として

「湿性緑地ゾーン」の整備を行う。 

 保全すべき植物の生態に合わせ、「池」「土水路」「湿地（水田状）」「畔」などの湿性環境を、

公園内東部の「湿性緑地ゾーン」に整備する。 

 「湿性緑地ゾーン」は地下水位が低下する時期においても水が維持できる深さを確保する

とともに、土水路や池は 0.5～１ｍ程度の水深を確保する。 

 

表 11.2-5 保全すべき湿性植物と生育環境 

現況生育環境 種 水深・地下水位・植生管理 

水路・池など 

イトモ 水深 1.5m 以下 

  

ホザキノフサモ・キクモは水田の浅い土水路

のような環境 

エビモ 

ホザキノフサモ 

キクモ＊ 

水田など 

ヒメミズワラビ＊ ひたひた～0.1ｍ表面水 

年に数回の草刈り、 

3 年に 1 回程度の耕起 

  

  

  

キクモは水田内にもしばしば出現 

タコノアシ＊ 

ウリカワ＊ 

ヒメミソハギ＊ 

ミズマツバ＊ 

カワヂシャ＊ 

キクモ＊ 

ヨシ原・ ハンゲショウ 
ひたひた程度。冠水への耐性あり 

ヤナギ林など ヌマトラノオ 

畔など 

オグルマ -0.5～-0.1ｍ程度（表面水無し） 

冠水への耐性は相対的に低い 

  

ヌマトラノオは土水路水際など 

ノニガナ＊ 

コイヌガラシ＊ 

ヌマトラノオ 

＊攪乱依存植物 
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〔乾性草地ゾーン〕 

 公園内の一部に「乾性低茎草地（ノシバ草地・チガヤ草地）」や「乾性高茎草地（ススキ草

地）」を配置・創出し、やすらぎや人と自然のふれあいの場にするとともに、多様な草地性動

物への影響を低減・代償する生息場所とする。 

 「乾性低茎草地（ノシバ草地）」については、在来ノシバによる張芝を行うとともに、エノキ・ム

クノキ等の単木植栽を行う。 

 「乾性低茎草地（チガヤ草地）」については、近隣のチガヤ草地から得た刈り草を伏せ置き

したり、チガヤの種子の撒きだし等により創出する。 

 「乾性高茎草地（ススキ草地）」については、ノシバ-チガヤ草地内にスポット的に配置して、

近隣のススキ草地から得た刈り草を伏せ置きしたり、種子散布や根株植栽等により創出する。

また、チガヤ-ススキ草地の群落構成種からふさわしい在来草本類を、併せて移植する。 

 

 

                乾性草地ゾーン             湿性草地ゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.2-7 公園内における草地、湿性緑地環境の創出（整備イメージ） 

 

  

多自然型 

調整池 

100ｍ 



95 

11.3 保全すべき種の移設、移植計画等 

（1）保全すべき動物 

既存水路の工事区域内に生息する保全すべき動物であるミナミメダカ、ドジョウ類の代償措

置については、工事実施前に捕獲し、工事区間外の上流又は下流部の水路等に移設放流を

行う。 

また、計画地北側に位置する水路については多自然水路の整備を行い、これらに該当する

保護すべき種の生息環境の創出を図り、同水路や公園内水域での生息の回復に努めていく。 

 

表 11.3-1 移設の実施計画 

移植対象種 移設場所 移設方法 

ミナミメダカ 
ドジョウ類 

水 路 の改 修 工 事 外 の上 流
又は下流。 

移設適期は水路の改修工事を行う前
の春季～秋季を目途に個体を捕獲して
水路工事区域外に移設放流を行う。 

 

（2）保全すべき植物 

保全すべき植物の移植手順は、図 11.3-1 に示すとおりである。 

 施工前の各植物種の確認適期に造成区域内の移植対象種の個体確認及びマーキング

を行い、可能な場合は種子や表土（埋土種子）の採取を行う。 

 造成開始後、移植先である公園内の湿性緑地ゾーン等が整備されるまでの期間、種子

の保存、個体の仮移植地への移植を行い、移植場所が整備された後に本移植を行う。 

 移植後の各個体の生育確認として、工事中及び供用後の事後調査において移植個体

の活着や生育状況の確認、必要に応じて移植場所の適切な手入れ等を行っていく計画

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.3-1 保全すべき植物の移植手順 

 

 

工事着手のマーキング、種子の採取等 

仮移植、表土仮置き 

本移植、表土撒きだし 

工事中事後調査（生育確認） 

供用時事後調査（生育確認） 
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① 移植個体の仮移植、表土仮置き 

移植個体の仮移植、表土（埋土種子）仮置き方法は、表 11.3-2 に示すとおりである。 

 

表 11.3-2 湿性植物の仮移植、表土仮置き方法 

仮移植 表土仮置き 

 移植個体の根の周りの土ごと掘り取り、ビニ

ール袋などに入れ、乾燥を防ぎ保管する。 

 掘り取った個体を種類ごとに水のたまる容

器に移し、日当たりに配慮し、適宜、水を補

給し湿地状態にして生育させる。 

 秋以降、地上部が枯れてもそのままにして

おき、適宜、水の補給を行う。他の植物が

侵入した場合は必要に応じて除去する。 

 種子は低温・低湿度・暗所で保存する。 

 埋土種子の利用のため、移植個体の周辺

の表土をできる限り広い範囲から採取する。 

 公園内の湿性緑地ゾーン等、移植場所の

環境が安定するまで、一時的に仮置きを行

う。 

 採取した表土は仮置き場所にまとめ、シート

等をかけ乾燥防止を図り、保存する。 

 

② 本移植、表土撒きだし 

移植個体の本移植、表土撒きだし方法は、表 11.3-3 に示すとおりである。 

保全すべき植物であるゴマギについては、計画地内で 1 株、隣接する越辺川の河川敷で

153 株確認されており、主要な生育地は越辺川であるため本種の移植は行わない計画であ

る。しかしながら、越辺川に隣接する事業地内の適正環境として公園内の湿性緑地ゾーン及

び多自然型調整池で、生育環境の基盤を整備していく。 

 

表 11.3-3 本移植、表土撒きだし方法 

移植対象種 移植場所 移植方法 

ヒメミズワラビ、ハンゲショ

ウ、ウリカワ、イトモ、エビ

モ、タコノアシ、ホザキノフ

サモ、ヒメミソハギ、ミズマ

ツバ、コイヌガラシ、ヌマト

ラノ オ、キ ク モ、 カワ ヂシ

ャ、オグルマ、ノニガナ 

公園内「湿性緑地ゾーン」 

（多自然型調整池） 

 個体を根の周囲の土壌ごと移植、種子

が発芽する時期に播種する。 

 また、仮移植時に採取した埋土種子を

含む可能性のある表土を客土する。 

 土壌、水 質、水 分 条件を確認し、移植

する。 

 抽水性、沈水性等、種の特性と調整池

の水深等を考慮し移植する。 

注）移植先は公園内「湿性緑地ゾーン」とするが、移植時の個体数に応じて、一部調整池への移植を検討する。 

 

③ 工事中事後調査（生育確認） 

移植個体については、仮移植中及び個体移植後、随時、生育状況を確認する。 

調査項目及び確認は表 11.3-4 に示すとおりである。 

 

表 11.3-4 調査項目及び内容 

項 目 内 容 

個体の確認 移植個体の株の有無を確認する。 

健康状態 変色、枯れ等の有無等の健康状態を記録する。 

移植場所 土壌の水分状況、他の植物による被覆等を確認する。 
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④ 供用時事後調査（生育確認） 

工事中時に引き続き供用時に関しても、移植個体の生育状況等の確認を行い、追加の

環境保全措置の必要性、維持・管理の検討を行う。 

維持管理の基本方針は以下に示すとおりである。 

・移植した保全すべき種 

調査時に枯れ等が確認された場合は、土壌の湿り具合を確認し、必要に応じて水分条件

の良い区域に再移植を行う。また、移植個体が他の植物に覆われ、日照が悪くなった場合

は、草刈りを行う。 

・移植場所 

ヨシ等の高茎草本が繁茂するなど、日当たりが悪くなった場合、高茎草本を刈り、日当たり

を確保する。また、移植株（種）以外の植物の繁茂を防止のため、移植株以外の外来植物

等については除去を行う。 

 

⑤ 代償措置に係る保全対策の実施及び維持管理方針 

代償措置（移植）及び維持・管理計画スケジュールは、表 11.3-5 に示すとおりである。 

維持・管理等については、土地区画整理事業工事期間中は事業者が行い、工事完了後

は坂戸市が継続的、安定的な管理を行っていく。 

また、移植先については、移植前に除草等を行い、日当たりの良い湿地を整備し、必要に

応じて、看板、ロープ等による立入り規制を行う。 

なお、保全すべき植物種の移植場所である公園及び多自然調整池の整備に合わせて、

保全すべき植物種については、保全個体の移植や播種等により移植、マコモについては個

体や群落等により移植を行う計画である。 

 

表 11.3-5 代償措置（移植）及び維持・管理計画スケジュール 

 

※１：土地区画整理事業工事中は事業者、土地区画整理事業工事完了後は坂戸市が維持・管理を行う。  

  

公園工事

（調整池工事）

保全すべき種の捕獲
（ミナミメダカ、ドジョウ類）
保全すべき植物種の確認
（マーキング、種子採取等）

ミナミメダカ等移設

貴重な植物種移植

マコモ等の水生植物群落移植
（コハクチョウの採食環境整備）

生育確認及び管理等※１

（年3回（春、夏、秋））

移
設
・
移
植
個
体
等

令和11年度令和10年度

土地区画整理事業工事

進出企業建築工事

令和7年度 令和8年度 令和9年度

坂戸市事業者

移植先の整備

移植先の整備

仮移植
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第 12 章 都市計画対象事業の実施による影響の総合的な評価 
環境影響評価の結果、全ての環境影響評価項目について、本事業による工事中及び供

用時における周辺環境への影響は、環境の保全に関する措置を講じることにより、事業者の

実行可能な範囲内でできる限り回避・低減が図られており、整合を図るべき基準等との整合も

おおむね図られるものと評価する。 

 

第 13 章 事後調査の計画 

事後調査は、都市計画決定者である坂戸市が主体となり、表 13.1-1 に示す内容で実施し、

調査完了後の適切な時期に事後調査報告書を提出するものとする。 

なお、事後調査の結果、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合、測定データ

を検討し、必要に応じて影響要因を推定するための調査を行う。 

調査の結果、その環境影響が本事業に起因されると判断される場合は、坂戸市が主体とな

り、各立地企業に改善のための措置等を指導していく。 
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表 13.1-1 事後調査の内容 

環境影響評価 
項目 

影響要因の 
区分 

影響要因 事後調査内容 

騒音・低周波音 存在・供用 

施設の稼働 

①騒音の状況 
調査地点は南西側住居付近 1 地点、調査期

間は、全ての進出企業の建築工事が完了した
後の供用開始 3 年後とし、調査頻度は 1 回、平
日 1 日（24 時間）の調査とする。 

②環境保全措置の実施状況 

自動車交通の
発生 

①騒音の状況 
調査地点は 4 地点、調査期間は、全ての進

出企業の建築工事が完了した後の供用開始 3
年後とし、調査頻度は 1 回、平日 1 日（24 時
間）の調査とする。 

②環境保全措置の実施状況 

地 盤 存在・供用 造成地の存在

①地盤の状況 
調査地点は計画地の敷地境界、調査時期

は工事着手前、工事中、土地区画整理工事の
終了時とし、調査頻度は各時期に 1 回、地盤沈
下の変動の測定を行う。 

②環境保全措置の実施状況 

動 物 

工事 

建設機械の稼
働 

①動物の状況 
調査範囲は計画地及び周辺地域約 200m

（猛禽類を除く）、調査期間は、全ての進出企
業の建築工事が完了した後の供用開始 3 年後
とし、調査頻度は 1 回とし、4 季の調査を行う（両
生・爬虫類、昆虫類は冬季を除く 3 季）とする。
猛禽類に関しては、工事着工後から土地区画

整理工事の終了時まで、他の動物と同時期の供
用開始 3 年後とし、ともに繁殖期（4～8 月）に調
査を行う。また、ハクチョウ類に関しては、工事着
工後から土地区画整理工事の終了時まで、その
後状況を注視し、供用開始 3 年後に調査を行
う。なお、調査の時期は越冬期（12～2 月）に行う
こととする。 
②環境保全措置の実施状況 

資材運搬等の
車両の走行 

造成等の工事

存在・供用 造成地の存在

植 物 

工 事 造成等の工事

①植物の状況 
調 査 範 囲 は 計 画 地 内 及 び 周 辺 地 域 約

200m、調査期間は、全ての進出企業の建築工
事が完了した後の供用開始 3 年後とし、調査頻
度は 1 回とし、3 季の調査を行う。また。移植個
体に関しては、各種個体の移植実施後から土
地区画整理工事の完了時までと他の植物と同
時期の供用開始 3 年後の調査とする。 

②環境保全措置の実施状況 

存在・供用 造成地の存在

景 観 存在・供用 

造成地の存在
①景観の状況 

調査地点は予測地点と同様、調査時期は、
全ての進出企業の建設工事が完了した後の供
用開始 3 年後とし、調査頻度は 1 回とする。 

②環境保全措置の実施状況 
施設の存在 

 

第 14 章 環境影響評価の受託者の名称、代表者の氏名及び所在地 

受 託 者 の 名 称 ：株式会社環境管理センター 

代 表 者 の 氏 名 ：代表取締役社長 水落 憲吾 

受託者の所在地 ：東京都八王子市散田町三丁目 7 番地 23 号 
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第 15 章 準備書についての環境の保全の見地からの意見を有する者 

の意見の概要 

「埼玉県環境影響評価条例」第 12 条の規定に基づき、「坂戸都市計画事業(仮称)坂戸イ

ンターチェンジ地区土地区画整理事業環境影響評価準備書」の縦覧が、以下の期間行われ

た。 

 

期間：令和 6 年 4 月 9 日（火）～令和 6 年 5 月 10 日（金） 

場所：埼玉県環境部環境政策課、埼玉県西部環境管理事務所、埼玉県東松山市環境管

理事務所、坂戸市都市計画課、川島町町民生活課、川越市環境政策課、東松山

市環境保全課、鶴ヶ島市生活環境課の各庁舎内 

 

「埼玉県環境影響評価条例」第 14 条第 1 項の規定に基づき、準備書について令和 6 年 4

月 9 日（火）から令和 6 年 5 月 24 日（金）までの期間、環境の保全の見地から意見を受け付

けた。提出された 5 件の意見書の概要は、次のとおりである。 

 

表 15.1-1（1） 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要 

No. 意見の概要 

1 

評価書が承認されて、4,5 年の工事が終了した動植物の事後調査のお願いは説明会でしま

したが、工事中の特にハクチョウの飛来数調査はして頂き、対応、対策をその都度して頂けま

すよう要望致します。 

工事中の騒音、交通量増に対する地域住民の声をきちんと聞いて下さい。 

完成後の調整池が、ハクチョウにとり不都合が生じた場合には細心の配慮をして頂きたい。 

 2 

（1）「越辺川右岸地区自然共生地域づくり推進協議会」の設置について 

希少猛禽類やコハクチョウ、キツネ等の保護対象動物は、越辺川右岸河川区域と接する 3

つの事業区域を一体的に利用して繁殖や越冬している実態がこれまでの私たちの調査で明

らかであるため、今後の環境保全措置の検討・実施に際しては、坂戸市・荒川上流河川事

務所・埼玉県の各事業者と環境保護団体、地元関係団体、学識者等で構成する「越辺川

右岸地区自然共生地域づくり推進協議会」を早期に設置して、合意形成を図りながら着実

に取組んでいく推進体制を環境影響評価書に明記していただきたい。 

（2）調整池や公園緑地等の重要整備箇所の詳細対策の検討と提示について 

 土地区画整理事業の生物多様性対策では、以前から指摘されているように調整池や公園

緑地の整備内容が特に重要な課題になると思われるので、コハクチョウや猛禽類等の生息に

有効となる、より詳細な池や緑地の多自然型の構造を、環境影響評価書に示していただきた

い。また、区画整理事業では各施設の整備箇所ごとに、坂戸市の関係各課による検討や対

応が行われると思うので、準備会の段階で合意されていた「自然共生地域づくり」の趣旨徹

底や、環境政策の新たな世界目標である「ネイチャーポジティブ」の理解を図ったうえで、関

係各課を推進協議会に参加させていただきたい。 

（3）企業連携による「緩衝緑地帯」のビオトープ整備の実現について 

準備書では、「区画整理によって造成した 3 区画の企業用地外周部に、5ｍ～20ｍ幅の

「緩衝緑地帯」を設け植栽することが記されている。この敷地内に、生物多様性コリドーとして

機能する緑地をいかに創出するかは、重要な環境保全措置のひとつと考えらえる。そのた

め、単に企業に委ねると外来園芸植物の植栽による従来型の緑地になるため、敷地内緑化

を生物多様性に適する「ビオトープ整備モデル」を提示して、ネイチャーポジティブに向けた

企業連携を実現していただきたい。 
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表 15.1-1（2） 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要 

No. 意見の概要 

3 

私は、この都市計画事業に反対です。 

計画の中止または抜本的な見直しを求めます。 

主な理由は、次の通りです。 

1. ここ数年で、自然環境に対する社会の認識は大きく変わってきました。事業計画も時代の

変化に合わせて、環境保護、生態系保護に重きを置いて見直しをするべきだと思います。地

球環境は、人間だけのものではありません。地球上の生き物は、目に見えない関係性があり、

その微妙なバランスの上に成り立っています。 

人間の都合ばかりを優先した環境破壊は、もういい加減に止めましょう。公共に奉仕するとい

う仕事をしている役所の方々には、経済性ではなく、地域住民の生活環境を守ることを優先

する姿勢を示してほしいです。 

2. 計画地は、越辺川沿いに田んぼが広がる地域です。田んぼなので地盤も緩く、開発者も

それを考慮して軟弱地盤に対する工法を採用して計画しています。そこまでして、なぜそのよ

うな軟弱地盤の場所に、わざわざ大型建造物を建てようとするのか理解に苦しみます。建て

てしまってから問題が起こる可能性も高いと思います。 

 そんなリスクは事業者も負いたくないと思いますし、問題が起きた場合は、それを許可し進

めた坂戸市も責任を問われると思います。リスクの高い場所で敢えて事業を行う必要はありま

せん。 

3. 白鳥飛来地に隣接している場所に、巨大建設物を建てることは大問題です。事業者は

「十分配慮する」と言っていますが、本気で配慮するならこの計画を止めることが最善です。

野生動物は、人間の考えが及ばないところで非常に敏感に環境の変化を感じ取ります。 

 これまで目指してきた目的地のすぐそばに、大きな建物ができ、大型のトラックが行き交うよ

うになれば、寝ぐらを追われたと感じ、寄り付かなくなることは十分に想定できます。この地域

の自然の豊かさを表す存在である白鳥の渡来を、人間が妨げることは避けるべきです。 

4. 盛土の搬入量が大量であり、地域外からの土による、生物多様性の崩壊を招く可能性が

ある。 

 盛土は土砂災害を招く可能性も高く、規制が厳しくなっていますが、災害の心配だけでな

く、外部からの土を搬入することで、そこに含まれる生き物の構成が変わってしまったり、地域

外からの外来生物による生態系への影響も心配されます。 

 そのようなリスクを冒してまで、この事業が地域に必要だとは思えません。 

5. 埼玉県生態系保護協会の監修を受けて、公園やビオトープを備えた開発を行うということ

ですが、そのような「環境を重視しています」というポーズではなく、真に環境を考えて「計画を

撤回する」という英断をして欲しいです。既に時代は開発型から環境重視型に変わっていま

す。時代遅れの開発型事業を進めるのではなく、これからの未来を見据えた都市計画を行っ

てください。 

6. これから日本は食料自給率を上げていく必要に迫られると思います。今は米の需要が減

っていると言われ、田んぼで営農する人も減っていますが、いずれは、食料安全保障のため

に自給率を上げ、米の生産量も増やす必要が出てくると思います。 

 従って、今ある田んぼは残すべきです。田んぼを潰して建物を建ててしまったら、そこを田ん

ぼに戻すことは不可能だと思います。 それであれば、田んぼのまま活かせる方法を探るべき

です。 

7. 坂戸市は平成 20 年 10 月に「坂戸市圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止基

本方針」を打ち立てています。 

 今回の計画は、まさにこの周辺地域の開発です。（坂戸 IC から概ね 5km の範囲を基本に

適用する。）この方針では、「農振農用地区域は、資材置場等、産業廃棄物場・処理施設、

駐車場の立地を抑制する。」と明記されています。 

 今回の計画では、計画地にどのような企業が来るか分かりません。上記に分類されるような

企業が手をあげた場合、坂戸市はどのように対処するつもりでしょうか？まずは、この基本方

針に立ち返り、乱開発をストップすることが重要だと思います。 

 

主な反対理由は以上です。 

勘案くださるよう、よろしくお願いいたします。 
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表 15.1-1（3） 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要 

No. 意見の概要 

4 

1,準備書第 6 章 調査計画書についての知事の意見 1-（1）土地利用計画に「・・・特に生態

系の保全に配慮すること」とあります。準備書第 10 章 10.8 動物の P382～384 に記載されて

いる調査結果の調査期間は短く、この地域のコハクチョウや猛禽類の自然の実態が、十分に

表記されていません。当会の調査記録を都市計画課にお渡ししたので、ご検討の上、生態

系の保全に十分配慮した計画の作成をお願いいたします。 

2,P419「・・・計画地周辺地域の農耕地等を広く利用していることから、これらの地域を引き続

き利用するものと予測する」とあります。この地域の開発計画が、実行された後の生態系の保

全は、周辺地域の農業が継続され、自然環境が維持されることが不可欠です。島田～紺屋

までの坂戸市東部の田園地帯は入間流域緊急治水対策プロジェクトの河畔林伐採、河道

掘削などの治水工事が続いており、調整池や遊水地の計画もあります。環境が変化しつつあ

ります。坂戸市としては島田～紺屋までの田園地帯を今後どのようにしていく計画なのか、長

期的なビジョンをお示しください。 

3,準備書にある大きな調整池は、面積が広く、水辺・湿地環境の創出を目指しています。そ

のため、維持管理は大変難しく、長期的に費用が必要になると思われます。市民のボランテ

ィア活動で維持できるレベルではないと思われます。坂戸市の負担とならないよう計画段階か

ら、財源、管理組織、具体的な維持方法を検討しておく必要があると思います。財源、管理

組織、具体的な維持方法について、お示しください。 

 5 

坂戸市の HP でも【コハクチョウは自然の生物です。静かにあたたかく見守ってくださるようお

願いいたします。】 

と書いてあるにもかかわらず、坂戸市自らその場所を壊し、自然の生物をあたたかく見守るど

ころか、その命を危険に晒す工業団地を作るとは信じられません。 

一旦始まってしまえば取り返しのつかない、とても大切な事を広く市民に告知せず、こっそり

HP や広報のみで告知（殆どの人の目に触れることがない）というやり方にも憤ります。周りでも

知らない方が大半です。 

本当なら今からでも考え直して中止にして欲しいです。せめて水場をもっと広く確保すること

と、工業団地の電線にはコハクチョウにも見つけやすい目印を付け、水場を目指して一直線

に飛んで来た時、電線に引っかかり骨折するリスクだけでもせめて避ける努力を企業に絶対

させて下さい。（←このことは専門家が危惧していることであって、勉強不足の企業が、今まで

そういう事がなかったから大丈夫とか、そういう問題ではありません。 

もし何の対策もせず全国的にも知られつつある貴重なコハクチョウの飛来地で白鳥の事故が

起きた場合、その事が全国区のニュースにでもなれば、坂戸市への批判は避けられないと思

います。）  
かなり盛り土をするそうですが、除染に使われた放射性廃棄物を含む土等、汚染された土で

の盛り土は絶対にやめて下さい。 

自然破壊、鳥達の命だけでなく、周辺の水や環境汚染、周辺に住む人の健康まで害すこと

になるので絶対に避けて下さい。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

最後に、市長の石川様へ 

工場ばかり誘致しても坂戸は衰退するばかりです。これからは小川町の様に地域全体で有機

野菜を育てて特産品にしたり、坂戸市内だけでも自給率を上げる等自然を大切にする市町

村、それを売りにする市町村が伸びる時代だと思います。 

坂戸は時代を逆行してます。貴重な自然を一度壊してしまえば、簡単に元通りにすることが

出来ません。是非ご検討頂けます様お願い申し上げます。意見ですので回答は結構です。 
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第 16 章 準備書についての知事の意見 

「坂戸都市計画事業（仮称）坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業」に関し、「埼

玉県環境影響評価条例」第 12 条の規定に基づき、埼玉県知事から提出された意見は、

以下のとおりである。 

 

意見書 

坂戸都市計画事業（仮称）坂戸インターチェンジ地区土地区画整理事業については、

下記の事項を考慮して環境影響評価書を作成すること。 

 

                        記 

 

１ 全般的事項 

（１）建設機械の稼働については、計画地の敷地境界付近に存在する住居について考慮す

る必要があることから、建設機械の集中した稼働等により、騒音・振動の値が基準値を超

える調査地点が生じないよう計画的な作業・運行を行うこと。 

 

（２）計画地内の大部分が盛土造成されることに伴い、動植物の生息・生態系への影響が懸

念されることから、公園整備の際には、単に緑地を創生するのではなく、生物多様性を考

慮し、ネイチャーポジティブの実現のため、関係機関・地元団体と協議し、可能な限り、こ

の地域本来の耕作地環境を創出できるよう検討すること。 

 

（３）計画地内に設置する調整池は、防災面に加え、水辺・湿地環境の創出や水辺利用に

も配慮する必要があることから、計画地北側に設置する多自然型の調整池については、

多様な水辺水生植物が定着できる護岸形状及び法面勾配となるよう検討すること。 

 

（４）計画地北側に設置する多自然型の調整池については、水の循環・堆積物の蓄積等の

課題があることから、水辺・湿地環境の創出という調整池の二次的機能を維持できるよう、

関係機関と協力し、継続的に管理を行うこと。 

なお、当該調整池の管理に当たっては、計画地周辺に存在する既存ビオトープ等での

管理手法等を参考にすることに加え、ナガエツルノゲイトウ等の特定外来生物に対する

必要な対策を講じること。 

 

（５）進出企業による大規模建築物の立地に伴い、計画地及び計画地に隣接する河畔林な

どを利用する鳥類の建物への衝突が懸念されることから、進出企業に対して、必要な衝

突防止対策を講じるよう働きかけること。 

 

（６）計画地は平坦な地形であり、進出企業の建築物による圧迫感について配慮する必要が

あることから、進出企業に対して、圧迫感が軽減されるような建築計画や緑化計画を検

討するよう働きかけること。 

 

 



104 

（７）温室効果ガス排出量については、国の排出削減目標（NDC）や、県、坂戸市の地球温

暖化対策実行計画、カーボンニュートラル宣言等との整合が図られるよう、温室効果ガスの

排出が抑制されるよう造成事業を行い、また進出企業に対しても再生可能エネルギーの導

入やグリーン電力購入を義務付けるなど、より強く働きかけること。 

 

２ 水質 

  造成等の工事の実施に当たり、計画地周辺の動植物の生息・生態系への影響がないよう、

雨水排水の放流先に対する十分な対策を実施すること。 

 

３ 動物 

（１）計画地内の大部分が盛土造成されることに伴い、移動能力のある動物については、計画

地周辺の同様な環境への逃避、移動が想定される。 

 計画地内では、アライグマ等の特定外来生物も確認されていることから、計画地周辺住

居の住民に対して丁寧な説明を行うなど、被害防止に向けて対応すること。 

 

（２）鳥類における夜間の生息状況等について、調査結果がある場合は、評価書に追加する

こと。 

 

４ 生態系 

計画地に整備する緩衝緑地帯及び公園の植栽においては、遺伝的多様性保全のため

に植栽木の系統について配慮する必要があることから、可能な限り、地域性種苗を活用する

こと。 

 

５ 景観 

  進出企業による大規模建築物の立地が想定され、計画地の敷地境界付近には住宅があ

ることから、進出企業に対して、建築物の形状・大きさや配置について配慮するよう指導し、

加えて色彩・緑化など周囲への影響緩和措置を講じるよう働きかけること。 

 

６ 廃棄物 

事業に伴い生じる廃棄物の推計について、最新データの使用や、実際に想定される事

業形態を前提とすることで、その予測評価結果の精度の向上を図ること。 

 

７ 温室効果ガス等 

予測結果について、現在の坂戸市の産業部門からの排出量より多いものとなっている。

図書に掲載されている原単位について、実際に想定される事業形態を前提とすることで、

その予測評価結果の精度の向上を図ること。 

  

８ 史跡・文化財 

計画地に隣接する木曽免遺跡については、計画地内にまで遺跡が存在する可能性が

あり、その存在が想定される範囲が造成工事における切土部分と重なることから、埋蔵文化

財が確認された場合は、市教育委員会に確認し、記録保存などの対応を行うこと。 

また、試掘調査結果について、関係資料として評価書に記載すること。 
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９ 事後調査 

（１）騒音・低周波音 

施設の稼働に伴う騒音において、計画地西側住居地では、基準超過の状況になると予

測されている。 

現在想定している環境保全対策が十分な内容となっているかについて、事後調査によっ

て把握し、対策が不十分な場合には、進出企業に対して追加の環境保全対策を講じるよう

働きかけること。 

 

（２）動物 

猛禽類の営巣・繁殖状況については、工事期間中の調査を実施し、計画地に隣接する

河畔林などで猛禽類の営巣があった場合には、工事内容・工程について関係機関・地元団

体と協議し、必要な環境保全措置を講じること。 

また、鳥類における夜間の生息状況等について、事後調査によって把握し、結果に応じ 

必要な環境保全措置を追加すること。 

 

（３）植物 

計画地内の耕作地環境が消失するため、保全すべき植物の代償措置について、専門家

等からの助言を受けながら、関係機関と協力し、継続的な管理を行うこと。 

また、事後調査において代償措置の効果を確認し、その結果に応じて必要な環境保全措

置を講じること。 
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第 17 章 第 15 章及び第 16 章の意見についての事業者の見解 

17.1 環境の保全の見地からの意見を有する者の意見の概要と事業者の見解 

第 15 章で示した「環境の保全の見地からの意見」についての事業者の見解は、表 17.1-

1(1)～(6)に示すとおりである 

 

表 17.1-1(1) 環境の保全の見地からの意見についての事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

1 

①評価書が承認されて、4,5 年の工事が終

了した動植物の事後調査のお願いは説明

会でしましたが、工事中の特にハクチョウの

飛来数調査はして頂き、対応、対策をその

都度して頂けますよう要望致します。 

常時水面を有する北側調整池の工事期間

は約 3 年を計画しております。 

工事期間中についても、コハクチョウの飛

来等の調査を行い、学識者等と協議しなが

ら、保全措置の検討などを行ってまいります。

②工事中の騒音、交通量増に対する地域

住民の声をきちんと聞いて下さい。 

工事期間中において、近隣住民から苦情

などが発生した場合には、その内容に応じて

適切な保全措置を検討いたします。 

③完成後の調整池が、ハクチョウにとり不都

合が生じた場合には細心の配慮をして頂き

たい。 

保全すべき種については、現地調査により

施設の供用後における生息状況を把握したう

えで、必要に応じて適切な保全措置を講じま

す。 

2 

（1）「越辺川右岸地区自然共生地域づくり

推進協議会」の設置について 

希少猛禽類やコハクチョウ、キツネ等の保

護対象動物は、越辺川右岸河川区域と接

する 3 つの事業区域を一体的に利用して繁

殖や越冬している実態がこれまでの私たち

の調査で明らかであるため、今後の環境保

全措置の検討・実施に際しては、坂戸市・

荒川上流河川事務所・埼玉県の各事業者

と環境保護団体、地元関係団体、学識者

等で構成する「越辺川右岸地区自然共生

地域づくり推進協議会」を早期に設置して、

合意形成を図りながら着実に取組んでいく

推進体制を環境影響評価書に明記してい

ただきたい。 

本事業のほか、周辺地において国及び県

による治水事業が計画され、これらの事業で

は治水・環境・地域振興の実現を両立させる

「グリーンインフラとしての多重防御治水」を進

めていくことが公表されています。本市では、

準備書（p609-610）に記した通り、平成 28 年

に「（仮称）坂戸市小沼地区自然共生地域づ

くり検討協議会（準備会）」を開催し、学識者

や関係団体等と環境保全措置等の検討を行

い、その後の隣接事業地区との連携も含めて

「生物多様性の保全・活用対策に関するコン

セプト」としてまとめ、記載しております。このコ

ンセプトの具体化を図るためにも、現在検討

が進められております「（仮称）越辺川右岸地

区自然共生地域づくり推進協議会」の設置に

つきましては、本市も重要な取組であると考え

ておりますが、国や県による隣接事業の進捗

に差異などがあるため、各事業機関が参加す

る協議会開催にはまだ調整が必要な現状と

伺っております。 

自然共生型地域づくりの実現に向け、様々

な主体の連携による一体的な取組の推進は

重要であるため、当面は本事業地区を対象と

した生物多様性対策を検討する場の実施に

向け調整を進めていきたいと考えております。 
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表 17.1-1(2) 環境の保全の見地からの意見についての事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

2 

（2）調整池や公園緑地等の重要整備箇所

の詳細対策の検討と提示について 

 土地区画整理事業の生物多様性対策で

は、以前から指摘されているように調整池や

公園緑地の整備内容が特に重要な課題に

なると思われるので、コハクチョウや猛禽類

等の生息に有効となる、より詳細な池や緑

地の多自然型の構造を、環境影響評価書

に示していただきたい。また、区画整理事業

では各施設の整備箇所ごとに、坂戸市の関

係各課による検討や対応が行われると思う

ので、準備会の段階で合意されていた「自

然共生地域づくり」の趣旨徹底や、環境政

策の新たな世界目標である「ネイチャーポジ

ティブ」の理解を図ったうえで、関係各課を

推進協議会に参加させていただきたい。 

本事業において整備する調整池及び公園

緑地には、様々な動植物への配慮として、調

整池における常時湛水エリアの確保、公園へ

の湿性緑地ゾーン等の整備、在来種を中心と

した様々な樹木の整備等を行う計画です。 

現在、詳細な構造について、土地区画整

理予定事業者を含め検討を進めており、今後

の実施設計の中で進捗に応じて評価書にて

記述の追記を行ってまいります。 

当該事業における環境対策について、今

後も学識者と環境保護団体等と協議の上評

価書段階での記載については、対応する予

定です。 

また、協議会への関係各課の参加につきま

しては、議題及び取り組み内容等に応じて所

管課を交えた対応が必要だと認識しておりま

すので、適宜対応する予定です。 

（3）企業連携による「緩衝緑地帯」のビオト

ープ整備の実現について 

準備書では、「区画整理によって造成した 3

区画の企業用地外周部に、5ｍ～20ｍ幅の

「緩衝緑地帯」を設け植栽することが記され

ている。この敷地内に、生物多様性コリドー

として機能する緑地をいかに創出するかは、

重 要 な環 境 保 全 措 置 のひとつと考 えらえ

る。そのため、単に企業に委ねると外来園芸

植 物 の植 栽 による従 来 型 の緑 地 になるた

め、敷地内緑化を生物多様性に適する「ビ

オトープ整備モデル」を提示して、ネイチャ

ーポジティブに向けた企業連携を実現して

いただきたい。 

緩衝緑地帯については、地区計画にて定

めるとともに、条例化により適正に確保できる

よう努めてまいります。 

また、生物多様性に資する緑地の確保に

つきましては、「植栽樹種は計画地及び周辺

地域における現存植生、鳥類や昆虫類の餌

となる樹種等から選定し、緑地は出来る限りま

とまりを持った配置とするよう」土地区画整理

予定事業者及び進出企業に対して理解と協

力を求めてまいります。 

また、ご意見をいただきました「ビオトープ

整備モデル」の作成につきましても検討してま

いります。 
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表 17.1-1(3) 環境の保全の見地からの意見についての事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

3 

私は、この都市計画事業に反対です。 

計画の中止または抜本的な見直しを求め

ます。 

主な理由は、次の通りです。 

1. ここ数年で、自然環境に対する社会の認

識は大きく変わってきました。事業計画も時

代の変化に合わせて、環境保護、生態系保

護に重きを置いて見直しをするべきだと思い

ます。地球環境は、人間だけのものではあり

ません。地球上の生き物は、目に見えない

関係性があり、その微妙なバランスの上に成

り立っています。 

人間の都合ばかりを優先した環境破壊は、

もういい加減に止めましょう。公共に奉仕す

るという仕事をしている役所の方々には、経

済性ではなく、地域住民の生活環境を守る

ことを優先する姿勢を示してほしいです。 

 

2. 計画地は、越辺川沿いに田んぼが広が

る地域です。田んぼなので地盤も緩く、開発

者もそれを考慮して軟弱地盤に対する工法

を採用して計画しています。そこまでして、な

ぜそのような軟弱地盤の場所に、わざわざ

大型建造物を建てようとするのか理解に苦

しみます。建ててしまってから問題が起こる

可能性も高いと思います。 

 そんなリスクは事業者も負いたくないと思い

ますし、問題が起きた場合は、それを許可し

進 めた坂 戸 市 も責 任 を問 われると思 いま

す。 

リスクの高い場所で敢えて事業を行う必

要はありません。 

本事業は、営農を継続することが困難とす

る地権者の総意に基づき、民間による土地区

画整理事業が検討されているものであり、本

市においても人口減少社会における持続可

能なまちづくりに向けた重要な取組であるとし

て「坂戸市都市計画マスタープラン」において

「開発推進地区」に位置付け、推進しておりま

す。 

計 画 地 における環 境 保 全 対 策 について

は、周辺地域を含めた良好な自然環境の保

全と土地区画整理事業実施の一体的推進を

実現するため、地権者協議会、事業者、環境

保護団体、学識者等と十分に意見交換をし

ており、今後も検討を重ねながら、環境負荷

の回避・低減・代償に努めます。 

また、計画地は水田として利用される地域

であり、地盤が軟弱な場が分布するため、工

事 の際 には盛 土 表 面 を十 分 に締 固 めるほ

か、盛土に伴う圧密沈下量や変形を観測する

等、地盤沈下に対して適切に対応してまいり

ます。 

3. 白鳥飛来地に隣接している場所に、巨

大建設物を建てることは大問題です。事業

者は「十分配慮する」と言っていますが、本

気で配慮するならこの計画を止めることが最

善です。 

野生動物は、人間の考えが及ばないところ

で非常に敏感に環境の変化を感じ取ります。

 これまで目指してきた目的地のすぐそばに、

大きな建物ができ、大型のトラックが行き交う

ようになれば、寝ぐらを追われたと感じ、寄り

付かなくなることは十分に想定できます。 

この地域の自然の豊かさを表す存在であ

る白鳥の渡来を、人間が妨げることは避ける

べきです。  

本事業は引き続き環境保護団体、学識者

等からの助言を得ながら、施設の存在に伴う

影響の低減・代償に努めていきます。 

具体的には、越辺川周辺の良好な生物の

生育、生育基盤に配慮し、計画地北側に調

整池や公園を配置することで緩衝機能を持た

せるほか、調整池には常時水面を確保し、水

生動植物の生息環境整備を進めます。 
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表 17.1-1(4) 環境の保全の見地からの意見についての事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

3 

4. 盛土の搬入量が大量であり、地域外から

の土による、生物多様性の崩壊を招く可能

性がある。 

 盛土は土砂災害を招く可能性も高く、規

制が厳しくなっていますが、災害の心配だけ

でなく、外部からの土を搬入することで、そこ

に含まれる生き物の構成が変わってしまった

り、地域外からの外来生物による生態系へ

の影響も心配されます。 

 そのようなリスクを冒してまで、この事業が

地域に必要だとは思えません。 

造成工事に伴う盛土箇所には速やかに転

圧をするとともに、必要に応じて仮土堤あるい

は板柵等を設置し、土砂の流出防止に努め

ます。 

特定外来生物については、発生の把握に

努めるとともに、関係機関と連携し駆除活動

に取り組みます。 

5. 埼玉県 生 態系保護 協 会の監修を受け

て、公園やビオトープを備えた開発を行うと

いうことですが、そのような「環境を重視して

います」というポーズではなく、真に環境を考

えて「計画を撤回する」という英断をして欲し

いです。 

既に時代は開発型から環境重視型に変

わっています。 

時代遅れの開発型事業を進めるのでは

なく、これからの未来を見据えた都市計画を

行ってください。 

6. これから日本は食料自給率を上げていく

必要に迫られると思います。今は米の需要

が減っていると言われ、田んぼで営農する

人も減っていますが、いずれは、食料安全

保障のために自給率を上げ、米の生産量も

増やす必要が出てくると思います。 

 従って、今ある田んぼは残すべきです。田

んぼを潰して建物を建ててしまったら、そこ

を田んぼに戻すことは不可能だと思います。

 それであれば、田んぼのまま活かせる方法

を探るべきです。 

本事業は、営農を継続することが困難とす

る地権者の総意に基づき、民間による土地区

画整理事業が検討されているものであり、本

市においても人口減少社会における持続可

能なまちづくりに向けた重要な取組であるとし

て「坂戸市都市計画マスタープラン」において

「開発推進地区」に位置付け、推進しておりま

す。 

本 事 業 の環 境 保 全 措 置 の検 討 に際 して

は、計画当初段階から「自然共生地域づくり」

のコンセプトに基づき、学識者や環境保護団

体、地元住民団体等との協議を重ねておりま

す。 

坂戸市内の農地においては、引き続き地

権者や耕作者の理解のもと、集団農地におけ

る農業振興地域への指定、ほ場整備の実施

等、農業振興施策を実施しておりますので、

御理解をいただきたいと存じます。 

7. 坂戸市は平成 20 年 10 月に「坂戸市圏

央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑

止基本方針」を打ち立てています。 

 今回の計画は、まさにこの周辺地域の開

発です。（坂戸 IC から概ね 5km の範囲を基

本に適用する。）この方針では、「農振農用

地区域は、資材置場等、産業廃棄物場・処

理施設、駐車場の立地を抑制する。」と明

記されています。 今回の計画では、計画地

にどのような企業が来るか分かりません。 

上記に分類されるような企業が手をあげ

た場合、坂戸市はどのように対処するつもり

でしょうか？まずは、この基本方針に立ち返

り、乱開発をストップすることが重要だと思い

ます。 

主な反対理由は以上です。 

勘案くださるよう、よろしくお願いいたします。

「坂戸市圏央道インターチェンジ周辺地域

の乱開発抑止基本方針」は、資材置場や残

土置場などの無計画な土地利用を規制し、

地域の景観や環境を保全するために作成し

たものです。 

当該地区は、土地区画整理事業により秩

序ある産業基盤が整備されるものであり、ま

た、地区計画（条例化）により、産業廃棄物処

理施設等の建物用途の規制や緩衝緑地の

確保など、周辺環境と調和した土地活用が図

られるものと考えております。 
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表 17.1-1(5) 環境の保全の見地からの意見についての事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

4 

1,準備書第 6 章 調査計画書についての知

事の意見 1-（1）土地利用計画に「・・・特に

生態系の保全に配慮すること」とあります。

準備書第 10 章 10.8 動物の P382～384 に

記載されている調査結果の調査期間は短

く、この地域のコハクチョウや猛禽類の自然

の実態が、十分に表記されていません。当

会の調査記録を都市計画課にお渡ししたの

で、ご検討の上、生態系の保全に十分配慮

した計画の作成をお願いいたします。 

現在、詳細な設計については、土地区画

整理予定事業者を含め検討を進めており、本

調査結果を参考とさせていただき、可能な限

り事業計画に反映してまいります。 

2,P419「・・・計画地周辺地域の農耕地等を

広く利用していることから、これらの地域を引

き続き利用するものと予測する」とあります。

この地域の開発計画が、実行された後の生

態系の保全は、周辺地域の農業が継続さ

れ、自然環境が維持されることが不可欠で

す。島田～紺屋までの坂戸市東部の田園

地帯は入間流域緊急治水対策プロジェクト

の河畔林伐採、河道掘削などの治水工事

が続いており、調整池や遊水地の計画もあ

ります。環境が変化しつつあります。坂戸市

としては島田～紺屋までの田園地帯を今後

どのようにしていく計画なのか、長期的なビ

ジョンをお示しください。 

本市では「第２次坂戸市農業振興ビジョン

（令和５年度～令和 14 年度）」を策定し、「良

好な生産基盤の確保と農地の有効活用」を

基 本 方 針 の一 つとしており、認 定 農 業 者 な

ど、意欲ある担い手への農地の集積・集約や

土地利用の高度化と生産コストの低減に向

け、ほ場の大区画化などの農業基盤整備等

を推進することとしています。 

各地域の具体的なビジョンについては、現

在、地域の農業者の皆様と協議しながら「地

域計画」の策定を進めていく予定です。 

3,準備書にある大きな調整池は、面積が広

く、水辺・湿地環境の創出を目指していま

す。そのため、維持管理は大変難しく、長期

的に費用が必要になると思われます。市民

のボランティア活動で維持できるレベルでは

ないと思われます。坂戸市の負担とならない

よう計画段階から、財源、管理組織、具体

的な維持方法を検討しておく必要があると

思います。財源、管理組織、具体的な維持

方法について、お示しください。 

調整池や公園については、本事業で整備

し、市に帰属される予定であり、進出企業等

を含め維 持 管 理 手 法 等 を検 討 してまいりま

す。 
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表 17.1-1(6) 環境の保全の見地からの意見についての事業者の見解 

No. 意見の概要 事業者の見解 

5 

坂戸市の HP でも【コハクチョウは自然の

生物です。静かにあたたかく見守ってくださ

るようお願いいたします。】と書いてあるにも

かかわらず、坂戸市自らその場所を壊し、自

然の生物をあたたかく見守るどころか、その

命を危険に晒す工業団地を作るとは信じら

れません。一旦始まってしまえば取り返しの

つかない、とても大切な事を広く市民に告知

せず、こっそり HP や広報のみで告知（殆ど

の人の目に触れることがない）というやり方に

も憤 ります。周 りでも知 らない方 が大 半 で

す。本当なら今からでも考え直して中止にし

て欲しいです。せめて水場をもっと広く確保

することと、工業団地の電線にはコハクチョ

ウにも見つけやすい目印を付け、水場を目

指して一直線に飛んで来た時、電線に引っ

かかり骨折するリスクだけでもせめて避ける

努力を企業に絶対させて下さい。（←このこ

とは専門家が危惧していることであって、勉

強不足の企業が、今までそういう事がなかっ

たから大丈夫とか、そういう問題ではありませ

ん。もし何の対策もせず全国的にも知られつ

つある貴重なコハクチョウの飛来地で白鳥の

事故が起きた場合、その事が全国区のニュ

ースにでもなれば、坂戸市への批判は避け

られないと思います。） 

本事業における環境影響評価手続きの周

知方法については、広く一般の皆様にお知ら

せできるよう埼玉県環境影響評価条例に則り

行っております。 

 

計画地北側の調整池については、環境保

護団体、学識者等から助言を頂きながら、コ

ハクチョウの飛び立ちや周辺利用者による人

為圧を考慮し、一定の規模を確保できるよう

検討を重ねております。また、地区内の送電

線への接触リスクについては、関係する電力

事業者と協議を行ってまいります。 

かなり盛り土をするそうですが、除染に使

われた放射性廃棄物を含む土等、汚染され

た土での盛り土は絶対にやめて下さい。 

自然破壊、鳥達の命だけでなく、周辺の

水や環境汚染、周辺に住む人の健康まで

害すことになるので絶対に避けて下さい。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

本事業に伴い搬入する土壌については、

搬入元で土壌汚染調査結果を提示いただく

とともに、再度施工者側で土壌汚染調査を行

い、安全を確認した上で搬入します。 

また、区域内における搬入土の位置につい

ても記録する等、管理を徹底してまいります。 

最後に、市長の石川様へ 

工場ばかり誘致しても坂戸は衰退するば

かりです。これからは小川町の様に地域全

体で有機野菜を育てて特産品にしたり、坂

戸市内だけでも自給率を上げる等自然を大

切にする市町村、それを売りにする市町村

が伸びる時代だと思います。坂戸は時代を

逆行してます。 

貴重な自然を一度壊してしまえば、簡単

に元通りにすることが出来ません。 

是非ご検討頂けます様お願い申し上げま

す。 

意見ですので回答は結構です。 

各自治体において、持続可能なまちづくり

に向けた様々な取組が進められていることは

認識しておりますが、本事業は、営農を継続

することが困難とする地権者の総意に基づき、

民間による土地区画整理事業が検討されて

いるものであり、本市においても人口減少社

会における持続可能なまちづくりに向けた重

要な取組であるとして「坂戸市都市計画マスタ

ープラン」において「開発推進地区」に位置付

け、推進しております。 

また、本事業では隣接する河川環境との調

和を図りながら多自然型の調整池や公園を整

備するなど、環境配慮に努めてまいりますの

で、御理解をいただきたいと存じます。 
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17.2 知事の意見と事業者の見解 

第 16 章に示された知事の意見と事業者の見解は、表 17.2-1（1）～（4）に示すとおりであ

る。 

 

表 17.2-1（1） 知事の意見と事業者の見解 

項 
目 

意 見 事業者の見解 

全
般
事
項 

（１）建設機械の稼働については、計画地の敷

地境界付近に存在する住居について考慮する

必要があることから、建設機械の集中した稼働

等により、騒音・振動の値が基準値を超える調

査地点が生じないよう計画的な作業・運行を行

うこと。 

建設機械の稼働に騒音、振動の予測、評

価 結 果は、敷 地 境 界 及 び周 辺 民 家 におい

て、整合を図るべき基準等である「特定建設

作業に伴って発生する騒音の規制に関する

基準」や「騒音に係る環境基準に」等を満足

するものと評価されました。 

工事にあたっては、計画的かつ効率的な

工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を

避けるなど、騒音・振動の値が基準値を超え

ることのないよう、施工管理を徹底してまいり

ます。 

（２）計画地内の大部分が盛土造成されること

に伴い、動植物の生息・生態系への影響が懸

念されることから、公園整備の際には、単に緑

地を創生するのではなく、生物多様性を考慮

し、ネイチャーポジティブの実現のため、関係機

関・地元団体と協議し、可能な限り、この地域

本来の耕作地環境を創出できるよう検討するこ

と。 

公園整備をはじめ、本事業における環境

保全措置については、環境保護団体、学識

者及び行政関連セクションによる連携のもと、

検討がなされております。公園整備について

は、湿性緑地ゾーンの整備の他、乾性高茎

草地、乾性低茎草地を配置し、耕作地環境

の創出を図る計画です。 

また、公園は計画地北側に配置し、越辺

川沿いの河畔林や河川敷、堤防等との関連

性、一体性に配慮していく計画です。 

（３）計画地内に設置する調整池は、防災面に

加え、水辺・湿地環境の創出や水辺利用にも

配慮する必要があることから、計画地北側に設

置する多自然型の調整池については、多様な

水辺水生植物が定着できる護岸形状及び法

面勾配となるよう検討すること。 

調整池の斜面については、法面保護工に

用いらえる種子散布工とし、在来種であるチ

ガヤ等の種子吹付を行います。南側法面に

ついては、セイタカアワダチソウ、オオブタクサ

などの外来種が繁茂しないよう勾配を調整し

て、法面の面積を極力減らす計画です。 

また、水際については護岸形状に変化を

持たせるとともに水深に変化をつけ、湿性、

抽水性、浮葉性等、様々な水生植物が生育

できる環境を整備していきます。 

（４）計画地北側に設置する多自然型の調整

池については、水の循環・堆積物の蓄積等の

課題があることから、水辺・湿地環境の創出と

いう調整池の二次的機能を維持できる よう、関

係機関と協力し、継続的に管理を行うこと。 

なお、当該調整池の管理に当たっては、計

画地周辺に存在する既存ビオトープ等での管

理手法等を参考にすることに加え、ナガエツル

ノゲイトウ等の特定外来生物に対する必要な対

策を講じること。  

計画地北側の多自然型調整池について

は、土砂の堆積やヨシの繁茂等を防止するた

めに、必要に応じて部分的に浚渫やヨシの刈

込や等を行うこととなります。 

今後、適切な維持・管理ができるよう、体制

を構築してまいります。 

また、特定外来生物であるナガエツルノゲ

イトウ等の侵入繁茂を防ぐために、計画地内

上下流端の水路部分において、侵入抑止柵

設置等の必要な対策を講じていきます。 
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表 17.2-1（2） 知事の意見と事業者の見解 

項 
目 

意 見 事業者の見解 

全
般
事
項 

（５）進出企業による大規模建築物の立地に伴

い、計画地及び計画地に隣接する河畔林など

を利用する鳥類の建物への衝突が懸念される

ことから、進出企業に対して、必要な衝突防止

対策を講じるよう働きかけること。 

計画地の北側に整備する多自然型の調整

池 はハクチョウ類 の助 走 距 離 を確 保 するな

ど、水鳥の生息に配慮した整備を行う計画で

す。 

各進出企業については、北側調整池側の

企業用地内に幅 15ｍの緩衝緑地帯を設ける

計画ですが、高木を取り入れた植栽を施すよ

う働きかけ、鳥類の建物への衝突防止に努め

てまいります。 

「第 10 章 10.8 動物 10.8.3 評価」に環境

保全措置として追記しました。 

（６）計画地は平坦な地形であり、進出企業の

建築物による圧迫感について配慮する必要が

あることから、進出企業に対して、圧迫感が軽

減されるような建築計画や緑化計画を検討する

よう働きかけること。 

 進 出 企 業 は、圧 迫 感 軽 減の観 点 から、

「地区計画」に基づく壁面位置を遵守するとと

もに、企業用地内の住居地域側に接する部

分に幅 20ｍの緩衝緑地帯を配置する計画で

す。 

さらに、各企業に対して圧迫感が軽減に配

慮した建築計画や緑化計画を検討するよう働

きかけてまいります。 

 「第 10 章 10.11 景観 10.11.3 評価」に環

境保全措置として追記しました。 

（７）温室効果ガス排出量については、国の排

出削減目標（NDC）や、県、坂戸市の地球温暖

化対策実行計画、カーボンニュートラル宣言等

との整合が図られるよう、温室効果ガスの排出

が抑制されるよう造成事業を行い、また進出企

業に対しても再生可能エネルギーの導入やグリ

ーン電力購入を義務付けるなど、より強く働き

かけること。 

工事中における建設機については、低燃

費型建設機械や省エネ機構搭載型建設機

械の使用に努めるなど、カーボンニュートラル

向けた取り組みに努めてまいります。 

また、進出企業に関しては、温室効果ガス

排出量抑制の観点から、再生可能エネルギ

ーの導入やグリーン電力購入等を働きかけて

まいります。 

「第 10 章 10.15 温室効果ガス等 10.15.2

評価」に進出企業に対する環境保全措置とし

て追記しました。 

水 

質 

造成等の工事の実施に当たり、計画地周辺

の動植物の生息・生態系への影響がないよう、

雨水排水の放流先に対する十分な対策を実施

すること。 

工事中の濁水の流出防止のために、防災

工事を先行して行います。さらに、仮沈砂池

における土粒子の除去、必要に応じて pH 調

整、速やかな転圧、現場でのコンクリート打設

の抑制など、必要な措置を講じてまいります。

また、計画地内の既存水路は工事区間上

流から下流側に一時的に水路の切り回しを行

い、水の無い状態で工事を実施し、下流区域

における濁水の流入が生じない施工方法とし

ます。 

以上により、計画地周辺の動植物の生息、

生息環境及び生態系へ影響が生じないよう

環境保全措置を徹底してまいります。 
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表 17.2-1（3） 知事の意見と事業者の見解 

項 
目 

意 見 事業者の見解 

動 

物 

（１）計画地内の大部分が盛土造成されること

に伴い、移動能力のある動物については、計画

地周辺の同様な環境への逃避、移動が想定さ

れる。 

計画地内では、アライグマ等の特定外来生

物も確認されていることから、計画地周辺住居

の住民に対して丁寧な説明を行うなど、被害防

止に向けて対応すること。 

工事説明会等を通じて、計画地周辺の住

民の方に対して、アライグマ等の害獣の被害

が生じないよう丁寧な説明等を行ってまいりま

す。 

（ ２ ） 鳥 類における夜 間 の生 息 状 況 等につい

て、調査結果がある場合は、評価書に追加す

ること。 

「第 10 章 10.8 動物 10.8.1 調査」に夜間

調査の記述を追加しました。 

生
態
系

生態系 計画地に整備する緩衝緑地帯及び

公園の植栽においては、遺伝的多様性保全の

ために植栽木の系統について配慮する必要が

あることから、可能な限り、地域性種苗を活用

すること。 

植栽樹種に用いる樹木は、可能な限り関

東産の種苗や樹木を使用に努めます。 

「第 11 章 環境保全のための措置 11.2 低

減措置及び代償措置の実施計画」に追記し

ました。 

景 

観 

進出企業による大規模建築物の立地が想

定され、計画地の敷地境界付近には住宅があ

ることから、進出企業に対して、建築物の形状・

大きさや配置について配慮するよう指導し、加

えて色彩・緑化など周囲への影響緩和措置を

講じるよう働きかけること。 

本事業においては、住居側に位置する企

業用地の敷地境界沿には幅 20ｍの緩衝緑

地帯の配置を定める他、進出企業に対しては

周囲の環境と調和する色彩を採用するなど、

景観への影響緩和に努めるよう指導を行う計

画です。 

さらに、各企業に対して建物の形状、大き

さ、配置及び緑化については、極力、周辺地

域からの景観への影響緩和に努めるよう働き

かけを行ってまいります。 

「第 10 章 10.11 景観 10.11.3 評価」に追

記しました。 

廃
棄
物 

廃棄物事業に伴い生じる廃棄物の推計につ

いて、最新データの使用や、実際に想定される

事業形態を前提とすることで、その予測評価結

果の精度の向上を図ること。 

本事業は道路、公園、企業用地等を造成

する土地区画整理事業であり、企業誘致に

関しては評価書以降行うこととなります。その

ため、供用後の進出企業の稼働に伴う影響

については「地区計画」に定める立地可能な

業種から、環境影響が最大となるよう原単位

の設定等を行い、予測、評価を行っておりま

す。 

したがって、進出企業に対しては、今後、

各種関係法規等に基づき、廃棄物の抑制や

適正処理関して、指導してまいります。 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

予測結果について、現在の坂戸市の産業部

門からの排出量より多いものとなっている。図書

に掲載されている原単位について、実際に想

定される事業形態を前提とすることで、 その予

測評価結果の精度の向上を図ること。 

 上述のとおり、評価書段階おいては、具

体的な企業は決定していないことから、供用

後の進出企業の稼働に伴う影響については

「地区計画」に定める立地可能な業種から、

環境影響が最大となるよう原単位の設定等を

行い、予測、評価を行っております。 

したがって、各 進 出 企 業 に対 しては、今

後、各種規制や温暖化に対する計画等に基

づき、適正にカーボンニュートラル向けた取り

組みがなされるよう指導してまいります。 
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表 17.2-1（4） 知事の意見と事業者の見解 

項 
目 

意 見 事業者の見解 

史
跡
・
文
化
財 

計画地に隣接する木曽免遺跡については、

計画地内にまで遺跡が存在する可能性があ

り、その存在が想定される範囲が造成工事に

おける切土部分と重なることから、埋蔵文化財

が確認された場合は、市教育委員会に確認

し、記録保存などの対応を行うこと。 

また、試掘調査結果について、関係資料とし

て評価書に記載すること。 

平成 31 年 3 月に実施した試掘調査の結

果、埋蔵文化財は確認されておりません。 

工 事 中 に埋 蔵 文 化 財 が発 見 された場 合

は、「文化財保護法」等に基づき、関係機関

と協議の上、適正に対応します。 

試掘調査結果については、「第 8 章 8.1.3

項目選定の理由及び根拠」に追記しました。 

事
後
調
査 

（１）騒音・低周波音 

施設の稼働に伴う騒音において、計画地西

側住居地では、基準超過の状況になると予測

されている。 

現在想定している環境保全対策が十分な内

容となっているかについて、事後調査によって

把握し、対策が不十分な場合には、進出企業

に対して追加の環境保全対策を講じるよう働き

かけること。 

 

施設の稼働に伴う騒音について、事後調

査の項目として追加します。 

また、規制基準超過など、著しい影響がみ

られた場合は進出企業に対して追加の環境

保全対策を講じるよう働きかけてまいります。 

事後調査の内容を「第 13 章 13.2 調査方

法等」に追記しました。 

（２）動 物 

猛禽類の営巣・繁殖状況については、工事

期間中の調査を実施し、計画地に隣接する河

畔林などで猛禽類の営巣があった場合には、

工事内容・工程について関係機関・ 地元団

体と協議し、必要な環境保全措置を講じるこ

と。 

また、鳥類における夜間の生息状況等につ

いて、事後調査によって把握し、結果に応じて

必要な環境保全措置を追加すること。 

 

工事期間中に周辺地域において猛禽類の

営巣が確認された場合は、「埼玉県オオタカ

等保護指針（平成 11 年 3 月）」に準拠すると

ともに、関係機関、地元団体及び専門家へご

意見等を伺いながら、対応を進めてまいりま

す。 

また、鳥類における夜間の生息状況等に

ついて、事後調査に追加し、必要に応じて環

境保全措置の追加を検討いたします。 

事後調査の内容を「第 13 章 13.2 調査方

法等」に追記しました。 

（３）植 物 

計画地内の耕作地環境が消失するため、保

全すべき植物の代償措置について、専門家等

からの助言を受けながら、関係機関と協力し、

継続的な管理を行うこと。 

また、事後調査において代償措置の効果を

確認し、その結果に応じて必要な環境保全措

置を講じること。 

 

移植については、専門家等からの助言を

受けるとともに、今後、適切な維持・管理がで

きるよう体制を構築してまいります。 

また、事後調査の結果を受け、必要に応じ

て環境保全措置の追加を検討いたします。 
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